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男女共同参画と女性のエンパワーメントは人権
であるにとどまらず、包摂的で公正で持続可能な
開発を達成する上で不可欠でもある。女性の政治
参加はこういった目標の達成にとって中心的課題
であり、政党はこうした参加を促進し、育む上で
最も重要な組織の１つである。世界の議会の議席
に占める女性の割合が 20％に満たないことで、
女性への政治的なエンパワーメントを支援するた
めに政党がもっと多くのことをなす必要がある―
とともに、こうした努力に対して支援を受けるべ
きである―ことは明らかである。

世界的に見ると、政党の党員の 40 ～ 50％が
女性であるにもかかわらず、党内で指導的な地
位に就いている女性は 10％程度に過ぎない。
政党における方針決定機構への女性の平等な参
加を確保することは、政党の中での―究極的に
は社会全体の中での―男女共同参画の促進に不
可欠である。

国連開発計画（UNDP）と全米民主国際研究
所（NDI）は 18 ヵ月間にわたって、女性への
政治的エンパワーメントを促進するための政党
活動に関する 20 件のケーススタディを編纂し
た。これらのケーススタディ及びその他の例に
依拠し、UNDP と NDI は女性の政治生活を振
興するために政党が取り得る具体的な措置を明
らかにした。本書『政党をより強くするための
女性のエンパワーメント：女性の政治参加促進
のためのガイドブック』は、この研究の成果で
あり、政党改革のために簡潔で焦点を絞り込ん
だ選択肢を提供する。

本ガイドブックは、選挙前と選挙後も含めた
選挙のサイクルの様々な段階において、女性の
参加をサポートするために政党が取り得る様々
な取組を明らかにし、分類する初めての本であ
る。

本ガイドブックは、政党の党員で特に指導的
役割を果たしている人々並びに市民団体及び男
女共同参画の活動家に向けたものである。また、
世界的な政党の基盤組織や連盟がそれらの憲章
や活動に男女共同参画を規範として取り入れる
ことを後押しすることも目的としている。

最後に、本ガイドブックは、女性の政治参加
に関して政党のプログラム作成を支援する国際
機関や開発機関にとっても貴重な助言を供する。

政治から行政、民間部門、市民団体に至るす
べてのガバナンス組織において女性が真の発言
力をもった時に、女性は公の対話に男性と平等
に参加し、自身と家族、コミュニティ、そして
国の未来を左右する決定に影響力を及ぼすこと
ができるようになるのである。

国連開発計画（UNDP）
総裁　Helen Clark

序文
国連開発計画（UNDP）

i i 政党をより強くするための女性のエンパワーメント



政党は、女性が公選職と政治的指導者の地位
に就くための主な、かつ最も直接的な媒体であ
るため、政党の構造、政策、慣行及び価値観は、
自国の政治に女性がどの程度参加するかという
ことに深刻な影響を及ぼす。

女性の政治参加を真剣に考えている政党は、
選挙における立場を強め、新たな投票者集団を
獲得し、有権者との関係を強化することにより
利益を得る。加えて、新しい側面やアイディア
を提示できる政党は、投票率が低下しつつある
時代において、活気のあるエネルギッシュなイ
メージを掲げる。成果の中には劇的なものもあ
れば、不明確なものも、徐々に達成されるもの
もあるが、政党にとってすべての成果を勘案す
れば、どのような場合においても得るものの方
が多い。

政党が利益を得るのは、女性が選挙プロセス
と統治プロセスに参加するだけでなく、これら
のプロセスに影響力を及ぼす時である。政治に
関わる女性の数を増やすという表面的な努力だ
けで、何ら真の質的な影響力や意思決定権限を
与えなければ、新たな又は直接的に得られる利
益を生み出しそうにはない。こうした努力の典
型的な例には、党則上何の権限も影響力もない
女性会、候補者名簿におけるいわゆる「女性枠」
に据える者の選定；選ばれるやいなや女性当選
者を重視しないこと；女性候補を勝ち目のない
選挙区に据えること；土壇場になって候補者名
簿の有望な位置から女性を外すこと；などがある。

世界の潮流としては、男女の等価性と平等に
基づく民主的統治へと向かっている。女性のよ
うに、伝統的に過少代表であるグループに手を
さしのべることは、現在、政党と、政党活動の
土俵となる立法機関が民主的に機能するための
最低限の基準と見なされている。

本書『政党をより強くするための女性のエン
パワーメント：女性の政治参加促進のためのガ
イドブック』は、政党と、女性の政治への関与
を高めるために政党と協力する人々が、選挙の
サイクル全般を通じて、また政党での様々な役
割にまたがって用いる戦略を見つけ出せるよう
なやり方で構成されている。女性の参加は、候
補者になるだけではなく、政党の党員、指導者、
そして当選者になることによっても促進するこ
とができる。

男性と女性が民主主義的プロセスに積極的に
参加できる、より開かれた政治環境を創り出す
ために、全米民主国際研究所は 25 年以上にわ
たり、80 ヵ国以上の 720 を上回る政党や組織
と協力してきた。我々は、本ガイドブックがこ
の努力に寄与することを期待している。

全米民主国際研究所（NDI）
所長　Ken Wollack

序文
全米民主国際研究所（NDI）
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女性が政治活動に参加する権利は、いくつかの国際条約によ
って保障されている。だが、抽象的な権利を現実へと変えるた
めには、現場での困難な作業が必要である。政党が女性の政治
参加への鍵であるのは、選挙に向けて候補者を募集し、選定し
て、国の政策のアジェンダを決定するのが政党だからである。
しかし政党内では、女性は草の根レベルや支援的役割において
過剰代表となり、権力のある地位においては過少代表となる傾
向にある。既成の影響力あるネットワークに参入できず、資源
が極めて限られ、ロールモデルやメンターもほとんどおらず、
時には家庭やコミュニティのサポートさえ限られているため、
女性の政党への参加が男性を大幅に下回ってきたのは無理から
ぬことである。

女性が政党にどのように参加しているか―そして、政党が女
性の関与をどのように奨励し、育み、男女共同参画の問題をど
のように組み込んでいるか―が、女性の政治的エンパワーメン
トの主な決定要因である。これらは、広く社会で男女共同参画
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の問題が取り上げられることを確保する上での
鍵でもある。政治的プロセスへの女性の関与を
促進するための戦略を効果的なものにしようと
するなら、選挙サイクルの具体的な段階―選挙
前、選挙期間中、選挙後―にまたがって政党が
取り得る措置、並びに政党そのものの組織及び
資金調達とその戦略とをリンクさせるべきであ
る。

女性の政党参加を高める上で最も効果的な戦
略は、政治制度改革と、政党という構造の内外
における女性政党活動家、女性候補及び女性当
選者を対象とした支援とを結び付けるものであ
る。こうした戦略には、政治領域全般にわたる
様々な関係者や政党の協力が必要である。

本書のパートＡ「好事例の概要　ガイド」で
は、女性の活躍を促進するために政党が行い得
ることに焦点を絞った介入を明らかにする。そ
の構成は、選挙サイクルに応じた観点（図表１
参照）から、４段階に分かれている。

上記の各段階の中で政党が取り得る具体的な
措置を以下に要約する。

I. 党内組織に関する基本戦略

II. 選挙前の期間における戦略

III. 選挙期間の戦略

IV. 選挙後の期間における戦略

選
挙
サ
イ
ク
ル
の
段
階

図表1：政党への女性の参加を促進するためのエ
ントリーポイント（きっかけや取っ掛か
りとなるポイント）の概要

女性の出馬を促進するため
に、党の指導者層の間に
コンセンサスを確立する。

党として女性候補者のク
オータ制を自主的に採用す
ることを検討し、募集規則
に正式に定める。

女性を党内候補者名簿の
勝ち目のある順位、又は、
勝ち目のある／安全な選
挙区に配置する。

選挙の予定に沿って、選挙
事務局又は党の指導者層
などが候補者のクオータ制
を実行する。

能力養成やアドボカシー
（提唱運動）など、 女性
を引き付けて入党を促すた
めのインセンティブを付与
する。

男性と戦略的提携を組ん
で、サポートを得る。

I . 	党内組織

I I . 	選挙前の期間

初期資金を集め、選挙
運動をし、名前の認知
度を高めるためのスキ
ルを女性に提供する。

エミリーズ・リストや
ウィッシュ・リストのよう
な女性候補のための資
金集めネットワークを確
立する、又はこれを活
用する。

女性のための党内基金
を設ける、又は女性候
補者に補助金を提供す
る。

候補指名／予備選の支
出に上限を設けること
を検討する。

女 性 の 候 補や研 修 の
ために党の財源の一部

（適用可能であれば公
的資金からの資金を含
める）を割り当てること
を検討する。

国際機関や市民団体と
提携を組み、これらと
協力する。

枠組み規定や運営規定文
書がジェンダーに配慮して
いる。

執行役員会及び意思決定機構
への女性の参加を促進するため
に取られる措置

候補者の募集 資金調達と選挙運動

市民団体や、女性候補を
支援する組織との調整を確
保する。
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I I I . 	選挙期間 IV . 	選挙後の期間

設けられた女性会又は女
性部が、党内で戦略的
に位置づけられている。

党の代表者会議におけ
る女性の参加の目標が
設定される。

男女共同参画の視点が、
政策策定において主流
として組み込まれる。

女性の選挙運動の能力
を高め、初立候補者と
ペアを組む、又はメン
ターをつけることを検
討する。

必ず女性が党の代理人
として研修を受け、投
票所に詰めるようにす
る。

男女共同参画の評価を実
施し、党内の男女共同参
画行動計画を策定する。

党の政策決定への女性の
参加を促進し、党の政策に
おけるジェンダーの主流化
を確保する。

監視に必ずジェンダー
の視点が含まれるよう
にし、女性の安全を確
保する。

女性に選挙監視員とし
ての研修を受けさせ、
監視員に含める。

能力増進を行い、当選した
女性の立法スキルを強化す
る。

組織に対し、特に議会にお
いて、ジェンダーに配慮した
政治改革を推進する。

超党派的な議員団の設立を
奨励し、その機能を支援す
る。

男女共同参画について党員
の意識を高め、男性と協力
する。

党のマニフェストで、男
女共同参画に関する政
策を明確に表現し、そ
れを有権者に宣伝する。

有権者登録と投票に女
性を動員する。ジェン
ダーに配慮した有権者
向け情報を男女双方に
提供する。

選挙運動中の女性候補
者の安全を確保し、暴
力が起きる可能性があ
る場合には、党の支持
者に防御ラインに並ん
でおいてもらう。

選挙運動とメディアへ
の対応において、女性
が必ず目立つようにす
る。

市民団体や、女性候補
者を支援する組織との
調整を確保する。

選挙運動期間 選挙の投票日 女性の当選
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政党の内部組織は、様々なニーズ、利益や社会
的要求が社会でどのように代表されるかに影響を
及ぼす。政党の公式文書と声明は、男女共同参画
の枠組みを提供する上で重要である。党のビジョ
ンを提供するだけでなく、そのビジョンを実現す
るためのルールをも確立させるのである。党内組
織の戦略には、次のようなものがある。

■ 党の枠組み規定の中で男女共同参画を
取り上げること。これには、党の設立文
書において男女共同参画に関する声明
を採択することなどが含まれ得る。

■ 執行役員への女性の参加を確保するた
め、内部でのクオータ制を含め、様々な
手段を採択すること。

■ 党大会における参加目標を設定するこ
と。これには、大会において女性代議員
のために別個のフォーラムを開催する
ことが含まれ得る。

■ 党内に女性会や女性部を設け、必要であ
れば、役割や責任を定め、適切な資金を
提供して、それを党の構成に正式に組み
入れるべきである。

■ 男女共同参画が党の政策のすべてに主
流として組み込まれることを確保する。

選挙前の段階においては、おそらく候補者の
募集と指名が女性の政治参加を確保する上で最
も重要なプロセスである。政治職の候補者につ

いては、適格であることから立候補を志願する
ようになることへ、最終的には党によって指名
を受けるようになることへと進んで行くにつれ
て、男女のギャップは大きく広がる。女性が代
表となることを保証する規定を、党が組み込む
ことが重要である。この公約が成文化されず非
公式な場合には、女性が権力の中枢グループに
入り込むための戦略の立案がより困難になり、
公約が実現されない場合に、党に説明責任を果
たさせることが難しくなる。党内組織が弱体で
募集のルールが明確でない場合、意思決定は、
通常は男性である少数のエリートによって行わ
れる傾向がある。

近年は、選挙におけるクオータ制が、より多
くの女性を政治に参加させるための一般的な政
策手段になっている。クオータ制は、女性のよ
うな有権者のある集団のメンバーが、（党内）代
議員、候補者又は当選者のいずれかであれ、議
会で定められた最低水準が含まれていることを
保証する方法である。約 50 ヵ国が候補者クオー
タ制に関する法律を採択しており、これにより、
政治職の候補者の一定割合が女性であることが
確保されている。別の 30 ヵ国の数百の政党は女
性について政党自身のクオータ制を自主的に採
択している。だが、候補者クオータ制が成功す
るのは、女性が党の名簿で勝ち目のある順位に
配置される場合及びクオータ制にそれが守られ
ないときの罰則が含まれる場合のみである。

候補者募集プロセスにおいて男女の不平等に
対処するために政党が取り得る措置には、以下
のようなものがある。

政治に参加する女性を増やすという目標は、政治に参加する男性を減らすことではなく、
すべての人にとってより公正な社会をつくることである
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政治に携わる女性は、政治への参入に対する
主な抑止要因の１つとして財源不足を挙げるこ
とが多い。女性は選挙運動を行うのに必要な資
金を集めることが困難であるだけでなく、政党
からほとんど又はまったく財務上の援助を受け
ないことが多い。女性が公選職に就くための選
挙運動に着手するのに必要な財源である「初期
資金」を集めることは、特に難しい。女性が政
治的キャンペーンに必要な資金を集める手助け
として、政党と市民団体が取り得る措置には、
以下のようなものがある。例えば、公的財源が
なく、候補者が選挙で戦うために私的な資金を
集めなければならない時に、特に重要となる資
金調達のネットワークを確立すること；女性候
補者を支えることに対象を絞った基金を党内に

設けること；女性候補者に補助金を提供するこ
と；指名と選挙運動の支出を制限すること；女
性の政治的なエンパワーメントに政党が取り組
むことを奨励するために公的資金が規制されて
いる場合には特に、政党に公的資金を提供する
こと；女性候補者の研修専用の資金を配分する
こと；女性候補者と女性の課題をサポートする
ために政党の資金がどのように使われているか
を検証することなどである。

選挙期間は、候補者は有権者に対する選挙運
動や交流活動の効果的な手法を知っておく必要
がある。政党は、女性が政治に参加する権利と、
男女共同参画を進める上で社会すべてにとって
の重要性について、有権者を教育することに力
を貸すことができる。この期間中に党が取り得
る措置には、以下のようなものがある。

■ 資金集め、メッセージの立案、メディアと
の交渉や有権者との交流活動などのスキル
に関する研修を女性候補者に提供する。

■ 選挙運動での指導的地位（例えば、選挙
戦の管理、票集め、有権者との連絡、接
触活動など）に女性を研修し、昇進させる。

■ メディア露出を増やすことによって、選
挙戦で女性が必ず目立つようにする。

■ 女性が優先される党内の地位を明らか
にし、周知する。このことによって、さ
らにその党を支持する女性票を集めら
れる可能性がある。

■ 投票所が女性専用として配置されてい
る場合には特に、党の代理人として投票
所に詰める女性を募集することを含め
て、選挙の監視を行う。

■ 候補者クオータ制に対する党の支援を
活性化し、それらクオータ制を党の規定
に組み込む。

■ 党の指名委員会において、候補者募集の
ガイドラインを定めること。

■ 勝てる選挙区に女性候補者を必ず配置
し、それを実行する。

■ クオータ制の実施を監督するために市
民団体と協力する。

■ この種の政策に対する党内の支持を築
く上で男性が重要な役割を果たすこと
から、男性との戦略的同盟を培う。

■ 女性候補者の層を厚くし、これら候補者
層を研修する。

■ 多面的な関係を奨励し、国や地域を越え
て経験を共有する。
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選挙が終わった後であっても、政党は女性の
政治参加を奨励する上で中心的な役割を担い続
ける。選挙後に、男女共同参画と統治における
女性のエンパワーメントを促進するために政党
が取り得る措置には、以下のようなものがある。

ここで示された措置は網羅的なものではな
い。処方箋ではなく、好事例に基づくガイドブ
ックとして提供されているものである。女性の
政治参加を奨励し、ジェンダー衡平をもっと幅
広く推進するためにいかなる措置を取る時に
も、男性を巻き込むことが不可欠である。男性
は、永続的な変革のために欠かせないパートナ
ーである。政治に参加する女性を増やすという
ことの目標は、政治に参加する男性を減らすこ
とにはなく、すべての人にとってより公正な社
会をつくることにある。

本書のパートＢは、20 件のケーススタディ
で構成されており、パートＡで概説した好事例
はそこから抽出された。これらケーススタディ
は一般に、各国の特定の政党、市民団体又はそ
の他の利害関係者に焦点を当て、女性の政治参
加を促進することを目的とする具体的な措置に
ついて検討している。ケーススタディは、政党
の特定の戦略が選ばれた理由の背景とその実施
方法を提示し、その改革が及ぼした影響を記述
しようとしている。各ケーススタディは、学ん
だ教訓又は好事例を提供して、政党と政党の支
援者が改革戦略を策定し、推進するのを支援し
ようとしている。

パートＡを通じて用いられた例の多くは、現
在パートＢに記載されているケーススタディか
ら引用されている。パートＡだけを分離して記
載した簡約版の『女性の政治参加を推進するた
めの好事例ガイド（A Good Practices Guide to 
Promote Women’ s Political Participation）』とい
う表題の刊行物が一足先に 2011 年 10 月に制作
され、現在は５ヵ国語で手に入る。

■ 社会の平等な成員としての女性票と女性
の投票権の重要性を強調する具体的なメ
ッセージを含めて、情報を有権者に提供
する。

員長又は会派の筆頭など）の中で指導的
役割を与えられることを確保する。

■市民団体と戦略的提携を組む。

■ 政治機関に選出された女性が、議会の会
派（会派の会長など）や議会の委員会（委

■ 直接的であれ間接的であれ女性の機会
を奪う可能性のある慣行や規定を明ら
かにし、最終的には廃止することを目的
に、党内における男女共同参画のレベル
の評価を実施する。

■ 家庭をもつ議員への便宜を図るために、議
会の会期と日程を変えるなど、ジェンダ
ーに配慮した政治慣行の改革を推進する。

■ 政党の政策におけるジェンダーの主流化
と女性のエンパワーメントを確保する。
その中には、ジェンダーに基づく暴力へ
の対策、あるいは育児休暇やリプロダク
ティブ・ライツの問題を進めるなどのジ
ェンダーに関連する政策の改善を支持す
ること、さらには、裁判、保健、国籍、
労働、土地の権利、社会保障や相続への
アクセスなどの領域において男女共同参
画を推進するといった政策が含まれる。

■ 女性の様々な関心事を結びつけるのに役
立ち、政策の立案や政府に対する監督に
おいてジェンダーを主流化するのに役立
ち得る、超党派の女性のネットワークと
女性の議員連盟を支援する。
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女性の政治的エンパワーメント： 
民主主義の責務

民主的な統治を前進させるためには、包摂的で対応力をもつ
政治プロセスの環境を創り出して維持し、女性のエンパワーメ
ントを促進することが必要である。女性の視点を取り入れるこ
とと女性の政治参加は、民主主義の発展の前提条件であり、優
れた統治に貢献する。

政党は、女性の政治参加に影響を及ぼす最も重要な組織であ
る。政党はほとんどの国において候補者の募集と選定を担当し
ており、どの問題を政策アジェンダに入れるかを決定する。女
性がどのようにして政党に参加するか―又は、政党がどのよう
にして女性の関与を奨励し、育むか―が、女性の政治的エンパ
ワーメントの展望の主な決定因子である。政党が女性の政治的
エンパワーメントに対して影響力をもっているという特質か
ら、市民団体（CSOs）、国際機関や開発支援者は政党の役割に

7政党をより強くするための女性のエンパワーメント
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対する重視を強めてきた。

世界的に見ると、女性は依然として、政治や
立法面での優先課題を決定する統治構造の中心
から外されている。世界の議会において議席に
占める女性の割合は、2005 年の 16％から増え
てはいるものの 19％である。1　女性閣僚の割
合はさらに低く、平均で 16％である。2　国や
政府のトップにいる女性の割合はなお低く、近
年は低下しており、2011 年には５％に満たな
かった。3

この数字の低さは、国際社会が差別をなく
し、女性の活躍を促進しようと 30 年間にわた
ってロビー活動と努力を行ってきたにもかかわ
らず続いている。国連は 2000 年に女性のエン
パワーメントをミレニアム開発目標の１つに含
めることによって、開発において女性が中心的
な役割を果たすことを認めたが、世界のどの地
域も、方針決定を行う地位に女性が 30％いる
という目標を達成する軌道には乗っていない。
この分野で目立った例外や好事例は認められる
ものの、女性が競技者として全面的かつ平等に
参加するには、いくつかの障害が残っている。

男女の役割についての固定観念と偏見は、程
度は様々ながら世界のあらゆる国に広く認めら
れ、社会、経済、そして政治の世界にも反映さ
れている。女性は多くの国々で男性と直接に競
争することや人目に立つこと、人と交わること
を思い留まらされ、その代わりに、意思決定か
ら遠ざけられ、私的な領域における育児や家族

の世話、家事など、補助的役割へと向かわせら
れている。このように多様で重層的な男女の役
割分化や偏見があることを考えれば、政党によ
る公式の支援は決して女性の政治参加に影響を
及ぼす唯一の要素ではないものの、政治と政党
生活への女性の参加を阻む障害を克服するため
には必要である。

調査の結果、女性議員の数が重要であることが
分かっている。少なくとも、議会の中に女性議員
の数が多いほど、議会が女性の問題を取り上げ、
議院での男女の力学を変える傾向は強い。4　女
性議員の割合は、政治における討議の性質に大
きな影響を及ぼす。議会やその他の意思決定機
構における女性の存在感が希薄な水準であるこ
とを考えると、政党は積極的に、ガバナンスに
おいて男女共同参画に取り組むことを確保する
必要がある。

政党は、政治討論における論点決定に影響力
がある。つまり、政策を立案し、政治の優先課
題を設定するため、女性の関心事を取り上げる
ための戦略的な立場にあるということである。
実際に、政治や選挙のプロセスにおいて、ジェ
ンダー関連の課題を取り上げることに関しての
政党の実績は成否さまざまである。今まさに行
われているやり方が、十分に集成され記録され
ているわけではない。本ガイドブックは、この
不足分に言及することが狙いである。

女性議員の割合は、政治における討議の性質に大きな影響を及ぼす。



9序論

目的
パートＡ―好事例の概要―では、政党におけ

る女性の存在と影響力の強化を促進するための
エントリーポイント（きっかけや取っ掛かりと
なるポイント）と取り得る具体的な措置につい
て言及する。当パートでは、いくつかの一般原
則を提示し、関係者がプロジェクトを設計し、
実施するための好事例を共有することとなる。
特定の解決策を指示するのではなく、世界中の
政党が実施してきた戦略から得られる改革の選
択肢を提供するものである。パートＢ―ケース
スタディ―では、いくつかの国の国内で関係者
が実行している措置の事例をより綿密に提供す
る。

言及されるエントリーポイントとケーススタ
ディは、主に政党に助言を行うためのものであ
るが、開発支援者、政党の基盤組織や市民団体
が政党を支援するために作業を行うに当たっ
て、措置のアイディアを示し、プログラム立案
の方向性に情報を提供することも目指してい
る。各ケーススタディは、政党と政党への支援
者が、改革戦略を策定し、推進することを助け
るために、学んだ教訓や好事例を提供しようと
するものである。

本ガイドブックは、利用可能な介入が重要で
ある理由を詳述するが、こうした介入をどのよ
うに実施すべきかを必ずしも指示するものでは
ない。本ガイドブックの読者は多数であること
を考えれば、どのように戦略を実行に移せるか
を巡る決定は、それぞれの関係者に委ねるのが
最善だからである。国際的な開発支援機関が提
供しているプログラム立案支援は、政党の基盤
組織又は政党が直接的に実施することの可能な
措置とはかなり異なっている。

本ガイドブックはこのため、すべての関係者

が選挙プロセスにおいて等しく利用する資源と
して意図されており、個人、政党又は組織への
具体的な言及は、執筆者たち又は UNDP 若し
くはNDIによる支持を意味するものではなく、
むしろ、研究者が注目するにいたった戦略の例
に光を当てることを意図したものである。

方法論
パートＡに示された戦略は主に、UNDP か

ら委託されて 2009 ～ 2010 年に NDI が実施し
た 20 件の一連のケーススタディから取られて
いる。そのケーススタディは、本ガイドブック
のパートＢにアルファベット順に示されてい
る。含めることが可能であった例はもっと数多
くある。しかし、本ガイドブックは、それらす
べてを網羅的に提示することを目指すものでは
ない。むしろ、UNDP が委託し、NDI が実施
したケーススタディから拾い集められた重要な
実例を提示することで、その範囲を限定してい
る。特定の要点をわかりやすく示すために、そ
の調査の範囲外の事例をいくつか示している場
合もある。

NDI が実施した主な調査は、机上調査と、
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2009 年から 2010 年にかけて 18 ヵ月間をかけ
て現職及び元職の政党指導者、女性党員、市民
団体のメンバーを対象に掘り下げて行った、合
計 64 件の面接調査とを組み合わせたものであ
った。参加者はあらゆる地域から集められ、イ
デオロギー的傾向が異なる政党に属しているこ
とが特徴で、紛争国、発展途上国、先進国など
を含め、様々な背景をもっていた。政党改革を
目指す市民社会のイニシアチブから取りだされ
た例も数例ある。

ケーススタディ調査の意図は、各国のすべて
の政党が実行したイニシアチブを検証すること
ではなく、むしろ、女性の政治参加に対する支
援という、より大きな構図の一環としての措置
の実例の多様性を概観し、示すことであった。
地理、党のイデオロギー、政治制度の種類や採
用された戦略などの点において、多様な例を含
めるためにあらゆる努力を行ったが、女性の参
加と男女共同参画を前進させようとする政党の
努力について、政党が作成した資料に不足のあ
るものがあった。中道政党と中道左派政党の例
が中道右派政党の例を上回っている一方で、右
傾政党の間での先進的施策の例もあり、そのい
くつかをここで大きく扱っている。

構成
本ガイドブックのパートＡでは、パートＢに

含まれる（アルファベット順に記載されている）
ケーススタディに基づく主な所見をまとめて提
示する。パートＡに記載されている所見は、選
挙のサイクルという枠組みに従って提示されて
いる。政党が取り得る措置の一般的なリストを
示すのではなく、選挙サイクルの局面や時期を
使って、こういった所見と、具体的な措置とを
一緒にまとめているのである。これらそれぞれ
の局面において、状況の概観が示され、女性の
エンパワーメントを推進するために政党が採用

することのできる戦略的ないくつかのエントリ
ーポイントが提示される。選挙サイクルに基づ
く４大構成要素は、以下の通りである。

選挙サイクルに分けるというアプローチに
は、時期と関係者という２つの要素がある。第
一に、国際的な支援者と国ごとの関係者が、長
期計画を立て、民主的な統治の枠組みの中で選
挙プログラムを実施することが奨励される。第
二に、選挙管理者に加えて、可能で望ましい範
囲までの多くの関係者に対して、呼びかけを行
っている。このアプローチは、時間をかけて国
際的な支援を減らし、国としての能力と当事者
意識を高めるという観点から、選挙支援は長期
的なものであるべきであり、持続可能なやり方
で、能力開発や制度・法律面での改革などの課
題に取り組むよう努めるべきであるという考え
に基づいている。選挙サイクルを局面ごとに分
けるというアプローチは重要である。より広い
民主的統治のアジェンダの中で作業を行うこと
により、選挙という行事の周辺に努力を集中す
るよりも、ニーズをよりよく認定することや事
前計画を行うことが可能になるからである。5

この選挙サイクルのアプローチは、政党と女
性のエンパワーメントを目標とする戦略を明ら

I. 党内組織に関する戦略

II. 選挙前期間における
エントリーポイント

III. 選挙期間における
エントリーポイント

IV. 選挙後の期間における
エントリーポイント

選
挙
サ
イ
ク
ル
の
局
面
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かにする時に極めて有用である。これまでこの
分野での支援の多くは、女性候補者の能力増進、
選挙でのクオータ制をめぐるロビー活動やアド
ボカシー（提唱運動）、選挙運動の支援やメッ
セージの策定など、投票日に先立つ選挙前の局
面に集中していた。

これらの介入は重要であり、今後も続けなけ
ればならないが、選挙サイクルのアプローチを
とれば、こういった短期的介入は、プログラム
立案への、より幅広いアプローチの一部分でし
かないことが分かる。選挙後の期間（選挙サイ
クルの中で最も長い局面）と、選挙と選挙の間
に改革を実施し、能力を開発することの可能性
にもっと集中することを奨励するのである。国
が選挙のサイクルのどこにあるか、ということ
も、所与の時点で最も時宜を得て適切となる介
入の種類に重要な影響を及ぼすだろう。

時期は、不可欠な検討事項である。例えば、
選挙の候補者選定のプロセスが吟味されずに過
ぎてしまい、女性がほとんど候補者に指名され
ていない場合には、選挙の実施時期になっても
数値目標は達成されないだろう。政党も、選挙
の年になって候補者の指名手続きの改革を実行
することには気が進まないかもしれず、こうし
た改革を求める強い要求は、選挙と選挙の間に
実行する方が成功する可能性がある。戦略は、
より体系的なアプローチ・調整や段階的実行に
よって補助されなければならない。選挙前と選
挙後の期間は、選挙という行事の周辺の戦時体
制以外の改革を実施する上で重要である。介入
には、異なる局面にまたがるものもある。潜在
的な女性候補者の募集や能力開発の支援を大い
に成功させるためには、選挙サイクルのすべて
の期間が必要となるはずである。

図２：選挙のサイクル 6

選挙前の期間 選挙前の期間選挙から次の選挙までの期間
←　3 ～ 5 年間　→選挙期間 選挙期間

選挙日程

選挙 選挙

選挙前の期間

選挙期間

選挙後の期間
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政党にとっての利点
女性の参加の促進と選挙で政党が成功するこ

との間の因果関係は十分には実証されていない
が、ケーススタディでの調査結果は、女性のエ
ンパワーメントを促進するための改革を採用し
た後で、政党が支持基盤を拡大して選挙で躍進
していることを示唆している。

改革を実施する政党は、次に挙げるように数
多くの積極的な副次的効果を得る可能性がある。

■ 大衆の受け取り方が変わり、支持水準の
下がっている政党に対する関心が新た
に生まれる可能性がある。

■ 女性のエンパワーメントを先導すれば、
新たな支持基盤を生み出して、政党に新
たな加入者を引き付ける可能性がある。

■ 当選者への女性候補者の割合を増やす
と、政党への公的資金の流れを増やす可
能性がある。財政法のインセンティブが
政党への資金配分と指名を受けた女性
候補の割合を結び付けている場合には、
政党は財政的に利益を得られる可能性
がある。こうした改革によって、研修プ
ログラムやメンタリング・プログラムな
どの新たなイニシアチブを実施するこ
とに対しても、姉妹政党、政党の国際組
織あるいは国際社会からの支持を得ら
れる可能性がある。

■ 女性候補は男性よりも市民団体出身で
ある場合が多いため、市民団体とより強
い関係をもつ傾向がある。こうした絆は
女性候補にとって有益であるばかりで
なく、一般大衆や有権者との関係を確立
するという観点で、女性が出馬している
政党にも前向きに反映する場合がある。

■ 女性のエンパワーメントを促進するた
めの戦略を実施すれば、最終的にはより
民主主義的で透明性のある政党へとつ
ながる可能性がある。こうした戦略は、
他の周縁化された過少代表のグループ
の取り込みをももたらす可能性がある。

本ガイドブックは、女性のエンパワーメント
を支えるために現在実施されている幅広く多様
な種々の戦略を探ろうとしてきた。だが、改革
指向の政党が試行している画期的なやり方はも
っと数多くあることも本ガイドブックは認識し
ている。また、ある政党又は組織にとってうま
く行くことが、他にとってうまくいかない場合
があることも認識している。戦略の立案に当た
っては、政党制度の性質、用いられている選挙
制度やその他の社会文化的検討事項を含めて、
国ごとの状況を検討しなければならない。パー
トＢでは各ケーススタディについて、こうした
関係する詳細をより多く示している。

女性のエンパワーメントを先導すれば、新たな支持基盤を生み出して、
政党に新たな加入者を引き付ける可能性がある。



パートＡ：好事例の概要
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I .  党内組織 15

男女共同参画のための組織基盤の構築

重要な論点

政党がどのように運営され、機能するかは、外部からの規制と内
部の規定・手続き・慣行によって決定される。外部からの規制には、
憲法並びに選挙制度、政党の資金調達及び党組織に関係する法律が
含まれる。党内の手続き等は、政党のイデオロギー的な基盤、歴史
的影響力、規制のレベルと内部の官僚的制度、後援のレベル、党指
導者による影響力の程度、権力分散のレベルなどに左右される。党
内部の民主主義の度合いは、内部的な情報と協議のプロセス、（公
式又は非公式な）内部規定、組織構造や党内での意思決定機構、あ
らゆるレベルにおける政党の機能の透明性など実際のやり方によっ
て決定される。7　党組織という点でもう１つ追加すべき検討事項
は、特に候補者の募集という面で政党がどれほど様々な社会的グル
ープを受け入れる姿勢を示しているか、及び政党がどのようにして
女性に手を差し伸べ、内部組織に含めているかということである。

党内組織I
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政党をより強くするための女性のエンパワーメント16

女性が政党において指導的地位や意思決定を
行う地位に就いている数はごく限られており、
反対に、草の根レベルで政党を支える、又は男
性の政党指導者を支える地位や活動では多数を
占める傾向にある。政党における権力的地位は、
多くの場合、非公式で中央集権化され、新参者、
特に女性には近づきがたい、しっかりと根付い
た関係や影響力あるネットワークによって支え
られていることがある。このような、ネットワ
ークに組み込まれている制度的知識やノウハウ
にアクセスすることができず、資源は極めて限
られ、ロールモデルやメンターもほとんどなく、
時には家族やコミュニティからの支援さえも限
られている状況においては、政党への女性の参
加が男性よりずっと低いままであることも頷け
る。

政党における女性のエンパワーメントを促進
するための戦略を実施すれば、党内の民主主義
と透明性の高まりへとつながる可能性がある。
女性を取り込むための戦略を策定することによ
り、指導的地位の選挙を通じて、又は次回の選
挙のための候補者募集を通じてなど、意思決定
への党員の参加がより公式なものになり得る。

数多くの政党が、他の周縁化された過少代表の
グループの役割を高めるための活発な努力も行
っている。8

女性の参加を高めるために政党が採用してい
る戦略は、法制化された候補者クオータ制の採
用などの法律改革から、政党の機構の一部とし
て女性会を正式なものにすることや意思決定過
程における女性の存在を保証することなどの自
主的な内部改革までの幅がある。

最も有意義な戦略は、政治制度改革と、女性
の政党活動家、候補者及び選挙で選ばれた当選
者に対象を絞り込んだ支援の提供とを一体化す
るものである。ただし、戦略が有効性を持つた
めには、政治の領域全般にわたる種々様々な関
係者や政党の協力が必要である。本節では、女
性を包摂し、内部運営において男女共同参画の
問題に取り組むために政党が実施し得る戦略を
取り上げる。

政党における権力的地位は、多くの場合、非公式で中央集権化され、新参者、特に女
性には近づきがたい、しっかりと根付いた関係や影響力あるネットワークによって支え
られていることがある。
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女性のエンパワーメントを促進する
ための戦略を実施すれば、政党におけ
る党内の民主主義と透明性の高まり
につながることが多い。
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採用された戦略

以下に挙げる戦略―ケーススタディ（詳細に
ついてはパートＢを参照）やその他の調査にお
いて学んだ教訓と、好事例から抽出された―は
主に、党の内部組織において男女共同参画に取
り組むために取ることのできる措置について政
党にガイドブックを提供することを目的として
いる。これらの戦略は、措置についてのアイデ
ィアも示し、開発支援者、政党の基盤組織及び
市民団体が政党を支持するための作業を行う中
でプログラムを作る方向性にも情報を提供する。

（a）党の内部規定で男女共同参画に取り組む

政党の内部的な機能と運営は、憲法や政党法
などの法令から、また、より日常的には、党の
内部規定に則して行われる。政党の内部機能は、
社会における様々なニーズ、利益や社会的需要
が議会においてどのように代弁されるかに影響
を及ぼす。9　憲法や国の法制的枠組みと同様、
政党の公式文書と声明は、男女共同参画の枠組
みを提供する上で重要である。それは、政党の
ビジョンを示し、そのビジョンを達成するため
の原則を確立するからである。

政党の設立文書の中で男女共同参画に関する
声明を盛り込むことは、より包摂的で対応力の
ある政党へと移行するための枠組みを提供する
重要な第一歩である。いくつかの政党はビジョ
ン文書と政党の細則に平等条項を含めている。
例えばエルサルバドル共和国では、ファラブン
ド・マルティ民族解放戦線（FMLN）の綱領
と倫理規約に女性の政治的平等に関する条項が
含まれている。コスタリカ共和国の市民行動党

（PAC）は、その定款と規則で男女共同参画を取
り上げることと並行して、規則の実施状況に関
するモニタリング、報告及び助言を行う権限を
与えられた男女共同参画検察局（Prosecutor’s 

Office on Gender Equality）も設立した。10

（b）女性が意思決定機構に参加するための対策
を採用する

男女共同参画に関する公式な声明を含めるこ
とに関係しているのが、党の役員会と意思決定
機構への女性の参加を確保するための対策の採
用である。こうした機構に女性がどの程度代表
として登用されているかは、その政党が男女共
同参画にどの程度熱心に取り組んでいるかを知
る上での手掛かりとなる。世界的に見ると、女
性は通常党員の 40 ～ 50％を占めているが、政
党内での指導的地位においては、女性は過少代
表となっている。党の指導的地位における女性
の割合は約 10％と推定されるが、党内の意思
決定機構への女性の参加を保証する規定を採択
している政党では、この数字は上がる。11　役
員会への女性の参加が重要な理由はいくつかあ
るが、中でも重要なのは、党の政策、優先課題、
戦略や綱領の方向づけに女性の視点が貢献する
ことを確保することである。

政党がこうした対策を採用することは、ます
ます一般的になりつつある。その例には、以下
のようなものがある。

アフリカ民族会議（南アフリカ共和国）の
党則の規則６は、次のように述べている。

　すべての意思決定機構に女性が全面的
に代表されることを目指して、党は選挙
によって選ばれるすべての機構において
女性の割合を 50％以上とするクオータ
制を含めたアファーマティブ・アクショ
ンのプログラムを実施する。
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指導的地位に加えて、政党は女性が党内の主
要な委員会、特別委員会や作業部会に任命され
るのを保証することができる。党の女性部の責
任者が、執行委員会や、党の資産・選挙準備や
候補者の選定に関係するその他の機構のメンバ
ーになる場合もある。

党内機構への女性の参加を確保することは、
政党における男女共同参画を促進する上で中心
に位置づけられる。ただし、たとえクオータ制

■ インド：インド人民党（BJP）の全国執
行委員会は 2008 年、党の指導的地位の
33％を女性のために取り置き、全国女性
部の責任者を党の中央選挙委員会のメン
バーとするように党の定款を修正した。

■	メキシコ合衆国：民主革命党（PRD）は、
1990 年に 20％のクオータ制を最初に採
用した政党の１つで、その割合はその
後 30％に引き上げられた。国民行動党

（PAN）はこれに追随し、執行委員会と
役員会の女性代表を確保するために党
内でクオータ制を採用した。

■ モロッコ王国：人民勢力社会主義同盟
（USFP）には、各地方支部に内部クオ
ータ制があり、そのことが党のあらゆる
レベルにおける女性の包摂を育むのに
役立ってきた。

■ オーストラリア連邦の労働党とカンボ
ジア王国のサム・ランシー党は、女性が
役員会のいくつか又はすべてに参加す
ることを保証する内部的なクオータ制
を採択している。
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■ 南アフリカ共和国：アフリカ民族会議
（ANC）の党則の規則６には、「すべて
の意思決定機構に女性が全面的に代表
されることを目指して、党は選挙によっ
て選ばれるすべての機構において女性
の割合を 50％以上とするクオータ制を
含めたアファーマティブ・アクションの
プログラムを実施する」と述べられてい
る。13

■ ドイツ：キリスト教民主同盟（CDU）
は 1996 年、党役員の 33％のクオータ制
を採択した。この割合が満たされない場
合には、内部選挙を再度実施しなければ
ならない。12
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のような仕組みがなくても、女性が党の指導的
地位に就くことができる状態を確保することを
目指して、より長期的な能力増進やスキル開発
を含めた他のイニシアチブによってクオータ制
などの対策を補うことが重要である。政党は、
指導的地位に資格と意欲をもつ女性を取り込む
ためのその他のプロセスについて調査を行い、
党員、指導者層、そして党内機構に女性を支え
るスペースを開けておくことの重要性に対して
党員の意識を高めなければならない。14

（c）党大会で参加の目標を設定する

多くの政党においては、年次党大会が、政策
を定め、党の主要な決定を行う場となっている。
ほとんどすべての政党で、党大会は（党内）代
議員が政治的キャリアを成功させるのに必要な
政治的・財政的関係を築く機会となる。そのた
め、政党は出席する代議員の一定割合が女性で
あることを確保するための目標を設定する場合
がある。たとえば米国では、民主党が党の全国
指名大会に女性代議員を参加させるための規定
を採択している。女性党員による党内ロビー活
動と党指導者からの支援の結果、同党の綱領で
は、指名大会の代議員が男女同数からなること
を義務付けるようになった。

さらに、党大会で女性代議員のための別の会
合を開催することが、ネットワークを作る重要
な機会となる。オーストラリア連邦では、労働
党の女性組織が、政策を論じ、具体的な問題に
ついてロビー活動を行い、お互いにネットワー
クづくりをする機会を女性に提供するために、
毎年独自の大会を開催している。エルサルバド
ル共和国では、FMLN の女性事務局が党の女
性指導者たちの年次大会を開催して、男女共同
参画の戦略と方針を策定するために役職者と党
の執行委員会のメンバーを一堂に集めている。
こうした女性のフォーラムで採択された決議が

正式に採択されて、政策事項に関する党の方向
性を導くために利用されることが重要である。

（d）政党内に女性会や女性部を設ける

女性党員の会又は部を設けて会合を行い、女
性にとっての優先課題を議論、検討、表明し、
共通の問題に対する解決策を探すことが、党の
アジェンダに女性の関心事を組み込む上で役立
つことは、実際の経験と調査によって示されて
いる。女性会とは、党内、そして政治的プロセ
ス一般に、女性が代表を出し、参加することの
強化を目指す党内派閥である。15

女性会は通例、以下に挙げる活動の一部又
はすべてを実施する。

■ 政策立案に貢献し、政策綱領において女
性の利益を推進し、ジェンダー問題に関
して党の指導者層に助言を行う。

■ 候補者募集プロセスにおけるクオータ制
の実施を含めて、男女共同参画方針に貢
献する、又はその実施を監督する。

■党の女性党員の活動を調整する。
■ 特に、選挙中に女性有権者に働きかけ、

党の基盤を拡大し、コミュニケーション
を取ることや動員の機能を果たす。

■ 新規に当選した議員や役職者に支援と研
修を提供する。

■ 党内での権力関係の転換や、男女共同参
画について党員の意識を高め、研修を行
うことに貢献する。

■男性党員への働きかけを行う。

女性会が党の機構に正式に統合され、役割や
責任が定められ、また必要であれば運営費に適
切な資金が提供されることが重要である。強力
な女性会が、改革を定め、党の高いレベルの事
項への女性の参加を増やすよう党に圧力をかけ
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ること、党内クオータ制を制定すること、研修
プログラムを設け、女性候補者に支援を提供す
ることなどに有効な仕組みとなった例もいくつ
かある。ただし、ジェンダーの問題が女性会の

「専管事項」とならないこと、又は女性会が党
内で脇に追いやられないことを確保するために
注意を払う必要がある。このような事態を避け
るための１つの方法は、女性会の書記又は議長
が党の役員会に必ず席と議決権を持つようにす
ることであろう。

その例には、以下のようなものがある。

（e）政策の立案において男女共同参画の視点を
確保する

上に述べたように、女性会の機能の１つは、
党内での政策の立案に働きかけることである。
政党は、その政策と優先課題がジェンダーに固
有の政策改革という点からのみ女性と男性双方
のニーズに対応することを保証するのではな
く、ジェンダーが主流化されて党の政策のすべ
てに組み入れられることをも保証しなければな
らない。このことは、ジェンダーの主流化に取
り組み、すべての政策がこれを守っているかど
うかを承認する政策委員会を通じて、又は党員
に対する能力増進の提供を通じて達成すること
ができる。このことについては、「選挙後の期
間のガバナンス」に関する節でさらに論じる。

■ セルビア共和国：G17 プラスの女性会
は、細則において党の正式な機構として
認められている。選挙への女性の出馬を
推進するための対策を主張し、女性候補
者に候補者名簿の高い位置を与えるこ
とを保証するよう党指導者に働きかけ
てきた。女性会は、これ以外にも、女性
候補と女性活動家のための研修とワー
クショップの財源を積極的に求め、地方
レベルにおける政策に影響を及ぼすた
めに女性の活躍を促進することに努め
ている。

■ モロッコ王国：主要政党のほとんどが、
女性の問題と女性党員のニーズに取り
組む女性部、又はこれと同等の党内機構
を設立している。進歩社会主義党（PPS）
が、党の意思決定過程に女性の代表を確
保するために共同参画評議会を設けた
ことがその例である。

■ メキシコ合衆国：国民行動党（PAN）
は女性会を、社交の組織から、女性の
指導的地位を振興するための有効な拠
点へと変貌させた。選挙期間中に PAN
の女性政治推進全国事務局（National 
Secretariat for the Political Promotion 
of Women）が、地方や全国の政党指導
者に対して、より多くの女性を選挙候補
者に含めるよう働きかけたことがその
例である。同党は、政策文書の案につい
て最終決定を行う前にジェンダーの視
点から文書の再検討を行えるように、女
性会に文書案を送付することも保証し
ている。

■ カンボジア王国：サム・ランシー党
（SRP）の女性会は、党内での女性の活
躍促進に努め、役員会への党内クオータ
制の導入のためにロビー活動を行い、女
性候補者に研修を行い、市民教育や有権
者に対する働きかけを実施してきた。

■	オーストラリア連邦：労働党の規定は、
労働党女性組織の連邦支部及び各州の
支部について、役割、構成及び権限を定
めている。16
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候補者の募集と指名

重要な論点

候補者の募集と指名は、女性の政治参加を促進しようとする
なら、おそらく政党にとって取り組むべき最も重要な事項とな
るだろう。政党は、公選職への候補者の指名に対して確固たる
統制力をもっていることから、共同参画と包摂的な参加を実現
するために不可欠な組織である。候補者指名方法、選ばれる女
性の人数、候補者名簿における女性の順位、公選職に当選する
女性の割合などは、政党ごとに大いに異なる。加入者層の広さ
や分権の度合も、政党ごとにまちまちである。

選挙候補者の選定は、段階に分けて見るとわかりやすい。一
般的に、どの国においても「適格者」（議員になる法的、形式的
な要件を満たす市民）は充分にあるものであるが、候補者にな
り得る者（＝志願者）として自分を押し出すことを考えるのは、
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その中の小さな集団だけであろう。選挙に出馬
するかどうか、という潜在的志願者の考えに影
響を及ぼす要因は、必要な時間、財務支出、勝算、
個人的野心、家族やコミュニティの支援と取組、
政治的ネットワークや金銭的ネットワークへの
アクセス可能状況、報酬、社会的地位や政治的
権力の見積もりを含めて数多くある。17　男女
の差が広がり、女性が減るのは、適格者から志
願者へ、そして党による最終的な指名へと移行
する段階においてである。

党の判定者が「志願者」を指名する段階が、
女性を政治職に就かせる上で最も重要である。
党は、候補者指名に関する決定に影響を及ぼす
内外からのプレッシャーに直面する。党にのし
かかる外的プレッシャーには有権者の受け取り
方と評価が含まれるため、政党は自党への投票
数を最大化すると思われる候補者を出す可能性
がある。18　潜在的な重荷であると「受け取ら
れる」候補者（女性であることが多い。）は、
党には指名されにくいだろう。党内を見ると、
志願者の実績、党内での積極的行動と資金への

アクセス可能状況が重要である。現職者や名前
が認知されている者、職業又は家族関係を通じ
てコミュニティ内で目立っている者も、党の支
持を得るチャンスがより大きい。19

候補者の選定は党によって異なり、例えば選
定過程における分権の度合いなどを含めた数々
の特徴によって分類することができる。党の規
定や規範が、実際の指名プロセスを実施する方
法に影響を与える。女性にとっては、女性の代
表を出すことを保証する規定が組み込まれてい
る官僚機構型の制度の方が大いに有利である。
規定が成文化されていない場合には、権力中枢
に入り込むための戦略を考案し、実施すること
がずっと難しくなり、さらに、規定が実施され
ない場合についての説明責任も存在しない。党
内組織が弱体である、党内の民主主義が欠如し
ている、又は募集のルールが不明確であるなど
の場合、意思決定は限られた人数のエリートメ
ンバー、通常は男性によって行われる傾向があ
る。女性はほとんど蚊帳の外に置かれ、「男子
のみ」のネットワークから排除される。資金支

図３：候補者募集の諸段階

世界の議員数
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男性志願者より女
性志願者の方が少
ない

指名候補

政党によって指
名される女性は
さらに少ない
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援制度はかなり閉鎖的で、女性の出馬を促進し
ようとする見込みは低い。20　理想を言えば、
指名プロセスは正式な形式と透明性の両方を持
つべきで、そうすれば代表を出す上で公正さを
高めることが可能になる。

女性は、選挙プロセスにおいて直面する障害
と党の指名を勝ち取るという課題が大きいた
め、政党によって特別措置が提案され、多くの
場合において実施されている。こうした措置に
は、党に女性を引き付けるための誘因（選挙運
動資金の提供など）の開発、女性候補者への研
修やスキル開発の提供から、候補者のうち一定
数を女性にするという目標を党内で設定するこ
とまで幅がある。この種の措置は法律に規定さ
れていることもあるが、政党が自主的にこうし
た措置を採用することが多い。

女性候補者のクオータ制

本ガイドブックで探る種々の戦略の中で、検
討の対象としたすべての事例において、政党に

よって自主的に採用されたものであれ、選挙法
によって義務付けられたものであれ、何らかの
形で選挙におけるクオータ制が用いられてい
た。この調査は、女性を支援するために世界の
政党が用いてきた多様なアプローチを捉えるた
めに、選挙におけるクオータ制以外の特別な措
置の例を示すことを目指したものであるため、
クオータ制がこのように一般的に見られること
は意図されたものではなかった。しかし、最も
目立って広範に用いられているのが、単体又は
他の取組と併せて用いられているクオータ制で
あることは一目瞭然である。ケーススタディの
中でこのようにクオータ制が頻出することは、
政党、そしてもっと広くは政治分野全体に、よ
り多くの女性を引き入れるための最も決定的で
効率的、かつ好まれる手段が依然としてクオー
タ制であるという、既存の調査の裏付けとなっ
ている。

選挙における候補者クオータ制は、意思決定
機構への女性のアクセスを高めるための重要な
政策手段になっている。適切に実施すれば、ク
オータ制は政党指導者や候補者指名委員会の誠
意に任せる場合よりも意思決定を行う地位への
女性の参入を確かなものにする。クオータ制の
導入は、国際機関からの指導や勧告に大いに影
響される。北京行動綱領（BPFA）に定められ
ているように、クオータ制は、（党内）代議員、
候補者あるいは当選者として、代表機関におい
て、「女性」といった一定の有権者のグループ
のメンバーが、少なくとも規定された割合は含
まれることを保証する手段である。
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党内組織が弱体である、党内の民主主義が欠如している、
　　　又は募集のルールが不明確であるなどの場合、意思決定は限られた人数の

エリートメンバー、通常は男性によって行われる傾向がある。
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クオータ法はジェンダー中立的なやり方で定
められることが多く、過少代表である性につい
て義務付けられる最低割合を示す、又は双方の
性について義務付けられる最低割合を示すのが
通例であると留意することが重要である。ただ
し、女性はほぼ例外なしに過少代表となってい
る性であるため、選挙におけるクオータ制は女
性クオータ制と呼ばれることが多いのである。
このことは、選挙におけるクオータ制が女性だ
けに有利である、又は女性に不当な優位を与え
るためのものではなく、むしろ、代表権の不均
衡を是正するための対策として意図されている
のだと解釈すべきである。

クォータ制の種類

選挙クオータ制には、それが募集プロセスの
どこで行われるのか、候補者クオータ制なのか
議席枠なのかによって、主に２種類がある。

候補者のクォータ制には、以下の２種類が
ある。

■ 自主的：候補者指名規定及び／又は党の
定款に反映させるべきであるとして、政
党によって自主的に採用されているもの。

■ 法定：憲法、選挙法又は政党法において、
選挙候補者に占める女性の割合の最低目
標を定めているもの。

候補者クオータ制は、選挙に出馬する候補者
の一定割合が女性であることを保証し、候補者
の供給に影響を及ぼそうとするものである。こ
ういったクオータ制は、法制化して、女性にし
なければならない候補者の最低割合を定めるこ
ともできるし、政党が選挙に出馬させる女性候
補者について任意に明確な目標を定める自主制
とすることもできる。21

議席枠では、立法機関又は議会での議席の一
定割合が女性に与えられなければいけないこと
を定める。

候補者クォータ制

現在、女性の候補者クオータ制を法制化して
いる国はおよそ 50 ヵ国あり、そのうちの数ヵ
国は、1990 年代初期から候補者クオータ制を
実施している。クオータ制が法制化される場
合、政党は大抵、法律の遵守を確保するために
自党の指名手続きを更新しなければならなかっ
た。法制化されたクオータ制に加えて、30 ヵ
国以上の国々の数百の政党が女性のためのクオ
ータ制について独自の方針を自主的に採択して
いる。こうした例においては、政党は独自に選
挙候補者に占める女性の割合や目標を定めてい
る。22

女性が党の候補者名簿の一定割合となること
を確保するために自主的にクオータ制を採用し
ている政党の具体例をいくつか挙げる。
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執行力

クオータ制を有効なものにするために必要な
主な基準は、配置と執行力である。まず、女性
がクオータ制から利益を得るのは、候補者名簿
で勝ち目のある位置に置かれ、選ばれるチャン
スのほとんどない底辺に埋もれない場合のみで
ある。第二に、法制化された候補者クオータ制
は、守られなかった時の制裁が伴っている場合

に、より大きな効果を発揮する。政党が自主的
に定めたものであれ、法律で採択されたもので
あれ、強制力のないクオータ制では、法律にそ
の目標の達成方法が定められていないためか、
執行メカニズムが存在しないために政党がそれ
を無視するためかのいずれかが理由となって、
執行困難な目標が設定される場合がある。これ
に対して強制的クオータ制は、一般的には、配
置を義務付けることを通じて、目標を設定する
だけでなく、その実施方法をも定める。法律又
は党の規則によって、党の候補者名簿の「勝ち
目のある」順位、例えば名簿の２位ごとか３位
ごとに女性が配置され、それが遵守されるまで
選挙管理当局又は党の指名委員会が党の選挙候
補者名簿を受理しないようにする対策を導入す
ることが可能である。24

採用された戦略

以下に挙げる戦略―ケーススタディ及びその
他の調査から引き出された―は、候補者募集プ
ロセスにおいて男女共同参画に取り組むために
取り得る措置について政党に手引を提供するも
のである。これらの戦略はそれ以外に、開発支
援者、党の基盤組織や市民団体が政党との協力
や政党への支援において取り得る措置について
のアイディアをも提供する。

（a）候補者クオータ制に対する政党の支援を活
性化し、党の定款の中に成文化する

党の党則や定款には、政党の公的な原則と方
針が反映される。党のビジョンを明確に示し、
クオータ制など、そのビジョンを達成するのに
必要な政策を実施するためには、党則と内規に
おいて男女共同参画の原則を規定することが重
要である。エルサルバドル共和国、インド、モ
ロッコ王国のいくつかの政党は男女共同参画を
支え、女性の政治参加を促進する声明と条項を

■ オーストラリア連邦、カナダ、及び英国：
諸政党は選挙で選ばれる女性の割合を高
めるための対策として、勝ち目のある選
挙区、又は「安全」議席に女性を出馬さ
せてきた。

■ スペイン：社会党は、選挙の候補者名簿
に掲載される全候補者の 40％が女性でな
ければならないとする方針を採択した。

■ 南アフリカ共和国：ANC が採用した
2003 年の全国選挙候補者名簿作成プロ
セスでは、党の候補者名簿に女性が占め
る割合を３分の１と定めた。この割合
は、2009 年の選挙に間に合うように 50
％に引き上げられた。

■ モロッコ王国：人民勢力社会主義同盟
（USFP）は選挙候補者名簿における女
性代表者の割合を 20％とするクオータ
制を採用した。

■ ルクセンブルク：キリスト教社会党（CSV）
は、党の候補者名簿における女性候補者
割合を 33％とすることを目指している。23

■ ブルキナファソ：民主主義進歩会議
（CDP）は 2007 年の議会選挙で、党の
候補者名簿において女性を 25％とする
党内クオータ制を採用した。
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ビジョン文書と党の内規に定めている。

（b）党の指名委員会における候補者の募集につ
いてガイドラインを設ける

候補者募集のルールは、党ごとに異なる。た
だしプロセスにかかわらず、明確かつ透明で女
性の参加を保証する規定を組み込んだガイドラ
インは、大きな強みである。ルールが成文化さ
れておらず、候補者の選定が少数の党指導者の
手に委ねられている場合には、一般的には「男
子のみ」のネットワークから排除されている女
性が男性と平等な立場で競争することは極めて
難しい。より一般参加型になるようにこのプロ
セスを公開すれば、一部の政党において指導者
が曖昧な基準に従って自分の都合の良いように
候補者を選ぶ傾向に対抗し得る。ルールでは、
達成すべき明確な目標を定めるべきである。

例えばカナダの自由党では、候補者募集にお
ける多様性と、女性候補者を含めることに関す
る規定の遵守を確保するために、候補者募集委員
会が設けられた。クロアチア共和国では、社会民
主党が中央の議会と地方議会のためのすべての
候補者名簿について、「過少代表の性」について
40％の自主クオータ制を採用した。「過少代表の
性」という言い方は、クオータ制度が女性の選出
のみを指していて差別的であると憂慮するかも
しれない人々からの反対を阻むためであった。

（c）履行と、勝ち目のある順位への配置を確保する

最も有効な候補者クオータ制とは、勝ち目の
ある順位又は選挙区に女性を配置することを定
め、その履行を確保するための執行の仕組みに
ついても定めるものである。いくつかの政党
は、女性としなければならない候補者の割合を
定めるだけでなく、女性が党の候補者名簿で占
めるべき位置をも定めている。スウェーデン王

国の社会民主党が、数年前から候補者名簿全体
を通じて男性と女性が交互に列挙される「シ
マウマ型」又は「ジッパー型」名簿を作成して
いるのがその例である。インドネシア共和国の
闘争民主党（PDIP）は 2009 年の議会選挙で女
性の当選を確保するために、いくつかの選挙区
で女性を候補者名簿の最上位に置こうとした。
コスタリカ共和国では、キリスト教社会統一党

（PUSC）が選挙候補者名簿で男性と女性を交
互にしている。25

党のクオータ制を実行する最も効果的な手段
は、党の執行委員会と候補者選定委員会に対し
て、クオータ制の規定を守っていない党の名簿
や党内の候補者募集プロセスを却下する権限を
与えることである。例えばエルサルバドル共和
国の FMLN 党では、女性局によって全体の 35
％は女性とするクオータ制の実行が確保されて
いる。カナダでは、自由党の党中央委員会は指
名者の３分の１が女性でなければ候補者の指名
を承認せず、独自で選んだ候補者を名簿に載せ
て指名を覆すことさえも行う。オーストラリア
連邦の労働党におけるクオータ制は、州と連邦
の議会において「勝ち目のある議席」の候補者
の 40％を女性とすることを義務付けている。
候補者名簿に十分に女性が含まれていない場
合、州と連邦の管理委員会は、新たな予備選挙
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又は選定を求めることができるのである。

法制化されたクオータ制が適用される場合の
さらなる対策としては、選挙管理機関（選挙委
員会）がクオータ制の実施を監督し、施行中の
法律の遵守を確保する権限と手段を必ず持つよ
うにすることがある。中南米及びその他の地域
の数ヵ国においては、選挙管理機関は、政党の
提出する候補者名簿が法律の義務付けに従うま
では、その登録を拒否することになっている。

（d）市民団体と協力して法令順守を監視する

選挙管理機関と党内委員会以外に、数カ国で
は市民団体が政党によるクオータ制の遵守を監
視することによって重要な役割を果たしてきた。
市民団体は党の約束を実行するよう政党に圧力
をかけ、党指導者に説明責任を負わせる上で役
立ってきた。アルメニア共和国で、複数の政党
が参加している市民団体である女性リーダーシ
ップ・フォーラムが、党指導者層との非公開の
会合や交渉を記者会見などの公開イベントと結
び付けて、クオータ制の約束を守るよう政党に
圧力をかける戦略を展開しているのがその例で
ある。メキシコ合衆国では、PAN 党の女性党員
が他の政党や市民団体との戦略的同盟を利用し
て、男女別クオータ制の実施を強く要求している。

（e）男性との戦略的同盟を培う

多くの政党では、候補者クオータ制や議席枠
などの政策を主張する男性が、こうした政策に
対する党内の支持を形成する上で極めて重要な
役割を果たしてきた。女性の参加が女性党員に
とってだけでなく党全体にとっての利益となる
ことを党指導者層に理解させようとするのであ
れば、男性を改革擁護に巻き込まなければなら
ない。オーストラリア連邦の労働党、カナダの
自由党、スペインの社会党では、女性が、クオ

ータ制改革を擁護してきた男性の党指導者と協
力してきた。メキシコ合衆国では、PAN の女
性党員がクオータ制改革を支持するよう男性党
員に対する教育と働きかけも行って、一般党員
の支持を得た。この支持は、議会に改革法を通
すために不可欠であった。党内で政治に参加し
ている男女の党員と協力するとともに、外部か
ら市民団体の支援を得るという二方面からのア
プローチは、偉大な成果を生み出し得る。

（f）女性候補者の層を厚くし、スキル研修を提
供する

一部の政党指導者は、選挙に出馬するのに必
要な自信と経験があり、意欲をもった熟練の女
性候補者が不足していると主張しているが、そ
れは逆に、その党がクオータ制における目標に
達していないことを意味している。これは、政
党が積極的に女性党員を募集しない限り、女性
が移行プロセスの場から外される傾向にある紛
争後の国々において特に顕著である。候補者ク
オータ制の実施に加えて、女性の政治参加を支
える他のメカニズムを奨励することが重要であ
る。クオータ制が実施されていない国々におい
ては、こうした対策がもっと大きな意義をもつ。

女性候補者の層を厚くし、その政治的能力を
形成するための戦略には、カンボジア王国にお
ける働きかけ活動のための研修と支援、女性の
市民団体と党の活動家の連携がクオータ制振興
キャンペーン中に国際機関から支援を受けたモ
ロッコ王国でのアドボカシー戦略への技術的助
言と指導などがある。カナダでは自由党が、女
性の党への勧誘に役立てるための女性候補者募
集ディレクター（Women’ s Candidate Search 
Director）を任命した。インドネシア共和国で
は、PDIP の女性エンパワーメント部が同党の
研修局と協力して、女性候補者の政治的スキル
を高めるための研修プログラムを立案し、実施
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した。ブラジルの共和党（PR）は女性の入党
を促し、地方の候補者になり得る女性指導者を
発掘することを目的に、一部の州でジェンダー
に対する意識向上のための自動車パレードを開
催した。党の基本政策、目標、達成事項に関心
を持つ女性のために、講習会が開かれた。26

政党が、選挙に出馬したことのある女性候補
者のネットワークやコミュニティに対して、そ
の当落にかかわらず支援を行うことも有用とな
り得る。党は彼女らの支持を得て有権者とのつ
ながりを育み、将来の女性候補を奨励すること
ができる。ガーナ共和国では、政党のグループ
が、選挙に出馬したが落選した女性のデータベ
ースを整備し、彼女らを党の活動と地位に留め、
今後の出馬への関心を大事に育てることを目指
している。27

（g）多角的な関係と経験の共有を奨励する

多くの移行期の国では、政党が国際的な利害
関係者との戦略的関係に価値を置いている。一
部の党は西欧や北米の政党の経験に目を向け、

国際的な政党の系列（政党の国際的グループ）
に連なることを目指している。例えば一部の政
党にとっては、クオータ制を採用しているとい
うことが、その党がより開放的で包摂的な方向
に移行しているというメッセージを送るという
こととなる。例えば、社会主義インターナショ
ナルへの加盟を求める政党であれば、女性の政
治的エンパワーメントを推進するための対策を
採用することを奨励される。

政党と選挙運動の資金調達

重要な論点

列国議会同盟（IPU）が 300 名の議員を対象
に実施したアンケート調査研究で、女性が政治
に参入することを抑制している最も大きな要因
の１つが、選挙戦に出馬するための財源の不足
であることが判明した。29　女性は費用のかか
る選挙運動を行うのに必要な資金集めが困難な
だけでなく、政党から財政援助をごくわずかし
か、あるいはまったく受けないことが多い。金
銭が女性候補者に直接的な影響を及ぼす段階が
特に２つある。（1）指名を勝ち取り、党の候補
者として採用される段階と、（2）選挙運動の資
金を調達する段階の２つである。

資金調達という課題は男性にも当てはまるが、
女性はいくつかの理由により、より大きな財政上
の課題に直面することが多い。世界中で、女性
の経済的地位は一般に男性よりも低い。人が社会
の一員となる過程でジェンダーが果たす役割によ
り、男性は伝統的に「パンを得る者」と位置付け
られてきており、そのために男性は、自身で使う
ための資金を集めることに、より慣れている。女
性が伝統的に私的な領域に追いやられてきた地域
では、女性は自分自身のために資金を集めること
に慣れていないのが通例である。資金を集めた場
合でも、多くの女性は家族の目先のニーズにその

社会主義インターナショナルの 2010 年
の女性政策

　SiW（社会主義女性インターナショナル）は「加
盟政党が…政治に女性の見解を平等に含め、よ
って、社会的に正しく、持続可能でバランスの
とれた開発を実現することを目指して、選挙に
よって選ばれるすべての地位及び党内の指導者
層内について女性、男性とも最低30％とするク
オータ制からスタートし、それだけでなくさら
には、可能な限り速やかに 50 ／ 50 の代表を
達成するために時間的な拘束力のある目標を設
定することにより、すべての意思決定機構にお
ける女性と男性の均衡（50／50）に徐々に到達
するための対策を推進すること」を奨励する。28
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資金を支出することを優先する。

男性は、財源や専門知識を提供できるビジネ
スネットワークや専門的ネットワークと結び付
く傾向にあるために、党の構造の外部でもより
効果的に選挙戦を行える場合がある。ネットワ
ーク論議が党内における「男子だけのネットワ
ーク」についても言えるのは、現在でも政党の
指導者層のほとんどが男性優位であり、女性は
権力中枢から排除されていることが多いためで
ある。30　こうしたネットワークにおける女性
の不在は、女性が効果的な選挙運動を行うのに
十分な資金を集める能力を妨げ、堅固な男性現
職を相手に出馬する時には、それが特に著しい。
その例外となるのは、しばしば有名政治家の配
偶者、娘や姉妹であるが、それは、彼女たちが、
その関係のおかげで家族の資産やコネクション
を利用できるためである。31

多くの開発途上の民主主義国では、多額では
ない立候補の供託金を支払う資金さえ不足して
いるために、女性が選挙プロセスから締め出さ
れる場合がある。資金不足を最も苦しく感じる
のが新興政党や議会に議員を送り出していない
政党であるのは、こういった政党は一般的に公
的資金を受け取る資格を持たないためである。
このような場合、女性候補者は交通費や選挙資
材の費用も自ら賄わなければならず、有権者の
ところに出向くための交通費が極めて高い農村
部では、このことが特に問題になり得る。32

必要な財源は、選挙サイクルが進んでいく過
程によって変動する。初期に女性が直面する最
大の課題の１つは、党の指名を得るための初期
資金の調達である。初期資金とは、露出を得る、
名前の認知度を高める、移動する、キャンペー
ンチームを組織する、そして最終的には党の指
名を勝ち取るなど、立候補のためのキャンペー
ンを開始するのに必要となる当初資金である。
選挙運動の初期資金の多くは、候補者自身から
出すことが多く、この自己資金調達が、特に女
性にとっては大きな障害となることが多い。指
名を勝ち取った後では、党の支援が増え、認知
度の高まりが追加的な財源を引き寄せる場合が
ある。33

採用された戦略

以下に挙げる戦略は、主として、選挙資金の
調達に際して女性が直面する課題に特に対処す
るために取り得る措置に関して政党の手引きと
なるためのものである。さらに、こうした戦略
は開発支援者、党の基盤組織及び市民団体が政
党との協力及び政党への支援を行うために取る
措置についてのアイディアをも提供する。

（a）資金調達ネットワークを設立する

女性の資金調達のためのネットワークや組織
は、女性候補者への資金の流れに莫大な影響を
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政治において金銭が選挙プロセスの中で
女性候補者に直接的な影響を及ぼす２つ
の経路：

（1）指名を勝ち取り、党の候補者として採
用されるための資金集めにおいて

（2）選挙運動を賄うに十分な資金集めにお
いて
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及ぼす。オーストラリア連邦、カナダ、カンボ
ジア王国、英国及び米国での調査は、女性のた
めの資金の調達と流通において、資金調達グル
ープが極めて大きな影響力を及ぼしてきたこと
を明らかにしている。これら資金調達ネットワ
ークは、党の指名を求める初期段階において、
女性に重要な元手資金を提供することができる。
さらに、公的資金の提供が行われず、候補者が
選挙に出馬するために私的な資金を調達しなけ
ればならない場合には不可欠な資金源となる。

女性が党の指名を勝ち取るためには、選挙
運動のプロセスの初期に資金が必要であると
いう理解が着想となって、米国でエミリーズ・
リスト（EMILY’s List）が設立された。Early 
Money is Like Yeast（EMILY’s）List とは、米
国政治における進歩的な民主党の女性がもっと
財源を得られるようにする資金調達ネットワー
クである。男性と競争する候補者として選挙運
動を行っていることを真面目に認識されるのに
必要な元手資金を女性が得ていなかったことを
理由に、EMILY’s List が初期資金を女性に提
供してきたのは、「初期資金（Early Money）
はイースト菌（Yeast）がパンを膨らませるよ
うに選挙運動資金を膨らませる」からである。
このネットワークは共和党のウィッシュ・リス
ト（Wish List）を含めて、他の諸外国での類似
のイニシアチブにも着想を与えてきた。これら
ネットワークは個人からの寄付金を一つにまと
めて、推奨する候補者に資金を配分している。

（b）女性候補者を支援するための党内基金を設ける

一部の政党は、女性候補者に選挙運動費用を
援助することを目標とする基金を設けている。
カナダでは自由党がジュディ・ラマーシュ基金

（Judy LaMarsh Fund）を設けた。これは女性
候補者が議会に選出されるのを支援するため
に、資金を調達し、支出するための党のメカニ

ズムである。自由党が基金の支出方法と資金の
受け取りについて、どの女性候補者が優先され
るかを直接に統制している。この基金は、カナ
ダの政党財務に対する規制の枠内で運営しなけ
ればならず、主に資金集めのイベント、ダイレ
クトメールやインターネットを通じて資金を調
達している。この基金は、党員集会で選ばれる
女性の人数を増やすことに大いに貢献してきた。

女性候補への補助金には、以下が含まれ得る。
■保育費の払戻し
■選挙運動のための交通費
■被服手当の配分
■印刷資料などの選挙運動費用の提供

（c）女性候補者に補助金を提供する

積極的な選挙運動では、ほとんどの人、特に
家族を持つ女性には出す余裕のない一定水準の
財源、時間、フレキシビリティが要求される。
多くの家庭では、女性が育児の主たる責任を引
き受けており、この責任は長時間にわたる選挙
運動と両立することが極めて困難な場合が多
い。カナダでは、自由党が、選挙運動関連の支
出のために女性候補者に補助金を提供すること
によって、こうした課題に対処しようとしてき
た。全国レベルでは、財政援助プログラムによ
り、女性やマイノリティの候補者は指名を求め
るに際して発生した保育費について最高で 500
カナダドル、地理的な長距離の乗車の旅費につ
いて 500 カナダドルの払戻しを受けることがで
きる。34　現職が退任する選挙区で指名を求め
るに際して掛かった費用については、さらに
500 カナダドルが提供される。カンボジア王国
では、サム・ランシー党が選挙運動中に着用す
るにふさわしい衣服や遊説のための自転車を含
めて、いくつかの基本的品目を女性候補者に提
供している。政党にとってのもう１つの追加的
選択肢は、一部の女性にとっては運動を思いと
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どまらせるほど高い場合のある党員費や候補者
指名料金を援助することである。

（d）指名と選挙運動の出費を制限する

女性が選挙運動に必要な資金を調達すること
ができる場合でさえ、彼女たちは当選し、男性
と直接的に競争するのに十分なレベルの資金を
調達することはできないかもしれない。数ヵ国
においては、党の指名を勝ち取ることがますま
す費用のかかる課題になっており、１度の選挙
サイクルにおいて高額の選挙運動を２度（党の
指名を勝ち取るためと、選挙運動を賄うこと）
行う必要があるため、資金調達は気折れのする
仕事になってしまう。最も多くの資金を調達す
る候補者が、党の指名を勝ち取る例があまりに
も多い。これは、代表に出ることに対する金銭
の影響が莫大である米国や、その他、候補者中
心の選挙制度であるナイジェリア連邦共和国な
どの国で、特に問題となっている。この状態に
より、過少代表であるグループは政治に参加す
る上で、特に不利な立場に置かれている。指名
争いに支出される資金に上限を設定し、選挙運
動期間を制限することが、少数派のグループに、
より公平な競争条件を提供するための救済策と
して提案されている。35

（e）政党に対する公的資金の提供

公的資金の提供は、選挙期間中に競争条件を
公平にするために用いられる仕組みの１つであ
り、議会に代表を出している政党に対して行わ
れるのが通例である。公的資金は受益者には何
ら義務を負わせずに提供されるのが通例である
が、女性の政治的エンパワーメントに取り組む
ことを党に奨励するような方法で規制すること
が可能である。

その他にもいくつかの提案が、アイルランド
とガーナ共和国でなされてきた。アイルランド
では、2011 年の政治資金調達に関する総選挙枠
組法の修正法案（General Scheme of the Electoral 

（Amendment）（Political Funding）Bill）で、政党
を代表する総選挙候補者の 30％が女性にならな
い限り政党への資金提供を半減することを提案し
た。38　ガーナ共和国では複数の政党が集まって
作ったグループが、議会選挙と大統領選挙におい
て女性志願者を支えるために、女性基金を創設す
ることに関心を示した。2011 年に行われた超党
派の成果である、ある声明において、複数の政党
は、政党に提供される公的資金の 10％を女性志
願者に直接割り当て、女性出馬者にとっての料金
は大幅に減額することを提案した。39

■ フランス共和国：1999 年に行われた憲
法修正は、均衡の原則を正式に定め、中
でも、選挙への指名を得る候補者の 50
％は女性でなければならないとした。下
院への候補者の選出について、政党は両
性が 50％ずつの候補者を提示しない場
合に財政的制裁を受ける。政党は、両性
の候補者数の差が候補者名簿に記載さ
れている候補者の合計人数の２％を超
えた場合には、提供される公的資金の一
部を失う。37

■ ブルキナファソ：2009 年のある法律で
は候補者クオータ制を定め、女性候補を
選定した政党に対する実質的な金銭的報
奨を規定した。選ばれた候補者の 30％
が女性であれば、その政党に 50％増額
した公的資金が提供されるのである。36

■ メキシコ合衆国：選挙法の第 78 条には、
政党に提供される公的資金の２％が、候
補者及び政治家としての女性の能力開
発に明確に使われることを義務付ける

「２％法」が規定されている。
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公的資金の提供と女性候補者：

■ フランス共和国：党の候補者の 50％が女
性でない場合には、公的資金が減額される。

■ ブルキナファソ：当選した候補者の 30％
が女性である場合には、党の公的資金が
増額される。

■ メキシコ合衆国：公的資金の２％は、女
性のエンパワーメントに使わなければな
らない。

間接的に公的資金を提供するもう１つの方法
は、国営及び民営のメディアへのアクセスを利
用することである。これは候補者と有権者の間
につながりを深めるものであり、政党の選挙運
動の重要な構成要素である。無料でメディアに
登場できる時間は、いわば現物補助であり、東
ティモール民主共和国では、選挙への女性の参
加を促進する１つの方法として使われた。女性
を党の候補者名簿の高い位置に置いた政党は、
メディアに登場する時間を余分に与えられたの
である。

（f）女性に対する研修に専用の資金を割り当てる

女性が政党で首尾よく昇進するためには、政
治経験における歴史的な格差を埋めなければな
らない。政党が女性を指名しない又は昇進させ
ないことを正当化するために一般的に用いる説
明は、政治で成功するのに必要なスキルを持っ
ている女性があまりにも少ない、というもので
ある。

政党は、女性に研修を施すことを目的とする
プログラムを設けて資源を配分することによっ
て、この格差を克服することができる。これは
以下に示すように、中南米ではかなり一般的に
実践されていることである。

■ エルサルバドル共和国では、様々な政党
の女性活動家が集まって、女性に研修を
行う超党派機関を結成した。研修は、党
のより広い課題である場合が多いこと
から、十分な研修を積んでいる女性はそ
のスキルを活用して、他の党員のために
自らの研修を再現し、党にとっての彼女
らの価値を高めることができる。

■ メキシコ合衆国の PAN は、女性候補者
向けのセミナー、ワークショップ、フォ
ーラムや講座を通じて、女性と男性の政
治能力を同じレベルにしようとしてい
る。研修ではニーズに応じて様々な主題
を取り上げているが、動機付け、姿勢、
チームワーク、女性にとっての関心事が
含まれている。女性の参加を高めるため
の努力として、選挙運動や選挙運動コー
ディネーターになることに関心を持つ
女性向けに講座が提供されてきた。40

（g）ジェンダーの問題への対応力を持つ予算編
成のやり方を適用する

政党は、女性に関係して資金がどのように支
出されているかを熟考することもできる。その
手段となるのは、党の全支出がどのように男性
と女性の党の活動家に恩恵をもたらしている
か、女性に特定した党組織にどのように資源が
割り当てられているかを分析することである。
選挙運動費用をジェンダーの視点から分析する
ことも、価値ある実践になるだろう。政党は、
セルビア共和国におけるように、政府において
ジェンダーの問題に機敏に対応する予算編成の
やり方を始めることができる。同国では、女性
が公的資金から恩恵を受けることを確保するこ
とを担当している地方レベルの男女共同参画委
員会に政党が参加しているのである。
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33政党をより強くするための女性のエンパワーメント

選挙運動と選挙の準備

重要な論点

政党と候補者は、選挙における主要な関係者である。彼らは
公職を争い、選挙運動を実施し、有権者に投票を訴える。選挙
の法的枠組みと管理は政治的・文化的環境と相俟って、選挙の
結果に顕著な影響を及ぼす。41　選挙期間中、政党の活動は、
選挙運動の実行、候補者への支援、有権者への働きかけに向け
られる。政党はこれ以外にも、開票や集計のプロセスを含めた
選挙の実施管理への参加や監督を行う場合がある。

選挙運動は、政党が選挙で勝つチャンスの中心をなすもので
ある。選挙運動のルールは、選挙運動戦略が政党ごとに異なる
のと同じように、国ごとに異なる。立法の枠組み、社会規範や
文化、経済状況、開発の水準や政治制度の種類などに影響を受
けるのである。全国的な選挙運動は極めて高い費用が掛かる場
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合があり、いくつかの国では、集めた資金の額
が選挙運動の成否に直接の影響を与える。しか
し、女性候補者が男性候補者と同じ水準の資金
を集めること、ひいてはメディアへのアクセス
を得るために苦労することがあまりにも多い。
女性候補者は選挙運動で目立たないことが多い
一方で、党の指導者や現職（通常は男性）が党
の宣伝、メディアでの露出時間、選挙ポスター
を支配するのである。

IPU が 300 名の議員を対象に実施した調査
で、回答者の半数が、選挙運動、有権者への接
触活動や働きかけの手法に関係する能力増進
が、選挙候補者を支援するために最も重要で
あると答えた。42　一部の回答者は特に、他国
の「姉妹政党」によって実施された研修の有用
さに着目していた。政党が女性の選挙運動スキ
ルを伸ばすのを支援し、選挙期間に女性を参加
させることを促進するための措置がいくつかあ
る。女性の市民団体、党の基盤組織や開発支援
組織は、女性を選挙運動の実施に備えさせ、研
修することに関わって来た。このため政党は、
多くの国々で選挙運動期間中に女性候補者の能
力を増強するために貴重な資金的・技術的資源
を提供している国際機関や女性の市民団体に、
戦略的な支援と連携を求めることができる。政
党は男女共同参画と女性のエンパワーメントに
関する党の立場を明確に表現して、マニフェス
トと選挙運動のメッセージが必ず女性有権者に
向けられるようにすべきである。

採用された戦略

以下に挙げる戦略は、主に選挙運動と選挙の
期間中に支援を提供するために取り得る措置に
ついて政党に手引きを提供するためのものであ
る。これらの戦略は、それ以外に、開発支援者、
党の基盤組織や市民団体が政党との協力や政党
への支援において取り得る措置についてのアイ
ディアをも提供する。

（a）女性候補者に研修とメンターを提供する

女性候補者の選挙運動スキルを強化し、女性
により多くの教育の機会を提供することが、女
性が選挙に出る機会を増やす上で重要である。
こうした研修は、資金調達、メッセージの策
定、メディアとの協力、有権者との交流活動や
有権者への働きかけの手法の構築、選挙運動の
計画立案、有権者に対する対象を絞り込んだ交
流活動の方法の考案などを対象とすることがで
きる。43　例えば市民団体や国際支援者は、女
性の選挙運動スキルの強化を中心とするプログ
ラムにおいて優れた連携相手になりうる。

さらに、政治で出世しようとする女性は、以
前に選挙運動に参加したことのある他の女性の
経験から恩恵を受けることができる。

政治で出世しようとする女性は、初めて候補者になった女性と、
　　　　　以前に選挙運動に参加したことのある女性とをペアとして組ませる

メンタリング・プログラムから恩恵を受けることができる。
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オーストラリア連邦では、労働党が自身の
EMILY’s List を通じて、まさにこの目的で、
初めて候補者になった女性が、より多くの経験
を積んでいる政治家とペアを組むメンタリン
グ・プログラムを設けた。英国では、保守党の
Women ２Win（同名のウェブサイトを含む。）
が、新規の女性党員を募集し、彼女たちに党内
で成功するのに必要な研修、メンタリング、支
援を提供する上で積極的な役割を果たしてきた。

（b）選挙運動で女性が必ず目立つようにする

女性の党活動家と候補者は、その政党にとっ
て有用なスキルと特性を具現しているが、認め
られないまま選挙運動で十分には活用されない
ことが頻繁にある。女性が党の選挙運動に参加
しないことが極めて多いのは、名前が幅広く認
知されている党の指導者や現職が優先されるた
めである。政党は、テレビ広告やキャンペーン
ポスターを含めた党の選挙運動に女性を参画さ
せることを積極的に促進したり、女性を党のス
ポークスマンに任命したりすることによって、
女性候補者の露出や名前の認知度の向上を促進
することができる。いくつかの国の女性党員は
選挙運動中に自党の女性の立候補を促すため、
パーソナルウェブサイトなどの新たなソーシャ
ルメディア・ツールや、Facebook、Twitter な
どを利用して、創意あふれるやり方で新しいテ
クノロジーを利用してきた。44

一般大衆への積極的な働きかけでは、女性に
対する文化的・社会的な偏見―特にメディアが
長続きさせている偏見―に対抗し、女性の社会
参加が社会全体にもたらす利点を強調すること
ができる。女性候補者を宣伝するために政党に
メディア露出時間を無料で又は追加で提供する
など、選挙運動での女性の認知度を高めるため
に政党にインセンティブを提供することもでき
る。東ティモール民主共和国では、前述で強調

したように、女性候補を指名し、女性候補が選
挙運動で目立つことを確保した政党には、無料
でのメディア露出時間を追加して提供した。米
国では、民主党が、テレビでのキャンペーンの
広告に女性の画像を含めることを候補者に奨励
している。

政党は、女性候補者が、当選のチャンスを大
いに高める可能性のある選挙戦の機構―選挙運
動スタッフ、警備、会場、資金へのアクセス―
を利用できることをも確保すべきである。

（c）女性にとって優先課題である論点に関する
政党の立場を明らかにし、周知する

政治綱領は、政党の成熟において重要な要素
であり、政党がその独自性や特性に基づいてで
はなく、論点に関してお互いに差異を示すのに
役立つ。女性に関する政策の優先を明確にする
ことは、女性有権者の支持を勝ち取り、政党の
選挙結果に有利な影響を与えるための戦略にな
り得る。女性議員が、ジェンダーに起因する暴
力の防止に尽力する最前線に立つこと、育児休
暇や保育を優先課題とする傾向にあること、女
性の議会へのアクセスを強化する選挙改革や男
女共同参画に関する法律が議会の俎上に上るこ
とを確保する上で大いに役立ってきたことがそ
の例である。45　女性の関心事を党の政治綱領
に組み込むことが女性候補にとって助けになり
得るのは、女性有権者の心を動かすための実際
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的な売りとなる点を提供するからである。政策
上の論点を明らかにすることができる政党は、
女性有権者の関心に機敏に対応できる党として
より有利な位置に立つことができるため、ひい
ては候補者のためにより多くの女性票を集める
ことになる。

（d）ジェンダーに配慮した選挙の監視と警備の
提供

政党には、投票プロセスを厳密に監視し、反
則をチェックして選挙期間中に番人としての役
割を果たすという重要な務めがある。買収によ
る票集め、有権者に対する脅し、投票用紙の不
正や拙劣なやり方は、選挙の正しさを損なう。
警備の悪さは、男性に対してとは違うやり方で
女性の有権者と候補者に影響を及ぼす可能性が
あり、女性であるがゆえに暴力を受ける恐れが
高い場所ではそれが特に顕著である。このよう
な事態は、特に紛争後に選挙が行われる時に蔓
延する場合がある。47

したがって、政党は油断せずに目を配り続け
る必要があるが、このことから、投票者が威嚇
されることなしに票を投じることができる状態
を確保するために、登録と投票のプロセスにお
いて党の職員や監視員を置くことが必要になる
場合がある。政党は、集計や投票箱を輸送する
際の監視員の安全をも確保すべきである。48　
実地の監視においては、監視員が記入するチェ
ックリストに必ず身内で結託した投票、暴力や

た、PPC は共和党国際研究所（IRI）と
の連携・資金供与により、公聴会や、対
象とする団体との会合を通じて一般大
衆に情報と意見を求めた。46

■ ペルー共和国：選挙期間前のキャンペー
ンで、キリスト教人民党（PPC）は政府
計画の女性と機会均等に関する章を改
正するキャンペーンに着手し、その過程
で同党の政治綱領の宣伝も行った。ま

■ インド：BJP の女性党員は、18 歳にな
った時に教育資金として利用するため
に、マディア・プラデシュ州で生まれた
すべての女児の預金口座に 10,000 ルピ
ーを入金するという政策を導入して、党
に多数の女性有権者を引き付けた。

■ カナダ：自由党は、女性にとっての優先
課題に関する党の立場を明らかにし、説
明する「ピンクブック」をシリーズで出
し、広めている。
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政党の監視員が用いるチェックリストに
は、以下のようにジェンダーに焦点を合わ
せた質問を含めるべきである。

あなたの配属されている地区には、有権者
及び／又は候補者として女性が参加するこ
とにプラス又はマイナスに作用すると思わ
れる問題がありますか？
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脅し、又は選挙への女性の自由な参加に影響を
及ぼすその他の違反に関する質問を含めるよう
にするなど、政党がジェンダーの視点を含める
ことが重要である。49

政党には、党の職員を採用し研修する責任が
あるが、党はこの番人の務めを果たすために積
極的に女性を採用しようとすることができる。
このことは、女性専用の投票所においては特に
重要である。このような投票所においては、男
性の存在が禁止されうる。でなければ男性の存
在が女性有権者に対する威嚇となる場合があ
る。党の監視員の存在には、他の利点がある場
合もある。監視員が目立つことによって投票中
の女性の安全確保に貢献するだけでなく、自党
の支持者をもけん制して、彼らが有権者を脅さ
ないことを確保したり、こうした事例を報告し
たりすることもできるからである。

（e）ジェンダーに配慮した有権者への情報提供

自党の支持者が有権者登録を行い、投票日に
有効票を投じられることを確保するために、有
権者教育を実施することは政党の利益になる。
政党は有権者への情報提供キャンペーンに多大
な資金と時間を投資しており、積極的に女性有
権者に向けたメッセージを発し、女性有権者が
選挙に伴うプロセスを確実に理解するようにす
ることができる。有権者への情報提供キャンペ
ーンでは、女性に対して、彼女たちの票が社会
全体にとって持つ重要性を強調し、社会の平等
な成員として投票するのは女性の権利であるこ

とを強調すべきである。南アフリカで、アフリ
カ民族会議女性同盟（ANCWL）が 2009 年の
全国総選挙中に、民主主義を確固たるものとす
るために投票権を行使するよう女性有権者を動
員しようと、60 日間のノンストップ選挙運動
キャンペーンに着手したのがその例である。50

女性は有権者向けの情報提供キャンペーンの
管理、企画や実施に参加すべきである。こうし
たキャンペーンや教育セミナーの開催には、そ
のメッセージと内容を各国の社会文化的背景、
識字水準や政治状況に合わせて微調整すること
だけでなく、後方支援の慎重な選定と組織化も
必要である。安全で女性が威嚇されていないと
感じられる学習環境を確保することが重要であ
り、必要であれば女性専用の研修を検討しても
良い。伝統的コミュニティにおいては、女性は
男性と分離され、移動の自由や教育の自由の水
準が異なる場合がある。51　有権者向け教育を
担当するすべてのチームに女性を含めるべきで
あり、必要であれば女性だけで構成することも
可能である。52

大衆一般を対象とした有権者向けの情報提供
キャンペーンには、ジェンダーに敏感なメッセ
ージをも含めて、身内で結託した投票を防止す
るために投票の秘密を重視し、民主主義を確固
たるものにするために女性の政治参加が重要で
あることを強調すべきである。メッセージでは、
男性に対して女性候補者への投票を検討するこ
とを奨励しようとしてもよい。
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ジェンダーに対応力のある統治
重要な論点

民主的ガバナンスを前進させるためには、包摂的で対応力の
ある政治プロセスと、女性のエンパワーメントという環境を創
り出すことが必要である。女性の視点の包摂と女性の政治参加
が、民主的発展の前提条件であり、優れたガバナンスに貢献する。
だが世界的に見れば、女性は依然として意思決定機構において
過少代表のままである。調査の結果、議会における女性の数が
重要であること、最少でも、議会にいる女性の数が多ければ多
いほど、その党は女性にとっての課題を取り上げ、議場におけ
る男女の力学を変える傾向が高いことが立証されている。53　女
性国会議員が占める割合は、政治討論の性質に大きな影響を与
える。

選挙後の期間
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議会その他の立法機関に女性の存在がなけれ
ば、政党は政治において男女共同参画が取り上
げられることを積極的に確保する必要がある。
政党は、どの課題が政治討論のテーマとなるか
を決定する上で影響力を持つ。政党は政策を立
案し、政治の優先順位を設定するのであり、よ
って、女性の関心事を取り上げる上で戦略的な
立場にある。実際問題としては、政治において
ジェンダーの問題を取り上げる上での政党の実
績は成否さまざまである。本セクションに示す
例を見ると、選挙後の政治において男女共同参
画に取り組むために政党がとってきた手段につ
いていくつかの洞察が得られる。

採用された戦略

以下に挙げる戦略は主に、選挙後の政治にお
いて男女共同参画と女性のエンパワーメントを
推進するための措置について政党に手引きを与
えるためのものである。これらの戦略は、それ
以外に、開発支援者、党の基盤組織や市民団体
が政党との協力や支援において取り得る措置に
ついてのアイディアをも提供する。

（a）男女共同参画についての評価を実行する

選挙後の期間は、政党が男女共同参画につい
ての評価を実施する上で戦略的に重要である。
政党は女性のエンパワーメントを推進するため
の戦略を立案する際に事実考証に基づかない証
拠に依拠することが多いが、そうではなく、も
っと党内で行われる実績調査に依拠することが

可能である。政党は、調査、フォーカスグルー
プ、世論調査や選挙結果から得られるデータに
基づいて女性党員のニーズと機会を体系的に分
析することから利益を得ることができる。さら
に、政党内における男女共同参画についての調
査に、党の機能に適用される規定、政策や公約、
それに党内で女性が占めている地位の検証を含
めてもよい。このことは、男女別に分けたデー
タの記録を最新状態に維持することによって円
滑に進めることができる。

政党は選挙の後で、選挙運動におけるジェン
ダー問題に関する自党の実績と注目の程度につ
いて評価を行うことから利益を得ることができ
る。政党は、候補者への資金提供や募集規定な
ど、特定のやり方又は規定が、選挙中に直接的
又は間接的に女性を不利な立場に置いたかどう
かを評価することができる。次に、このような
評価で得た所見に合うように、措置又は戦略計
画を立案し、微調整することができる。新たな
党方針の採択又は改革への着手はいつでもでき
るが、選挙後の期間にこれに着手することには
戦略上の利点がある。カナダで、新民主党（NDP）
が、州の１つで選挙後に多様性についての監査
を完了し、この監査から、過少代表の有権者の
メンバーが、勝ち目のある選挙区でより多くの
女性候補者を指名するための行動計画を策定す
ることができたのがその例である。キルギスタ
ンでは、開発支援組織と市民団体によって、ジ
ェンダーの観点からの政党のマニフェストの分
析と、全国及び地方のレベルの政治において女
性が置かれている状況の評価が行われた。

（b）新規に当選した議員に研修を実施する

新たに当選した議員のほとんどにとって、議
会での仕事は新たな経験である。議会事務局が
新議員に就任研修を実施することも多いが、政
党が議会という環境における政党の機能の仕方

政党は、女性党員にとってのニーズと
機会を体系的に分析することから利
益を得ることができる。
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について党員である議員グループに独自の研修
を実施することも多い。この研修は総合的なス
キル開発を提供することと、女性党員を対象に、
多くの規定と手続きを解説・案内することを手
助けすることができる。

（c）ジェンダーに配慮した議会改革を推進する

政党は議会における政治集団として、議会の
文化を変えるために機能し得る。女性が議員に
なる時には、ジェンダーによって区別されてい
る分野、すなわち制度的な文化や運営手続きが
女性にとって不利に偏っている政治環境に入る
傾向がある。女性の活動条件が女性の参加を促
すものとなることを確保するためには、政治風
土について見直しを実施することが必要な場合
がある。議会の会期、女性議員用施設の位置、
育児休暇規定などの問題を検討することは、女
性の参加を促進するための前向きな改革につな
がる可能性がある。このように、女性の参加を
阻む障害を取り除くことが、男女双方のニーズ
と利益に機敏に対応するジェンダー・フレンド
リーな議会を創り出す上で不可欠なのである。54

南アフリカ共和国では、アフリカ民族会議の
議員団の女性メンバーが 1994 年に議員になっ
た時に、議会の制度改革の必要性を大きく取り
上げた。生徒が休みになっている時期に議員が
休会中であるか、選挙区に充てる時間を取れる
ように、議会のカレンダーを学校のカレンダー
と合わせるようにすることを求めたのである。

彼女たちは議員たちが家族の面倒を見られるよ
うに、夕方のより早い時間に審議を終えること、
また保育施設を設けることも強く要求した。55

（d）党の方針においてジェンダーの主流化と女
性のエンパワーメントを確保する

IPU が 300 人の議員を対象に調査を行った
結果、政党の方針が議会の優先課題と議事予定
の主な決定要因であることが明らかになった。
執行委員会など、政党の意思決定機構は大きな
影響力を持っている。だが女性は依然として、
こうしたグループにおける過少代表のままであ
る。実際問題として、すべての政党が男女共同
参画を推進している、又は公約を実際に守って
いるわけではなく、党員の中で意思決定を行う
地位のトップに就いている女性はごく少数であ
る。予測されるように、与党の支援はジェンダ
ー関連の法律を導入し、制定する上で最も重要
な要素の１つである。56

政党は、少なくとも次の２つの方法で、政策
立案を通じて女性のエンパワーメントを促進す
ることができる。
（a） ジェンダーに基づく暴力への対抗又は育

児休暇若しくはリプロダクティブ・ライ
ツの問題を対象とするなど、ジェンダー
に固有の政策改革を支持する。

（b） 司法アクセス、保健、国籍、労働、土地
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南アフリカ共和国では、議員が家族の
面倒を見たり、ジェンダーに対する議
会の配慮を強化したりするために、女
性党員が議会のカレンダーと会期を
変更することを強く要求した。
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の権利、社会保障、相続権などの領域
における男女共同参画の推進を含めて、
党のすべての政策論議や優先課題にお
いてジェンダーの視点が主流化される
ことを確保する。57　議会は、女子差別
撤廃条約（CEDAW）のような国際条約
が翻訳されて国の法律となり、政府の
措置がそれを踏まえて行われることを
確保することもできる。

ジェンダーの視点からの分析を実施するため
に、党のグループの男女双方のメンバーの能力
を開発するべきである。政策立案、法律の見直
し及び資源配分は、それらが男女双方に及ぼす
影響を踏まえて行わなければならない。このこ
とには、男女共同参画を扱う専門委員会のジェ
ンダーの視点から予算分析を実施し、データに
アクセスできる権能を支持することも含みう
る。これに関係する組織的対策は、女性会、党
内の政策委員会、又は女性議員団が出す決議及
び勧告を必ず踏まえて、政党内での政策立案を
行うようにすることである。

党の規律により、男女共同参画の課題に取り
組む議員の力が限られる場合がある。大抵の場
合は、党の方針により、議会における政党グル
ープが特定の問題にどのような投票を行うかが
決まる。このため、個々の女性議員に非現実的
な要求をすることは避ける必要がある。党の同
質性が極めて強い場合には、個々の議員が党の
方針に沿う以外の行動をとる余地が限られる場
合があるからである。58　このことにより、党
の方針においてジェンダーの主流化を確保する
ことの重要性が強まる。

（e）女性が空席に就き、それを保持することを
確保する

議会に議席を持つ女性の数は、議会の会期中
に増減する可能性がある。女性議員が辞職する、
又は閣僚職に就き、議席を空けなければならな
い場合があるからである。このような場合（補
欠選挙が行われない場合）、政党は女性の空席
に女性が就くことを確保できる。政党は、女性
議員の割合を増やすための方策として、空いた
どの席をも女性で埋めると決定することもでき
る。政党は、将来の選挙において女性議員を必
ず維持できる方法を検討してもよい。大抵の場

国籍、集団虐殺罪の分類、証人保護に関
する法律を含めて、他の立法がジェンダ
ーに敏感で、児童に配慮することを確保
する上でも影響を及ぼした。

■ ルワンダ共和国：議会改革により、相続・
継承法（1999 年）、児童保護法（2001 年）、
ジェンダーに基づく暴力禁止法（2009
年）に焦点が当てられてきた。女性は、

■ モロッコ王国：USFP は、議会で国籍法
などの問題や男女共同参画法の可決な
どの問題を大きく取り上げた。

■ スペイン：社会労働者党（PSOE）は、
男女共同参画法可決の発起人となり、政
策形成プロセスにジェンダーを主流化
しようと努めた。PSOE は 2004 年以降、
農業改革、扶養家族の介護、候補者クオ
ータ制の法制化を含めて、いくつかの法
案を導入している。

ジェンダーの主流化に必要なのは、政
策立案、法律の見直し及び資源配分が
男女双方に及ぼす影響を踏まえて行
われるということである。
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合、女性議員の離職率は男性よりも高く、どの
ような種類の奨励や支援を必要としているかを
女性自身に訊ねれば、この傾向を反転させるこ
とになるかもしれない。例えばガーナ共和国で
は、いくつかの政党が、今後の議会選挙で現職
の女性議員を保持し、空席が出る場合には確実
に女性の現職を女性で補充するよう努めると言
明している。59

（f）女性の超党派のネットワークと女性の議員団
を支援する

世界中の女性が、議会における少数派として、
同盟や連携を組んで政策の変更に影響を及ぼす
ことには戦略的な利点があることを実感してき
た。女性議員団は、政党の垣根を越えて女性を
一堂に集めて興味と関心事を共有するだけでな
く、政策立案と政府の措置に対する監督におい
てジェンダーを主流化するための有効な話し合
いの場になり得る。60　具体的に言えば、議員
団の活動には女性議員の能力強化に対する支援
の提供、法案の分析の実施、市民団体に対する
意見聴取の開催、関連問題に関する公開ワーク
ショップの開催、女性議員が自党の指導者に働
きかけができるように課題に関する共通の見解
の明確化、ジェンダーの主流化と女性のエンパ
ワーメントに関する政府措置の監督などを含め
ることができる。

女性議員団に政党が支援を行えば、次に挙げ
るような積極的な結果を生み出すことができる。

■ キルギスタン：女性による法的イニシア
チブ推進協会（Association for Women’s 
Legal Initiatives）は女性議員、ジェン
ダー問題の専門家、女性 NGO の活動家
を団結させており、法案の分析を行う能
力の開発などの分野を含めて、女性議員
団を強化する上で役立ってきた。61

■ エルサルバドル共和国：エ ル サ ル
バドル共和国現職・元女性議員協会

（The Association of Salvadoran Women 
Parliamentarians and Ex-Parliamentarians）
は、議会の内外で女性の政治的発言を強
化しようとしている。同協会は、女性が
もっと効果的に政治的な仕事をするよ
うになるのに役立つ交流活動や組織化
のスキルに関する研修・ワークショップ
を行っている。

■ アルメニア共和国：多党間の連携によ
り、議会のクオータ制に合意するよう主
要政党のほとんどを説得することがで
きた。女性党員が共同合意されたメッセ
ージを取り上げて、それを各自の党にお
いて内部のアドボカシーに合わせて仕
立て直したのである。

U
N
D
P	
BA
N
g
LA
D
ES
H

■	メキシコ合衆国：クオータ法が実を結ん
だのは、全主要政党の女性議員が議会の
内外で協力して、クオータ制を支持する
よう男性同僚議員に圧力を掛けたため
であった。
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（g）市民団体と戦略的提携を組む

政治活動を行う女性と市民社会との連携の構
築は、政策課題を進める上で有効であり得る。
多くの場合、特に政党が女性の政治的エンパワ
ーメントを推進するために憲法の改正又は法律
の制定を行おうとしている場合に、政党内の活
動家は目標達成のために市民団体と緊密な協力
を行ってきた。市民団体と女性組織が、彼らに
とって望ましい政策変更を提唱するよう、女性
の党活動家を戦略的に対象とする場合もある。
いずれのシナリオにおいても、市民団体は政府
に圧力をかけて、改革を求める一般の要求を盛
り上げていくことができる。

（h）党員の意識を高め、男性と協力して取り組む

男女共同参画を制度化することは、党が採択
する方針と手続きが、党員、特に議員団のメン
バーによって実践されることを意味している。
具体的な目標を定めて政治公約を明確に表現す
るなどの政党の大望も、男女の党員による支持
と自発的取組を伴わなければほとんど意味がな
い。ほとんどの議会においては男性が多数派で
政党の指導的機構を支配しているため、変革を
実施する上で男性は不可欠なパートナーであ
る。このため、男女共同参画について、党員、
特に男性の意識を高めるために、党内の研修プ
ロセスが必要になる場合がある。通常、新人議
員に対して行われるオリエンテーション研修
に、男女共同参画に関する規定を含めるべきで
ある。

党の指導者層の支持とビジョンが、この点
に関して極めて重要である。スペインでは、
PSOE の指導者サパテロが、自分は筋金入りの
フェミニストであると公言して、スペインの政
治においてフェミニズムを取り巻く感性を変え
た。このことは、女性が党内で男性と平等に扱
われ、女性党員の意見が男性党員と同程度に検
討の対象となるという波及的効果を及ぼした。

■ スロベニア共和国：女性指導者や他の著
名人が超党派的に連携して、政治におい
て女性が平等に代表されること、すなわ
ち 2004 年の欧州議会選挙における全候
補者名簿の 40％を女性とするクオータ
制に対する暫定的保証を組み込むための
憲法改正を主張することに成功した。62

■ ペルー共和国：中南米における新たなジ
ェンダークオータ制の波に乗り、女性組
織連合が党の中の女性と協力して、候補
者クオータ制の可決を提唱することが
できた。

■ モロッコ王国：国内外の市民団体が協力
していくつかの政党の女性を一堂に集
め、女性党員団をつくる動きを高め、ク
オータ法への支援方法についての戦略
を練ってきた。



政党をより強くするための女性のエンパワーメント 45

女性の視点を政治に取り込むこと及び女性の政治参加は、民
主的発展のための前提条件で、優れた統治に貢献するものであ
り、政党は政治参加を実現するための主要な媒体である。選挙
サイクル全般を通じて女性のエンパワーメントの新たな取組を
積極的に推進することは、政党にとって政治的・財政的な利点
をもたらす可能性がある。改革を通じてオープンかつ正式に女
性の参加を支持することにより、政党は世論を変え、新たな支
持基盤を生み出し、新規の党員を引き付け、党への公的資金の
流れを増やし、他国に対する立場を向上させることができるが、
この他にも政治的・実際的な利点は数多くある。

女性の政治参加を阻む障害を克服するためには、政党による
正式な支持が必要である。ジェンダーに関する偏見は、世界中
に蔓延しており、社会生活、経済生活、政治の世界に反映され
ている。多くの国で、女性は依然として男性と直接に競い合う
こと、大勢の前に姿を見せて人と交流することを押し留められ、
意思決定から女性を遠ざけるような役割に就かされている。

結論
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こうした偏見が、女性の経済的地位の低さや
世界中での相対的貧困を増幅し、永続させてい
る。これらは、選挙のサイクルのどの段階にお
いても、女性が政治に参加することをほぼ不可
能にしている、最も重要で直截的な障害の一部
となっている。例えば、女性が管理できる資源
はたとえあったとしても男性より少ないため、
女性は指名を受けたり、選挙に立候補したりす
るための独自の選挙運動を賄うことができな
い。また、外部からの資金提供、ノウハウ、影
響力あるネットワーク、ロールモデル、経験豊
富なメンターなど、選挙運動を支えるための資
源も男性の場合より手に入れにくい。政党内で
は、指導層や意思決定を行う地位に就いている
女性の数が限られていることに、こうした偏見
が顕著に反映されている。

反対に、女性は、草の根レベルで政党を支え
る、又は党の指導者層の男性を支える地位や活
動では多数派となっている。政党において権力
を持つ地位は、しばしば非公式で一極集中し、
新参者、特に女性には近づくことのできないし
っかり固まった関係や影響力あるネットワーク
によって支えられている場合がある。こうした
ネットワークに埋め込まれている組織的な知識
や経験を手に入れることができず、資源も極め
て限られ、ロールモデルやメンターもほとんど
なく、時には家族やコミュニティの支援さえ限
られているため、女性の政党への参加が、男性
のそれを大幅に下回ってきたのは無理からぬこ
とである。

政治の世界に入り、政党に入党することを望
む女性が直面する多くの難題には、選挙サイク
ルの様々なレベルやエントリーポイントでの多
様な手段を通じて対処することができる。本ガ
イドブックは、目標を明確にした戦略があれば、

いかにより多くの女性を指導的地位に就かせ、
確実にそうした地位に留まらせることができる
かを実証してきた。成功する戦略には、政治制
度の広範囲での変革から、党内改革、女性の能
力増進まで幅がある。政党への女性の参加を増
すための改革が、党の綱領のジェンダーの問題
に対する対応力を高めるための取組と連動して
きたことを多くの事例が示している。最も有意
義な戦略は、女性が直面している社会経済的・
能力的な課題に取り組む女性の政党活動家、候
補者及び当選した公職者を明確に対象とした支
援の提供と、政治制度の改革とを同時に組み合
わせている。

世界中の政党が、男女共同参画への取組が行
われている限り、どれか一つの出発点が他の出
発点より優れているわけではないことを実証し
てきた。成功した政党は女性のエンパワーメン
トに対して創意あふれるアプローチを行い、こ
うしたアプローチをそれぞれの歴史や状況に合
わせてきた。しかしながら、戦略やアプローチ
は多様であるにもかかわらず、クオータ制のよ
うに確立している手法は、権限ある地位に女性
を就かせる上で効果的であることが繰り返し立
証されてきたことに注目することは重要である。

本ガイドブックは、選挙サイクルの諸段階に
従ってまとめられ、簡潔で利用可能な、戦略に
なりうるもののリスト（パートＡ）と共に詳細
に、ケーススタディから実際的な例（パート
Ｂ）を提供することを目指してきた。指導者層
をはじめとする政党の党員、市民団体や男女共
同参画の活動家が、女性の政治参加を推進する
ために行動を起こそうと意欲を出すことを希望
する。また本ガイドブックが、政党への女性の
参加を推進する方法について指針を求める関係
者に役立つことを期待している。
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背景
本セクションには、女性の参加を高めるために政党がとった措置についての

ケーススタディが記載されている。パートA全般を通じて用いられている例の
多くは、パートBに含まれているケーススタディから抜粋した。それらの例は、
検討対象となっている国のすべての政党についての包括的な状況分析というよ
りは、様々な政党や市民団体の取組についての調査である。本調査の範囲内では、
こうした政党の取組のすべてを示すことはできなかったため、本書は必然的に、
事例を選んだ上のものとなっている。政党のケーススタディは、アルメニア共
和国、オーストラリア連邦、ブルキナファソ、カンボジア王国、カナダ、クロ
アチア共和国、エルサルバドル共和国、メキシコ合衆国、モロッコ王国、ルワ
ンダ共和国、南アフリカ共和国、スペイン、英国、米国のものである。さらに、
インド、インドネシア共和国、南部アフリカ（モーリシャス共和国、モザンビ
ーク共和国、ナミビア共和国）、ペルー共和国、セルビア共和国、東ティモール
民主共和国を対象とした主な論点に関する情報を要約する短めのケーススタデ
ィ数編が、コラムとして示されている。

ケーススタディは、アルファベット順にまとめられている。政党の現職及び
元の指導者、政党の代表者並びに政党又は取り上げられている取組についての
知識をもつ市民団体のメンバーを対象にして行った、掘り下げた面接調査と、
机上調査との組み合わせを基本としている。地理、党のイデオロギー、政治制
度の種類や採用された戦略の点で、多様な実例を含めるよう努めた。ケースス
タディは、特定の戦略が選ばれ実施された背景を示し、それらの戦略が及ぼす
影響についても記述する。各ケーススタディは、政党及び政党の支援者が改革
戦略を策定し、前進させるのを援助するために、学んだ教訓又は好事例を提供
しようとするものである。

ケーススタディ
以下に、パートＡ―「好事例の概要」に示されている例のほとんどの情報

の出所である 20 件のケーススタディを挙げる（特定の要点を説明するため
に、パートＡでは本調査の範囲外の例もいくつか提示された）。以降のペー
ジには、こうしたケーススタディについてより詳細に示されている。
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国名 表題 例 キーワード

アルメニア共和国 クオータ制実施を要求するための連携の構築 女性リーダーシップ・フォーラム（市民団体） 女性の結集
法制化されたクオータ制

オーストラリア連邦 政治における女性の進出を促進するための
党内クオータ制と資金調達ネットワーク オーストラリア労働党 党内クオータ制

資金調達ネットワーク

ブルキナファソ 自主的な政党クオータ制と
法制化された政党クオータ制 民主主義進歩会議

自主的な党内クオータ制
法制化されたクオータ制
資金調達のメカニズム

カンボジア王国 政党内での、及び公選職へと、女性の進出を
促進するための女性会組織 サム・ランシー党

女性の結集
女性候補者のための
選挙運動支援

カナダ

資金調達ネットワークと候補者指名規則を利用
した女性候補者の支援

多彩な候補者募集と、選挙運動費用に充てる
補助金

自由党

新民主党（コラム）

資金調達ネットワーク
候補者指名規則
党の綱領

候補者の指名
選挙運動費用

クロアチア共和国 候補者クオータ制と
能力増進研修に対する女性会の支援 社会民主党

女性の結集
女性会
党内クオータ制

エルサルバドル共和国 解放後の政治において女性の参加を促進する
ための戦略

ファラブンド・マルティ民族解放戦線
エルサルバドル現職・元女性議員協会

党内組織
自主的クオータ制
女性議員団

インド（コラム） クオータ制、議席枠及び政党 一般
インド人民党 議会における議席枠

インドネシア共和国
（コラム） 候補者の募集と政党クオータ制 インドネシア闘争民主党 候補者の募集

メキシコ合衆国 クオータ制と研修のための国家資金を通じた、
女性代表の支援 国民行動党

女性の結集
候補者の資金調達
党内クオータ制

モロッコ王国 党の候補者クオータ制を促進するための
党派横断的現状改革主義 市民団体

女性の結集
候補者クオータ制
党方針

ペルー共和国（コラム） 女性フォーラムによるクオータ制の提唱 一般 クォータ制

ルワンダ共和国 憲法を用いた、紛争後に女性が獲得したもの
の制度化 ルワンダ愛国戦線

自主的クオータ制と
法制化されたクオータ制
女性の結集

セルビア共和国
（コラム） 政治的変革のための女性会の結集 G17プラス 女性の結集

女性会

南アフリカ共和国 女性の結集と政治課題の転換 アフリカ民族会議 女性の結集
自主的な政党のクオータ制

南部アフリカ
（コラム）

移行期間の梃子としての活用と党による男女共
同参画の実践の制度化に関して地域が学んだ
教訓

モザンビーク（モザンビーク解放戦線）
ナミビア
モーリシャス

政党の方針

スペイン 女性にとっての政治環境を変えるための
男性との連携した努力 社会労働者党

男性との協力
党内クオータ制
女性の結集

東ティモール民主共和国
（コラム）

女性候補者の募集を進めるための
インセンティブの創設

国連東ティモール
暫定行政機構

クォータ制
メディアの放送時間

英国 勝てる議席への女性候補者の指名 一般
保守党

候補者の指名
政党の政策改革

アメリカ合衆国 資金調達ネットワークと党大会の
ジェンダー衡平方針 民主党

女性の結集
資金調達ネットワーク
党組織
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背景
1991年にソ連からの独立を勝ち取って以来、

アルメニアの民主的発展のペースは遅々とした
ものであり、いくつかの課題に直面してきた。
アルメニアの立法機関は、政党名簿比例代表制
と小選挙区制を並立した選挙制度を通じて選ば
れた 131 名によって構成されている。アルメ
ニアには登録政党が 50 以上あり、５党が議会
に代表を出しているが、議会は共和国ブロック
が多数を占めている。アルメニアではほとんど
の政党が個人の性格によって動く性質をもって
いることが、政治組織のきわめて中央集権的な
性格に反映されており、そのことがひいては女
性の政治への参加の見通しに影響を及ぼしてき
た。2007 年の議会選挙では、小選挙区で議席
を争った女性５名のいずれも当選せず、当選し
た女性 12 名は政党名簿に掲載されたことで当
選した。2　2007 年の選挙で女性が獲得した議
席は、合計で 131 議席のうちの 12 議席に過ぎ
なかった。

アルメニア共和国：
クオータ制実施を要求するための連携の構築 1

アルメニアの事例は、民主主義を強
化することと、より多くの女性を政治
に参加させることの双方を実現するた
めのより長期的な戦略の一環として、
クオータ制が有意義になり得ることを
示唆している。

キーワード
女性の結集

法制化されたクオータ制

実例 
女性リーダーシップ・フォーラム

（市民団体）

一目でわかる アルメニア共和国

議会の名称 国民会議

議会の構成 一院制

選挙制度の種類 小選挙区比例代表並立制

議会選挙 2007年 5月

当選した女性の数 131名のうち
12名（９％）

本ケーススタディは、アルメニアで政治
への女性の参加を高めることに努めてきた
市民団体である女性リーダーシップ・フォ
ーラムに焦点を当てている。政党のケース
スタディではないが、政治の守備範囲全域
から女性を集めて能力増進策を提供し、政
党に影響を及ぼすために共通の政治課題の
策定に当たっている組織の例として有用で
ある。
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女性の参加を高めるべき論拠
歴史的・文化的に、アルメニア社会における

女性の役割は私的領域に集中し、公的領域は主
に男性が優位を占めてきた。3　ソ連時代の政策
は、かつてない人数の女性が教育を受け、労働
力となれることを意味していたが、こうした政
策に、厳格なジェンダー規範における同様の変
革が伴わなかったため、女性が家庭内と家庭外
の両方で一人前の仕事量を二重に背負う結果と
なった。他の旧ソ連諸国と同様、アルメニアに
おける市場経済への移行は性差のあるプロセス
であり、女性はこのプロセスを通じて、範囲は
限られていたもののソ連時代に得た社会的・経
済的な利点の多くを失った。この中には、1991
年の独立後に女性の政治参加のためにソビエト
時代に定められたクオータ制のすべてが廃止
されたことが含まれ、そのために、女性による
公的領域への参加は劇的に減少する結果となっ
た。1999 年に、議会の女性メンバーを最低５％
とする改正最低クオータ制が再導入された。4

政治は相変わらず、大いに男らしいもの、権力
闘争や対立と関わるものと認識されており、こ
の認識が女性の関与意欲を殺いでいる。5

2005 年に、女性リーダーシップ・フォーラ
ム（WLF）が、議会、そして広く政治におけ
る女性の代表者を増やすために結集し始めた。
WLF は、様々な専門職や政治領域から女性を
集結させる仕事をしてきた全国的な市民団体で
ある。WLF は、もともとは 2005 年に、アル
メニアの政治への女性の参加を促進することを
目指す国際機関によって招集された一連の会合
から育ってきた。こうした議論に参加した女性
は、女性の政治的関心を促進させるには、あら
ゆる政党と繋がりをもつ超党派的市民団体が最
善の媒体となるということで意見が一致した。
このアプローチの方が成功しそうだと見なされ
たのは、男性優位の党指導層に直面する中では、
共同して結集することが、党内戦略という面か
ら見ると一番よい結果を生むことが期待された
ためであった。アルメニア全国から、すべての
主要政党の代表者を含めて 400 名にのぼる女性
が WLF の会合に参加した。16 名の女性によ
って構成される女性指導者調整委員会（WLCB）
という名の執行委員会が、WLF を率いている。

採用された戦略
アルメニアの政治環境において正式な法改

正を手にすることの難しさを心得ている WLF
は、当初、クオータ制を実施するという誓約を
政党から得ようとした。WLF の戦略の中心は、
変革を求める共通のメッセージを示すため、
個々の政党に合わせて、市民団体や国際機関と
戦略的に連携して進められるアドボカシーキャ
ンペーンにあった。

A. 能力増進
WLF の初期の努力はアルメニアにおける女

性メンバーの政治能力を増進させることも目指
し、国際機関の支援を受けていた。WLF が取
ろうとする枠組と方向性についての最初の決定
は、アルメニアの女性が直面している政治的課
題に関して WLF のメンバーが行った評価に基
づいていた。WLF のメンバーは、国際機関と
の協力の下、リーダーシップ、コミュニケーシ
ョン、戦略的計画立案その他の関連分野に関す
る研修を受け、ネットワーク作りと戦略立案の
機会を得るために参集した。この組織は、2007
年の選挙でより多くの女性を議会に選出させよ
うとするビジョンを示す趣意書も起草した。

B.クォータ制
女性団体、女性議員や政党が主導していた討

論を踏まえ、WLF は、法制化された選挙のク
オータ制改革を主張する、より幅広い運動に参
加した。WLF は国内の他の市民運動や政治の
関係者と共に、クオータ制は女性の政治参加を
強化するための最も直接的な戦略であると主張
した。政党名簿に記載される女性の最低割合を
定めるアルメニアの既存の法定クオータ制は５
％と低く設定されており、2007 年の選挙で初
めて守られた。この割合を引き上げるための法
改正はきわめて困難であったため、WLCB は
諸政党に対して、それぞれの政党名簿で女性を
25％とする自主的政党クオータ制の実施に賛同
するよう直接的な要請も行った。WLCB は、
25％はかなり高望みの目標であると考えたが、
女性がインパクトを持つために必要な最低限の
割合であるとして維持した。目指したのは、主
要政党がこのクオータ制に取り組むという誓約
書に調印することだった。そうすれば、法的な
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拘束力はなくても、目標に対する真剣な取組は
示されるだろうと思われた。

WLF の指導者層が超党派的性質をもち、組
織の性質に偏りがなかったことから、WLF は、
いくつかの政党における活発な指導者であった
WLCB のメンバーの手引きで、主要政党のす
べてにアプローチして、この取組に対する支持
を求めることができた。政党指導者の多くは最
初、政党名簿を埋めるだけの適任の女性を見つ
けることは難しいと主張して、誓約書への調印
に抵抗を示した。WLF の戦略には、党の指導
者層との非公開の会合や交渉と同時に、誓約書
に合意するよう政党を説得しようとする円卓会
議での協議や記者会見のような公開のイベント
も組み合わせることが含まれていた。

WLCB は国際機関やその他の女性市民団体
に期待して、政党に対するそれら組織の影響力
も活用しようとした。WLCB と国際機関は、
誓約書に調印すれば、その党が民主改革に取り
組んでいることの立証となって、アルメニアの
国内外双方で認知度を得られると説得した。い
くつかの党は最終的に、様々な論拠に説得され
た。党の中には、政党名簿により多くの女性を
載せることは自党の有権者基盤を拡大する方法
であると認識したものもあり、他党が女性有権
者への食い込みを始めるのに出遅れることを恐
れたものもあった。

WLF は 2006 年、主要政党のほとんどから誓
約を得ることに成功した。与党の共和党は誓約
書に調印しなかったものの、政治プロセスへの
女性の参加の増大を支持することを表明した。
誓約書に調印した政党のすべてが、違反に対し
て法的な制裁力がなかったにもかかわらず誓約
を守ったことは意義あることであった。

WLF、女性市民団体及び議員が共同で努力
した結果、国民議会は選挙法を改正してクオー
タ制における女性の割合を５％から 15％に引
き上げ、各政党名簿で少なくとも 10 番目ごと
を女性にすることを義務付けた。新たなクオー
タ制は、WLF による政党間での合意形成が、
国民議会における女性が少数派であるという問

題に注意を喚起することに成功したことを実証
した。

WLF は、政党名簿で少なくとも４番目ごと
に女性を記載することを保証する「ゼブラ」方
式の適用と、女性の補充者は女性とすることを
主張して、クオータ制のさらなる強化を目指し
て努力する意向を示している。

課題と今後の展開
アルメニアの事例は、民主主義を強化するこ

とと、より多くの女性を政治に参加させること
の双方のための長期戦略の一環としてクオータ
制が有意義なものになり得ることを示唆してい
る。ただし、政治に対する否定的な認識は相変
わらず強く、それが特に女性の間で政治への参
入の抑制因子として作用している。WLF の成
功は、困難な政治状況において女性の参加を促
進させる上での価値ある第一歩であり、政党と
市民団体の戦略的協力関係が持つ価値と、超党
派的な女性ネットワークの持つ潜在力の実証と
なっている。アルメニアの女性は、自国に民主
的変革をもたらす一翼を担うことができ、また、
女性が政治指導者や市民指導者として成長し、
ネットワークを組織する機会を提供する政党戦
略は、女性が変革の主体になることを可能にす
る重要な基盤づくりをすることができる。
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pp.231-245.

4	 Dahlerup,	D.	&	L.	Freidenvall.	 (2003).	 “Quotas	as	
a	“Fast	Track”	to	equal	political	 representation	for	
women:	Why	Scandinavia	 is	no	 longer	the	model”。
８月 28 ～ 31 日に米国フィラデルフィアで開催された
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キーワード
党内クォータ制
資金調達ネットワーク

例となった政党
オーストラリア労働党

一目でわかる オーストラリア連邦

議会の名称 オーストラリア連邦議会

議会の構成 二院制（上院及び下院）

選挙制度の種類 相対多数制／絶対多数制
（下院）

議会選挙 2010年 8月

当選した女性の数
（下院）

150名のうち
37名（24％）
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オーストラリア連邦：
政治における女性の進出を促進するための
党内クオータ制と資金調達ネットワーク 1

背景
オーストラリアは、労働党と自由党の２大政

党があり、いくつかの小さな政党が議会に議席
を持つ、民主主義の定着した国である。オース
トラリアの下院は、小選挙区制の優先順位付連
記投票で議員を選んでいる。同じシステムがオ
ーストラリアのいくつかの州議会に存在してい
る。小選挙区選挙制が支配的であるため、労働
党（ALP）は女性党員のために働きかけの戦
略と候補者支援戦略を採用し、党内クオータ制
を実施してきた。

ジュリア・ギラードはケビン・ラッド前首相
が党首選に出ないと決めた後に労働党の党首に
選ばれ、2010 年６月にオーストラリア初の女
性首相となった。彼女は党首として、2010 年
８月の選挙を率いた。選挙の結果、1940 年以
来初めての「絶対多数政党のない議会」、つま
り下院でどの党も過半数を確保しない議会とな
った。多くの政治的駆け引きが行われた後で、
ギラードは、労働党はグリーンズ及び３名の無
所属議員の支持を得て少数党政府を形成すると
発表した。2　オーストラリアの州や準州レベ
ルでは、少数党政府は珍しいことではないが、
連邦レベルでは未曾有のできごとであった。

本ケーススタディは、党内における、ま
た選挙という状況における女性の参加を促
進するためにオーストラリア労働党が実行
した戦略のいくつかを示すものである。下
院での女性の参加に焦点を置くが、上院及
びいくつかの州議会でも女性の政治参加の
重要な前進がなされていることは認識しな
ければならない。
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女性の参加を高めるべき論拠
女性の政治参加を高めるための労働党の戦略

は、1960 年代から 1970 年代にかけての進歩的
社会運動と現状改革主義、加えて選挙で幸運を
つかんだゴフ・ウィットラム（1972-75）労働党
政府に始まるものであるが、1975 年に総督によ
る「合憲的クーデター」で労働党は解散させら
れた。進歩的オーストラリア人を代表する党と
して、ALP はオーストリアで常に新たな進歩的
な政治の潮流を引き付け、吸収してきた。これ
らの潮流は、ALP の機構と慣行に組み入れられ
る前に抵抗を受けることが時々あった。オース
トラリアにおける女性運動もそうで、女性運動
は一般大衆に対するのと労働党内部の双方で、
社会的権利の拡大と労働党内での女性の代表の
拡大を求める一連のキャンペーンを展開した。

ウィットラム政権における女性の勝利は、重
要で広範にわたるものだった。女性への平等な
賃金、時代遅れになっていたオーストラリアの
離婚法の近代化や、女性の地位に関する首相顧
問の初めての任命などがあった。ウィットラム
政権が敗北し、その後 1977 年と 1980 年に選挙
で後退した時、ALP の女性党員は、敗北の説
明と、女性運動の前進を定着させるためのより
良い方法を要求した。このため同党は、女性の
地位委員会（Status of Women Committee）を
含め、党が改革すべき分野を明らかにするため
のいくつかの委員会を設けた。この委員会で委
員を務めていた労働党内の女性の戦略家たちは
世論調査をもとに、同党は男性によって支配さ
れているとの偏見を被ったのだと主張した。女
性の地位委員会は、有権者に対する訴求力の幅
を広げるための具体的な戦略として、より多く
の女性を入党させることを提案した。

採用された戦略

A. 党内クォータ制
1970 年代後半に労働党の女性の地位委員会

は、オーストラリアの用語で「アファーマティ
ブ・アクション」と呼ばれる包括的な特別措置
政策を立案することを勧告した。これは、党の
イメージと意思決定過程を変革しようとするも
のであった。だが、特別措置に反対する男性優

位の指導者層からの抵抗に遭い、この政策は
1981 年の労働党大会で却下された。党大会は
すべての党内委員会とその他の意思決定機構に
ついて 40％の性別クオータ制を採択すること
には合意した。1982 年には議会に選出される
労働党女性党員の数が増えた。

ただしこの趨勢が維持されることはなく、
1994 年になると、議会における労働党女性議
員の人数は 1982 年以前を下回った。党内クオ
ータ制が何年間も実施されていても、党は依然
として男性が優勢であった。さらに、候補者と
して指名される女性はほとんどなく、女性は男
性よりも当選の見込みが少ないと見なされた。
選挙での女性の競争力を男性が懸念したことか
ら、アファーマティブ・アクションのような労
働党候補者に対する特別措置案に対しては一定
の抵抗が示された。

労働党の女性活動家は、党内での女性の参加
の重要性と価値についての意識を高めることに
よって、女性候補者に対する否定的認識に対抗
しようとした。知名度の高い女性当選者数名を
含むこの組織化された女性グループは当初、
ビクトリア州、クィーンズランド州とウェス
ト・オーストラリア州に集中的に尽力した。こ
れらの州では女性指導者と女性の党内委員会が

「2000 年までに半数」というスローガンを掲
げて、一連のイベントを開催した。こうしたイ
ベントが一般大衆の間で目立ったことで、労働
党指導者層には女性党員の要求を取り上げるべ
きだというプレッシャーがかかった。女性活動
家は当時の労働党政権のポール・キーティング
首相にねらいを定め、党の指導者層における女
性の役割を拡大すると彼が口約束したことを指
摘して、自分たちのキャンペーンと連携するこ
とを求めた。キーティング氏の支持が特に貴重
なものとなったのは、党内における女性の役割
と影響力を高めようとする特別措置と、その他
の政策への反対が最も強かった党内保守派に彼
のルーツがあったためである。3

クオータ制に基礎をおく特別措置政策が、党
のイメージを変えようとする労働党の努力の根
幹をなしていた。女性の党活動家は、党内クオ
ータ制の採択と、女性候補者が「勝ち目のある」
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選挙区で出馬しているのかどうかの評価を求め
る陳情を行った。彼女らは、クオータ制の実施
に関して党に具体的な勧告を行うために、最初
のクオータ制に関する取組の進捗についての評
価も実施した。その一方で、労働党の女性指導
者は女性候補者のための研修、資金調達及びメ
ンターに役立つ党内と党外両方の機関を結成し
た。

B. 自主的な候補者クォータ制
1994 年の初期に、労働党の女性党員の年次

総会である労働党女性大会で、勝ち目のあるす
べての選挙区の 40％に女性を指名することを
党に義務付けるアファーマティブ・アクション・
プログラムを支持する決議が可決された。女性
大会は、特定の選挙区又は地区の政党支持者の
構成など、いくつかの要因に基づいて議席の勝
ち目を判断した。大会の参加者は、十分な女性
候補者を指名しない州及び準州の党支部に罰則
を課すことをも訴えた。4

その後同年に開かれた労働党総会で、州議会
及び連邦議会で勝ち目のある議席に立候補する
全候補者について 2002 年までに 35％を女性と
するクオータ制を定めた、女性のためのアファ
ーマティブ・アクションに関する規則が可決さ
れた。

特別措置政策を可決することは、容易なこ
とではなかった。5　労働党のいくつかの派閥
が特別措置規則の可決に反対し、２名の州知
事がこの政策に個人的に反対したが、彼らは
最終的には、この政策を支持していた首相に
連帯してこの規則に賛成票を投じた。6　総
会で投票した党員の大半は政策に賛成し、候
補者名簿に十分な女性が含まれていない場合
の罰則と、新たな予備選又は事前選定の要求
に同意した。労働党の州の管理委員会（State 
Administrative Committees） と 全 国 幹 部 会

（National Executive）には、党のすべての派閥
がアファーマティブ・アクションの目標を達成
することを確保する責務が与えられた。これま
でのところ、これらの委員会が罰則を適用した
ことは一度もない。

1996 年の選挙で、同党は新たに採択したア

ファーマティブ・アクションの目標を達成する
ことができず、当選した女性の数は大幅には伸
びなかった。労働党の女性は、男性支配的な党
の文化や、出馬するために党の事前選考を受け
るのに必要な「初期」資金の不足など、その他
の課題をも同じように取り上げない限り、アフ
ァーマティブ・アクション政策だけではオース
トラリアにおける様々な代表機関の構成を変え
るには不十分であることを直ちに確信した。

C. 資金調達ネットワーク
1997 年に全国女性労働者ネットワーク（NL 

WN）が設立された。これは EMILY’s List と
は異なって自律的な組織ではなく、労働党の全
国幹部会に対して説明責任を負っていた。2000
年にオーストラリア EMILY’s List と NLWN
の双方が、かなりの進歩はあるもののクオータ
の目標はすべての州で達成されているわけでは
ないと述べ、労働党のアファーマティブ・アク
ション政策の再評価を求める上で重要な役割を
果たした。その後 2002 年に特別に開かれた全
国規則会議（National Rules Conference）で、
2012 年までに、党内での地位、労働組合の代
表者、州及び連邦のレベルの公選職及び地位の
事前選考で、女性又は男性の代表を 40％以上
とし、残りの 20％はどちらの性に対しても開
かれる、とする新たな目標が定められた。7

結果
アファーマティブ・アクション政策は、労働

党にとって有効であった。この政策が定められ
てからの 15 年間で、1994 年には 66 名だった
女性議員の数は、2009 年５月にはオーストラ
リア全国の労働党議員の 37.6％に当たる 159 名
となり、倍以上に増えている。これとは対照的
に、オーストラリアのもう１つの大政党である
自由党では、女性は自由党議員の 22.7％に当た
る 53 名である。労働党は、西オーストラリア州、
クィーンズランド州、ビクトリア州、タスマニ
ア州、ニューサウスウェールズ州での初の女性
知事、それに本土の２準州で初の女性知事を含
めて、著名な女性指導者を何人か出すことにも
成功している。現在では、初の連邦首相であり、
労働党の全国総裁として直接に選出された初の
女性がこのリストに加わっている。8

党内で権限のある地位に就く女性が増えたこ
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とが、労働党の立法の優先課題を変えた。労働
党はいくつかの州議会において、リプロダクテ
ィブ・ライツに関する条例改正を可決させるこ
とに成功している。また、女性の保健プログラ
ム、女性のための成人教育、ドメスティック・
バイオレンス防止法、育児休暇の実践や賃金衡
平の法制化のためにも闘って成功している。こ
ういった取組が、これまでは「女性の問題」だ
と見なされていた分野だったが、いまやこれら
はオーストラリア社会のすべてに関係する社会
政策と見なされ、そのように扱われるようにな
っているのである。

このように、アファーマティブ・アクション
政策とオーストラリア EMILY’ s List の行った
努力が共に、労働党のイメージを変えた。労働
党の昔からの女性指導者は、国会と州議会は「も
はやボーイズ・クラブのような感じがしない」
と断言した。9

課題と今後の展開
労働党の女性活動家は将来に目を向けて、党

の意思決定過程と政策綱領に対する女性の影響
力を高め、維持するため、アファーマティブ・
アクションの目標を徐々に 50％に引き上げよ
うとしている。

こうした新たな目標を達成しようとするな
ら、労働党はその支持基盤におけるジェネレー
ション・ギャップの広がりに対処しなければな
らないだろう。同党は、30 歳から 45 歳のより
若い女性に対する訴求力の方が、45 歳以上の

女性に対するよりも大きいからである。ある調
査回答者は、45 歳以上の女性は今でも労働党
が主に男性の労働組合によって支配されている
と見なしているかもしれないが、より若い女性
はこのような以前からの記憶はもってないと推
測していた。アファーマティブ・アクション政
策とオーストラリア EMILY’ s List は、協調し
た戦略を組み合わせれば、女性の政治的指導力
の高まりとジェンダーに配慮した政策を実現し
得ることを立証している。
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ブルキナファソ：
自主的な政党クオータ制と法制化された政党クオータ制 1

キーワード
自主的な党内クオータ制
法制化されたクオータ制
資金調達のメカニズム

例となった政党
民主主義進歩会議
（CDP：Congress	for	Democracy	and	Progress）

一目でわかる ブルキナファソ

議会の名称 国民議会

議会の構成 一院制

選挙制度の種類 比例代表制

議会選挙 2007年 5月

当選した女性の数 111名のうち13名
（12％）

背景
1992 年に議会選挙が行われてから、ブルキ

ナファソは議会の選挙に比例代表制を用いてき
た。政党である民主主義進歩会議（CDP）が
この間、政治を支配した。140 を上回る政党が
存在し、その大部分は強力な指導者によって率
いられ、一般に国の開発促進を中心とするプロ
グラムをもっている。このため、多くの政党が、
選挙が近づいていない時期には限られた活動し
か行わない、主に選挙用の組織であり、一部は
選挙期間が終わると全く姿を消してしまう。

西アフリカの他の多くの国々と同じく、ブル
キナファソでは、意思決定の場への女性の参加
は限られてきた。2　1997 年の議会選挙以来、
女性団体はクオータ制の利用によるものを含め
て、選挙への女性の出馬の増加を要求する措置
をとってきた。いくつかの政党は女性の候補者
クオータ制を支持することを公約したが、完全
実施には至っていない。2007 年に行われた前
回の選挙で、女性が当選したのは 111 議席のう
ちわずか 13 であった。3

本ケーススタディは、ブルキナファソで
女性の参加を促進するために、政党、政治
家及び活動家が実行したいくつの戦略を提
示するものである。政治活動をする女性が、
男性指導者の支持を得て、協調して努力し
たことが、法制化された女性のための候補
者クオータ制の採択へとどのようにつなが
ったのかを検証する。
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女性の参加を高めるべき論拠
ブルキナファソは地域の趨勢の中で、隣り合

う国々やアフリカ大陸の他の国々がクオータ制
を実施しようとする努力に影響を受けた。4　
この 10 年間に、クオータ制についてのアフリ
カの経験を学ぶためにこれらの国々に出張した
女性議員や女性団体の代表者がブルキナファソ
に戻って、女性の政治参加のための地域や国際
社会での標準的なものの実現を主張した。

ブルキナファソの政治力学を認識した女性運
動は、早い時期から、自分たちの権利擁護努力
を前進させ、成果を生み出させようとするなら、
法制化されたクオータ制に対してブルキナファ
ソ大統領と議会の議長の支持を求めることが重
要であることに気付いた。クオータ制に対する
党の支持には、イデオロギー的な流れもあった
が、選挙では一般的に女性の投票者数の方が男
性よりも多いという 5　認識が高まったことは、
女性グループの要求を取り上げれば、次には党
の支持基盤を拡大できる可能性があることを意
味していた。

2009 年４月 16 日、すべての政党にクオータ
制を義務付ける法律が可決された。クオータ法
の第３条によれば、政党の候補者名簿には男女
いずれも最低 30％の候補者を含めなければな
らず、さもないと制裁を受けるとされている。
同法を守らない政党は、選挙運動のための公的
資金の配分を 50％削減されることとなる。政
党に占める女性の割合が 30％に達した、又は
これを上回った場合、その政党は追加的な資金
提供を受ける。6　この法律は 2012 年に、議会
選挙と地方選挙で適用される予定である。

採用された戦略

A. 女性の結集
政党のクオータ制を促進しようとするブルキ

ナファソの女性の政治始動は、市民団体におけ
る活動家と、政党内の女性に由来している。ま
ず、政党が国と地方のレベルで自主的なクオー
タ制を採択した。女性の党活動家と市民活動家
は、こうしたクオータ制の取組を実施するのに
必要な政党の支持を集める際に、アドボカシー

戦略を適用した。

ブルキナファソは 2003 年に、「アフリカの女
性の権利についての人間と人民の権利に関する
アフリカ憲章の議定書」、通称マプト議定書を
批准することによって、政治における女性の参
加を促進させる政治的努力の礎を築いた。この
議定書は、政治的プロセスに参加し、男性との
政治的平等を得る権利を含めて、女性にとって
の包括的権利を保証するものである。このため、
女性運動の初期のアドボカシーの取組は、同議
定書の実施と、国際的・地域的な責務を果たす
ことに向けられた。

こういった初期のころに、女性議員や市民団
体の代表者は、女性の政治参加促進のためのク
オータ制に賛否両論を表明する国際機関の指導
のもと、研修やワークショップに徐々に触れる
ようになった。アフリカの他の国々のクオータ
制について認識が高まったことにより、ブルキ
ナファソの女性政党員や女性市民活動家は、意
思決定を行う地位に就く女性代表を長期的に増
やすためには、クオータ制が効果的な手段にな
るということで意見が一致した。

B. 候補者クォータ制
CDP が最初に行ったクオータ制についての

取組は、2002 年と 2007 年の議会選挙の政党名
簿について、25％の自主的な党内女性クオー
タ制を採択することであった。2006 年の地方
選挙に先立って、CDP は農村部の候補者名簿
ではさらに引き上げた 50％の党内クオータ制
も採択した。党の指導者層からの強力な命令に
より、この後者のクオータ制が 2006 年の地方
選挙で適用された結果、6,500 名の女性が当選
し、全国の女性代表者の割合は 2002 年には 18
％だったが、2006 年の地方議会では 36％へと
倍増した。7

2006 年の地方選挙での女性の勝利に活気づ
いた女性の市民組織は、全政党に対して拘束力
を持つような、法制化されたクオータ制を成立
させるための複数年度にわたるキャンペーンを
開始した。ブルキナファソの女性組織は、政治
指導者に対するロビー活動、公開デモ、国際機
関とのつながりの強化、対メディアキャンペー
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ン、クオータ制の必要性についての意識を高め
るために男女双方の議員に対してワークショッ
プを提案するなど、多種多様な戦略を用いてク
オータ制の法制化を推し進めた。

党内クオータ制の場合と同様、クオータ制の
法制化案は当初、野党と大統領の連立与党の双
方からの抵抗に遭った。この反対は、政党に十
分な数の女性を集めることについての懸念と、
現職議員が現在の議席を失うという恐れを軸と
するものであった。こうした制限があったもの
の、2009 年にクオータ法についての議決が行
われた時には、野党の代議士の多くが CDP に
同調してクオータ制に賛成票を投じた。この法
案は議会の議員 111 名のうち 87 名の支持を受
け 8、女性組織が議会での採決を見守るために
結集した。

C. 男性との協力
コンパオレ大統領は、自身がクオータ制を強

力に支持していることを広く周知したが、これ
により、クオータ制に公然と反対することは、
大統領に公然と反対することをも意味すること
となった。女性は、この取組に関する精査を行
った議会のクオータ制特別委員会の内部を含
め、議会において他の主要な男性同調者と連携
を打ち立てることができた。9　これら男性指
導者は、CDP の全党員に法案を支持させるだ
けでなく、様々な選挙区の活動家に情報を提供
することも目的として、クオータ制について説
明を行い、意識を向上させることに邁進した。

D.ジェンダーに中立的なクォータ制の用語
当初の抵抗と、クオータ制に対して違憲の異

議申し立てが行われる恐れは、「包摂的」用語
を組み込んで法案を書き直すことによって身を
かわした。ブルキナファソのクオータ法は、明
示的に女性には言及しておらず、その記述は性
別に中立的である。「一方の性も他方の性も」、
政党名簿に占める割合が 30％を下回ってはな
らない。10　この文言が意図的に用いられたの
は、ブルキナファソの憲法が性別に基づく差別
を認めていないためである。性別に中立的な用
語が、クオータ制の可決を容易にしたのである。

今後の選挙でクオータ制の施行を促進するた

めに、国民議会又は地方議会に当選した女性の
割合が 30％に達した政党は、国から通常受け
取る資金提供の倍増で報いられる。クオータ制
を尊重しない政党は、選挙運動に割り当てられ
る公的資金の 50％を失うことになる。この基
準を満たす政党への公的資金提供の増額は、政
党が候補者名簿の最下位に女性を葬り去って、
女性が議席を獲得する見通しを減ずるのを防ぐ
ためである。11

結果
2009 年のクオータ制はブルキナファソの女

性にとって大きな勝利だと広く見なされてお
り、ブルキナファソの政治に劇的な影響を及ぼ
すと予測されている。12　政党と女性組織の間
の関係は、双方にとって互いに利益をもたらし
てきた。政党が改革を受け入れたのは、党の支
持基盤を強化する可能性と、改革により、党内
の女性が問題点を提起し、貢献する機会が高ま
ることを理解したためであった。

課題と今後の展開
自主的な候補者クオータ制と法制化された候

補者クオータ制の双方の採択は大きな達成であ
ったが、最大の試練は、次の選挙でこの法律を
実施するということだろう。法律のいくつかの
規定は曖昧で、様々に解釈される可能性がある。
たとえば同法は、どの政党が 30％基準を満た
しているかを選挙委員会が検証する方法、同法
を遵守していることを証明するためにどのよう
な種類の情報を提出することが必要か、義務付
けられている 30％を全国的に計算するのか、
それとも地域的に計算するのかなどを定めてい
ない。同法は、2012 年に行われる次回の地方
選挙と中央議会選挙で初めて試されることにな
る。

公選職に就く女性の増加が、女性にとっての
政策上の利益を生み出すペースは遅々としてい
る。前進するに当たっての重要な課題は、新た
な女性当選者に政治的能力を伸ばす機会を与え
て、彼らがより効果を上げる代表者、より競争
力のある現職となり、自党の政策に影響を及ぼ
す仕事をするようになることである。その一方
でブルキナファソの現状においては、財源不足、
政治的暴力に対する恐れ、自信のなさ、教育率
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の低さなど、政治に携わる女性にとっての伝統
的なハードルが根強く続いている。13

女性にとってのこうした社会経済的、文化的、
政治的な課題の克服は、政党の政治的意思がク
オータ制以外の領域でも持続するか否かにかか
っている。市民の問題に関する公開論議をリー
ドし、政治的プロセスに透明性を持たせ、党の
政治綱領に説明責任を持たせる権限を持つ女性
が増えているため、政治に携わるブルキナファ
ソの女性は、自国の民主主義拡大を支える有利
な立場に立つだろう。
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背景
カンボジアは、国民議会と上院から成る二院

制議会をもつ。国民議会は拘束名簿式比例代表
制で選ばれるが、上院は市町村会議員によって
間接的に選挙される。2　カンボジアは、最も
有力で中央政府とほとんどの地方政府に対する
政治的統制力を維持しているカンボジア人民党

（CPP）によって統治されている。CPP の指導
者層は依然として概ね男性優位で、意思決定
を行う地位にある女性はごくわずかだが、CPP
体制のもとにある議会での女性の割合は、1993
年の３％から 2009 年には 22％に増えている。3

カンボジアで２番目に大きく、主要野党であ
るサム・ランシー党（SRP）は、議員団におけ
る女性の人数を増やそうとしてきた。SRP は
2006 年以来、２代続けて書記長を女性にし、
SRP は女性が党の指導者層を率いる初の主要
政党となった。2008 年７月に選挙が行われて
SRP の６名の女性が議会に当選したが、これ
は SRP の議員の 23％に当たる。さらに、女性
指導者が党の上級意思決定機関の 15％を占め
た。

U
N

D
P

カンボジア王国：
政党内での、及び公選職へと、

女性の進出を促進するための女性会組織 1

キーワード
女性の結集
女性候補者のための選挙運動支援

例となった政党
サム・ランシー党（SRP）

一目でわかる カンボジア王国

議会の名称 カンボジア議会

議会の構成 二院制
（国民議会（下院）と上院）

選挙制度の種類 比例代表制（国民議会）

議会選挙 2008年 7月

当選した女性の数
（下院）

123名のうち20名
（16.3％）

本ケーススタディは、女性の参加を促進
するためにサム・ランシー党が実行した戦
略のいくつかを示すものだが、同党が、カ
ンボジアでそれを行った唯一の党だという
わけではない。本ケーススタディは選挙へ
の女性の参加、女性候補者に提供される支
援、及び女性会が党において果たす役割に
焦点を当てる。
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女性の参加を高めるべき論拠
SRP の強力な女性指導者は、他の女性を政

治に取り込むことに価値を置き、様々な組織と
の戦略的関係を通じて、女性の政治参加のイニ
シアチブに技術的・財務的支援を得ることがで
きた。女性を支援しようとする女性会の努力は
有権者と党員の間で人気が高く、SRP の男女
双方の指導者は、こうした戦略が党の近代化の
カギであるとしている。4

採用された戦略

A. 女性会の結集
SRP の女性会は党内で女性が成し遂げた前

進において重要な役割を果たし、カンボジアの
政治における女性の役割を強化するための画期
的戦略を生み出した。SRP は 1995 年にカンボ
ジアの労働者によって設立されたが、その多く
が女性であった。SRP の創設党員は Saumura 
Tioulong のような影響力ある個人を含めて、
SRP の扉を女性の政治参加の高まりに開放す
ることが党とカンボジアの民主主義にもたらす
利点を認識していた。このため女性会は、女性
に働きかけ、女性を支援するという使命を持っ
て設立された SRP の初期からの党の機構の１
つであった。女性会の議長は、女性党員によっ
て選出された。

SRP の女性会は、党により多くの女性を巻
き込み、権限を与えるための漸進的な党方針を
導入した。その中には、役員会のクオータ制、
女性候補者への研修、女性候補者の選挙運動パ
ッケージ、市民教育のためのラジオ番組（女
性の声－女性の選択）、さらに女性のための政
策的優先課題に関する法律を導入するための
SRP の女性議員との調整努力などが含まれて
いた。女性会はカンボジア難民を含めた国内外
の組織との相乗効果を生むような協力関係を発
展させることでも、党における女性のニーズを
主張した。

女性会は党の指導者層に対して、党の最高意
思決定機関に少なくとも最低限の女性代表を出
すことを確保するために、党の役員会の 15％
クオータ制を主張した。有資格の女性候補者を

優先し、候補者の得票数が同点の場合には女性
に有利な解決を図るよう党に要請する政策案
も、女性会から出たものであった。これらの政
策は、最終的に党によって採択された。その後、
SRP の女性会は女性の党活動家と地方及び中
央の議会への女性立候補者に対して研修を提供
するために努力した。これら研修は、遊説、メ
ディア、メッセージの立案、広報を含めて必要
な政治的スキルを女性候補者に提供するのに役
立った。女性会の研修は、カンボジアの教育率
と識字率が低いことを考えれば、なおさら女性
にとって情報と能力開発の貴重な提供源となっ
た。

SRP の女性会は、党の女性研修プログラム
の資金調達、立案及び実施のために、相乗効果
を生むような国際機関との協力関係を求めた。
これらプログラムは参加者に人気で評判がよ
く、SRP の党指導者層は女性会に対して、研
修の取組を継続、拡大するよう求めた。女性会
の指導者層は、それらプログラムの今後の資金
調達は、プログラムが具体的な結果を示すこと
ができるかどうか、すなわち女性からの参加を
増やすことができるかどうか次第であることを
示唆した。つまり女性会は、最終的には研修プ
ログラムに対する指導者層の関心を活用して、
党内の 15％クオータ制に指導者層から承認を
得ることにこぎつけたのである。

SRP の男性指導者層は、女性会の活動を概
ね支持していた。SRP の指導者は国際機関や
ヨーロッパの政党との関係を確立しており、多
くが海外で教育を受けていたことが、SRP と
カンボジアの他の政党とを区別する点であり、
それが政治における男女共同参画を重んじる党
の文化に貢献した。

B. 女性候補者に対する選挙運動の援助
資金調達は、カンボジアで公選職に就こうと

する女性にとって一貫した難問である。2007
年の市町村議会選挙に先立って、女性会は議会
への女性立候補者の１人１人に支援パッケージ
を配布したが、それには、選挙運動に適した１
組の衣服、選挙区を動き回るための自転車その
他の資源が含まれていた。党は、大部分が貧し
く自前の資源をほとんどもたない女性候補者の
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選挙運動ニーズに直接に応えるために、金銭で
はなくこうした品目を提供した。SRP の女性
会は、党の女性候補者に追加的な財務支援を提
供するための党内資金を設けるための措置もと
った。

国際機関からの援助を得たSRPの女性会は、
女性が政治に参加し、選挙に出馬する理由と方
法に焦点を当てた「女性の声－女性の選択」と
いう超党派のラジオ番組の立ち上げに手を貸し
た。これは、女性が日常生活で直面する難問と、
現職の公選職員がこうした難問を解決する能力
又は意欲を持っていないことを描くドラマ仕立
てのラジオ番組であった。その目的は、女性自
身が政治に携わることの必要性を実証すること
であった。この番組の後半は、SRP と関係す
る著名な女性を含めたゲストが出演するトーク
ショーであった。党はこの番組が非常に効果的
であると考え、番組を継続するために追加的な
資源を求めるという意向を示した。

女性会は、雇用、インフレやその他の基本的
な経済的関心事など、女性にとっての優先課題
に関して議会で政策を提示するために、議会で
知名度の高い数名の女性指導者と SRP の党指
導者の間での主要な調整役を演じた。党外での
立場を強化するために、女性会は女性が圧倒的
に多い衣料産業の労働組合や労働者組織に働き
かけ、カンボジア難民の指導者を自分たちの活
動に携わらせるための努力を行った。

SRP の女性会は、党内の意思決定機関全般
と候補者選定について、これまで以上に意欲的
なクオータ制を求める戦略的計画を策定した。
党内でのクオータ制反対は依然として強く、追
加的な党内クオータ制の導入を阻んできた。女
性会は、クオータ制の提唱と達成を助ける強力
な女性指導者の予備要員を創り上げるために、
女性候補者に対する党内の批判を予測し、クオ
ータ制の背後にある理由についての認識を高
め、女性党員の能力増進に投資することでこの
批判に対応してきた。

結果
2007 年の地方選挙で SRP の女性会が用いた

研修戦略は、女性の当選を助けるのに役立ち、

当選した SRP の地方議会議員の数は 46 名から
273 名へと大躍進して、600％以上の増加とな
った。女性会のラジオ番組は、政府がメディア
の主流に影響力をもっているにもかかわらず、
女性有権者に届くという点で同様に成功した。
もっと広く見れば、SRP の女性会の活動は、
SRP の女性国会議員に対する敬意を育て、そ
の影響力を高め、党の最高指導者レベルにおけ
る女性の存在を制度化し、数百名の女性が公選
職を求めて争い、公選職を務めるのに必要なス
キルを伸ばすのを助ける上で功績があったとさ
れてきた。

課題と今後の展開
SRP は、政治に携わるカンボジアの女性を

支援するための種々の活動を実施し、それを、
少数党という制限された政治環境の中で行って
きた。SRP の女性会が動くことのできる政治
的スペースは限られており、ひいてはそのこと
が彼女らの努力の及ぼす影響を制限する。女性
会は SRP 内部でも、政治的権力を男性と女性
の間でどのように配分すべきかについての強力
な伝統的考え方だけでなく、性差に基づく教育
と識字率の格差とも闘わなければならなかっ
た。しかし、SRP の女性会は、カンボジアの
政党における女性の関与を高める上で決定的な
土台を築いた。短期的には、SRP の女性は貴
重な政治的経験を得て、ネットワークを作り上
げつつあり、他方で党は多様な支持基盤を築き
つつある。

他の政党も、女性の参加という点では成功を
記録している。与党 CPP 党の女性代表が議会に
送り出している議員の数は、SRP よりも多い。5 

CPP も女性に手を差し伸べようとし、研修や、
国、州、市町村レベルの CPP の党内委員会に
女性枠を設けるなどのその他のプログラムを採
用してきた。CPP の女性副首相には、女性の
全国組織と連絡を取り、同党への女性の参加を
奨励するという党内での責任が与えられた。
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章末注
1	 本ケーススタディは、女性の政治参加を促進することを目

指すカンボジア国内のすべての取組又はすべての組織につ
いての包括的な分析を示すものではなく、１つの党の具体
的な措置を詳細に紹介するものである。分析と提言は必ず
しも、UNDP又はNDI の意見を反映してはいない。

2	 Inter-Parliamentary	Union	(IPU).	“Cambodia	Parliamentary	
Chamber:	Constituent	Assembly	(1993)”.	2012年１月に
アクセスしたhttp://195.65.105.150/parline-e/reports/
arc/2051_93.htmにおいて閲覧可能であった。

3	 同上。
4	 2009年 9月に開かれた女性の地位に関する議会委員会と

男女共同参画に関わるその他の諸委員会のメンバーのための
第４回会議、「議会は女性に対して開かれているか？―その
評価」で行った、サム・ランシー党指導者との面接調査。会
議に関する文書は、2012 年１月にアクセスした http://
www.ipu.org/splz-e/gender09.htmで閲覧可能であった。

5	 同上。
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背景
カナダの政治は、立憲君主制と強力な民主主

義的伝統を持つ連邦議会政治制度という枠組の
中で運営されている。国の立法慣行の多くは英
国議会が定めた、成文化されていない慣習と前
例に由来している。2008 年に選挙が行われた
下院に代表を出している政党には、ブロック・
ケベコワ（ケベックの国民主義政党）、カナダ
保守党、カナダ自由党、新民主党（NDP、社
会民主主義政党）などがある。3　他の政党制
度とは対照的に、カナダの連邦レベルの政党と
州の政党とのつながりは、類似した名称をもつ
にもかかわらずゆるやかである。例外は、種々
の政治的レベルで加入者が共通し、組織的に統
合されている NDP である。

2008 年の選挙では、下院に当選した代議員
の 22％、州や準州の立法府と市町村議会の 23
％を女性が占めた。4　これらの数字はカナダ
の女性にとって、特に連邦レベルではこれまで
の最高記録であるが、政治における女性の割合
は、1993 年に下院で女性が初めて 21％を獲得
してから 17 年間で１％しか増えていない。5　
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資金調達ネットワーク
候補者指名規則
党の綱領

例となった政党
自由党

一目でわかる カナダ

議会の名称 カナダ議会

議会の構成 二院制（上院と下院）

選挙制度の種類 相対多数制／絶対多数制
（下院）

議会選挙 2008年10月

当選した女性の数
（下院）

240名のうち68名
（22.1％）2

カナダ：
資金調達ネットワークと候補者指名規則を利用した

女性候補者の支援 1

本ケーススタディは、党内及び選挙の状
況の中での女性の参加を促進するために自
由党が実行した戦略のいくつかを提示する
ものである。NDPが実行した取組のいくつ
か（別のコラムに記載されている）も参照
する。本ケーススタディは下院における女
性の参加に焦点を当てるが、上院及び州の
レベルにおいても、女性の参加におけるい
くつかの重要な前進があった。
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女性は立候補に必要な資金を集めることと、育
児や介護をする必要のバランスを取るという社
会経済的な課題に加えて、カナダの小選挙区制
度のもとで党の指名を勝ち取ることと総選挙で
闘うことの双方において、多くの構造的な障害
物にも直面している。その結果、過去 30 年間で、
自由党と NDP は女性をそれぞれの党に入らせ、
公選職に就かせるのに役立てるためのユニーク
なプログラムと方針を実施することを推し進め
てきた。

女性の参加を高めるべき論拠
カナダの女性政治活動家は、現在ではフェイ

マス・ファイブと呼ばれている Emily Murphy
ほか、アルバータ州の 4 名の著名な女権活動家
を鑑としてきた。フェイマス・ファイブは、英
領北アメリカ法（1867 年 BNA 法）のもとで女
性が法律的に認められ、男性と同じ政治的、法
的権利をもつための闘いに勝利したのである。
1916 年から 1929 年にかけて、女性たちはアル
バータ州最高裁、連邦上院、カナダ最高裁とイ
ングランドの枢密院司法委員会に対して、Emily 
Murphy がアルバータ州で最初の女性の警察判
事及び連邦上院議員を務めることを認めるよう
異議申し立てを行った。枢密院は、「すべての公
職から女性を排除することは、我々よりも野蛮
だった時代の遺物である。また、『人』という語
になぜ女性が含まれるのかと訊ねる人々に対す
る自明の答は、『なぜ含まれないのか？』という
ものである」という判断を示した。6

しかし 1980 年代半ばには、フェイマス・フ
ァイブ裁判の勢いは、他国では見ることのでき
た女性の代表と参加の大幅な伸びにつながらな
かったという認識が高まってきた。7　カナダ
の女性の政党活動家と市民活動家は女性党員と
当選者の人数を増やすための取組を採用するよ
う政党指導者に働きかけた。自由党と NDP の
指導者たちは、半世紀にわたるフェミニスト運
動が男女共同参画の慣行に対する受容性を高め
たことを認めるとともに、彼らの主なライバル
である保守党が女性を指名し、選ぶことにかけ
ては好調な実績をあげていないことから、選挙
で勝てる機会があることも指摘した。8　たと
えば、2007 年の選挙で自由党の Stéphane Dion
の特別顧問を務めた Gerard Kennedy は次のよ

うに述べて自由党の党内クオータ制を正当化し
た。「党は一般論として、このこと（女性の議
員が少ないこと）は、正すべき矛盾であること
に合意している…これはもうとうに正されてい
てしかるべきことである」。9　女性を取り込む
と報道での論調が有利になり、女性有権者を結
集できることを目にし始めると、政党は様々な
レべルで政策決定過程への女性の影響力が高ま
るような追加的戦略を模索することを、以前よ
りも受け入れるようになった。

採用された戦略
自由党の女性は、1980 年代に議会の女性議

員を増やすことを要求した活動家の仲間であっ
た。変革への弾みをより幅広く育もうと、自由
党の女性は、政治への足がかりを得ようとする
時に多くの女性が直面していた資金調達という
ハードルを克服することを目指すネットワーク
と制度を創り出すためにまとまった。その後、
党で知名度の高かった女性は、女性にとっての
優先政策を党の綱領に組み込むと共に候補者の
党内クオータ制を実施するために、党指導者層
から得る支援を確かなものとすることができた。

A. 資金調達手段：Judy	LaMarsh 基金
女性候補者への支援を向上させることの必要

性を認識した自由党は、党の正式な資金調達機
構に女性を引き入れて、女性が選挙運動に十分
な資金を得ることを確保しようとした。自由党
の女性は、他の分野から強力で大量の女性指導
者を党に引き込むとともに、党に関わる女性が
党の活動家及び支持者としての価値を実証でき
るようにする、という二重の役割を果たす資金
調達ネットワークを構築した。

1984 年には、公選職に就いている女性の
人数の少なさと、彼女たちに政治的権限が不
足していることに挫折感を持った自由党の女
性指導者たちがジュディ・ラマーシュ（Judy 
Lamarsh）基金を設立した。10　この基金は、
自由党から連邦初の女性の閣僚となり、公的
財源で賄われる国民皆保険制度や王立女性の
地位委員会の創設など、女性にとっての進歩
主義的な立法を導入するために努力した Judy 
LaMarsh のリーダーシップを顕彰して命名さ
れた。Judy LaMarsh 基金の創設者たちは、女
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性候補者が議会に選出されるのに役立てるため
に、資金を調達し、女性候補者のために支出す
る党の仕組みを創り出そうとした。この基金が
次第に成功するようになると、党内の一部もこ
の基金を、党を確立し、党の基盤を拡大してよ
り多くの女性を含めるようにするための手段で
ある、と見なし始めた。

Judy LaMarsh 基金は、主に資金集めのイベ
ントを通じて寄付者から資金を調達する。この
基金はカナダの政党財務規則の枠内で活動しな
ければならないが、この規則は、個人からいず
れの政党へも寄付を年間総額で最大 1,000 カナ
ダドル、選挙区連へ 1,000 カナダドル、登録さ
れている政党の党首に立候補する者に対して立
候補１度について 1,000 カナダドル（この金額
は毎年インフレ調整を受ける。）に制限してい
る。11　Judy LaMarsh 基金は、個人寄付を求
めて直接に党と競合するような仕組みになって
いる。この要素は一般的な資金調達能力を制限
するが、基金はより多くの女性寄付者を党にも
たらし、より多くの女性を党への寄付者、ボラ
ンティア、及び活動家として結集する上でそれ
なりに成功してきた。

B. 党の綱領に影響を及ぼす：ピンクブック
自由党は資金調達努力に加えて、党内で女性

を結集させるための他の戦略も実行してきた。
Judy LaMarsh 基金の成功と、党の指導者層の
重要な地位への女性の配属を基礎として、自由
党は、党の男女共同参画のビジョンを示し、女
性にとっての優先的問題に焦点を置く公共政策
案の概略を示す、新たなピンクブックと呼ば
れる党文書を導入した。2006 年に発表された
ピンクブックは、「カナダにおいて女性、特に
働く女性とその家族、育児・介護の担い手や高
齢者が直面している最も急務の社会的、経済的
課題に対処するための一連の政策を提案してい
る」。12 政策案には、女性にとって喫緊の、特
に教育や雇用に関する関心事が反映されてい
た。ピンクブックは、自由党の女性議員団が、
女性について有権者に語る時に党が利用し、参
照することのできる綱領を策定しようとして始
めたものである。その後の女性連邦議員候補者
もピンクブックの初期の支持者であり、選挙運
動にこれを利用した。

党内の男女双方から前向きな反応があったこ
とをもとに、2007 年には「女性に対する暴力、
住宅、先住民の女性、移民や難民の女性、及び
農村の女性」などの問題点を含めて政策の焦点
を拡大したピンクブックの２冊目が発表され
た。13　2009 年には３冊目が発表された。ピン
クブック・シリーズは、主に自由党の女性によ
り、カナダの女性のニーズと利益が幅広く反映
されることを確実にするために、女性組織や政
策専門家との協議を伴う包摂的なプロセスを経
て執筆された。ピンクブックはこのような方法
で、自由党が女性組織との絆を強化し、市民の
関心事への対応力を高めるのに役立った。自由
党の元下院議員は、ピンクブックは「女性の組
織やそのメンバーとつながりを持てるようにす
るための素晴らしい媒体」14　であると述べた。
さらに、ピンクブックの背後にある本質とプロ
セスにより、自由党が女性の問題に真剣である
ことが一部の市民組織に実証されたことは、自
由党が女性基盤を拡大し、才能があり政治的に
賢明な女性を党に引き付けるのに役立った。

C. 党内の候補者クォータ制
自由党は指導者層主導の機関であるため、党

指導者からの強力な支持がなければ、党が女性
の政治参加促進への積極的な取組を拡大するこ
とはあり得ないことを女性たちは認識した。自
由党の女性は、党首の Michael Ignatieff とそ
の前任者である Stéphane Dion が議会の党候
補者の３分の１を女性にすることを呼びかけた
2007 年になって、ついにこの重要な支持を得
た。党内クオータ制に対する彼らの支持と、女
性の参加が党にとって持つ価値に関する公式声
明は、この取組が受け入れられることを助長し
た。カナダは小選挙区制であるため、自由党は
各選挙区が議会の予備選に女性候補を募集する
ための「強力な努力」を各選挙区に義務付ける
党方針を可決することで、このクオータ制を実
施しようとした。選挙区の自由党組織がこの要
件を達成しない場合、党の中央事務所はその候
補者を認定せず、予備選は開かれない。さらに、
党の中央事務所は１度の選挙で議会の最高 25
選挙区の指名を無効にして、独自で選んだ候補
を配置することができる。

こうした手段は、クオータ制の施行を促進し
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たが、党の中央事務所も地方事務所も、「強力
な努力」という語句の曖昧さに悩んだ。自由党
は、立候補する女性を募集するために、女性候
補者募集ディレクターを任命した。党は、33％
目標を達成するのに役立てるために、地方レベ
ルで認可委員会（green light committee）も設
けた。これらの委員会は、潜在的候補者の個人
情報を編集し、面接を行い、評価と精査を行う
ためのものであった。15　募集は地方レベルで
行われることが多く、党委員会が候補者の募集
に費やす努力の量が地区や地域ごとに異なって
いた。

結果
自由党内における資金調達メカニズムの採

用により、当選する女性の割合が上昇した。

Judy LaMarsh 基金が創設された時には、自由
党が連邦議会に送り込む代議士における女性
の割合は低く、1980 年には当選した自由党議
員の７％、1984 年で 13％であった。1993 年に
は、この数字は 20％へと跳ね上がった。当選
した自由党議員に女性が占める割合は、それ以
降 20％を割り込むことはなく、2008 年の全国
選挙では 25％に達した。16　同 2008 年の選挙
では、連邦議会への自由党からの立候補者 307
名のうち、女性が 113 名となり、立候補者の
36.9％を占めて、自由党は党内クオータを達成
した。17 さらに、自由党内で行われた女性候補
への支持と資金調達についての公開の対話が、
より広くカナダ全体における政治状況に反響し
たため、いまや死に体であった進歩保守党は
Ellen Fairclough 基金と呼ばれる、女性のため

女性を支援するための自由党の画期的な取組と並んで、カナダのNDPも、党内における女性の役割を強化するた
めにいくつか重要な方針を実施してきた。1980年代に、NDPの女性が組織をつくり、同党の多様性調査を実施した。
これは、党の掲げている男女共同参画という使命と、女性の選挙区における状況の現実との間にギャップがあることを
実証するとともに、勝てる選挙区に女性を配置することに取り組むという党方針を導くためであった。NDPはまた、女
性候補の選挙運動関連費用に補助金を出すことによって、資金調達という女性の課題に対処するための努力も行った。

候補者の募集を多様化する

2005年に州選挙が行われた後、ブリティッシュ・コロンビア州のNDP指導者は、政治的平等に対するNDPの取
組について熟考し、選挙結果が党の公言している女性への支援に見合っていなかったと判断した。数千名の党員と協議
を行った後、NDPは党報告書を作成した。これは、党の指名プロセスをより多様な候補者の予備要員に対して開放す
るための実際的な措置についての提言を盛り込み、勝てる可能性のある選挙区により多くの女性や、その他の過少代表
の候補者を配置するという目標の設定方法と達成方法について詳述するものであった。特に着目されたのが、有色女性
や、過少代表となっている人口特性を複合的に体現している者が直面する「二重の不利」を認識し、そのことへの便宜
を図ることの必要性であった。1

党が公言している女性への責任をてこに、党の女性活動家は2007年のブリティッシュ・コロンビア州のNDP大会
で同報告書を提示し、承認を得ることができた。「公正の責務」（Equity	Mandate）と呼ばれている同報告書には、
主な提言が次の3点含まれていた。
・現職がいないすべての選挙区の30％，すなわち「タイプ１」を、女性候補者に指定する。
・現職がいない選挙区の10％，すなわち「タイプ２」を、性別以外の過少代表となっている人口特性をもつグルー
プからの候補者に指定する。

・勝つ可能性があることをNDPが証明してきた「タイプ３の選挙区」に女性を配置するため、NDPの現職議員が
再選を求めない選挙区には自動的に女性候補者が指名する。2

注

1　2010年２月に行った、ブリティッシュ・コロンビア州のNDPの党活動家との面接調査。
2　同上。

カナダ新民主党（NDP）：
多彩な候補者募集と選挙運動費用に充てる補助金
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の類似の資金調達の取組を独自に開始した。

ピンクブックもドメスティック・バイオレン
スなどの重要問題が自由党の綱領の一部になる
など、同様に政治領域に影響を及ぼした。2004
年には、ピンクブックで主唱されていた国家保
育プログラム（National Child Care Program）
を導入しようとする努力が行われた。

総じて言えば、女性は、積極的な女性部、資
金調達、協力的な指導部、女性の優先課題を含
めた政策ビジョン、さらには、こうした戦術と
選挙戦略との間の明確な関連性を通じて、女性
の上級国家政策アドバイザーの指名を含めて、
自由党内において影響力ある地位を得た。

課題と今後の展開
自由党の Judy LaMarsh 基金と、女性の立候

補者を全体の３分の１にするという党内クオー
タ制は、この政党により多くの女性をもたらし
たが、こうした取組の範囲とそれに続くイン
パクトは、連邦議会に限定されてきた。Judy 
LaMarsh 基金は、公選職に立候補する女性へ
の援助を模索しているが、その努力を拡大すれ
ば、限りのある個々の選挙運動への出資金を求
める競争をさらに激化させる可能性がある。

同様に、連邦議会における少数政党であると
いう政治的現実が、自由党がピンクブックの政
策提案を成就できる力を妨げてきた。ピンクブ
ックは、面接調査のある対象者が「全然圧倒的
ではない」と述べたように、立法にはわずかな
影響しか及ぼしていない。18　その一方で自由
党の指導者層は、女性を政治に引き込むことを
支持しながらも依然として主に男性である。

女性が公選職に就く道を支援しようとする自
由党と NDP の努力にもかかわらず、組織とし
ての連邦議会は、主たる育児や介護の責任を持
つ個人に難問を突き付け続けている。カナダは
大きな国で、多くの議員が、首都オタワから何
千マイルも離れた選挙区を代表している。議員
が首都にいることを要求される時間の長さと議
会の夜間の開会や投票のために、家庭生活と政
治生活のバランスを取ることは難しい。女性の
方が主たる育児・介護の担い手であることが多

く、そのことが男性議員よりも女性議員にとっ
て結果的に大きな障害となっている。面接調査
に応じた女性指導者数名は、自党は、年少の子
供をもつ議員に便宜を図るために会期を学校の
年間予定に合わせて変更すること、特定の委員
会の会合や公聴会に代えてビデオ会議を利用す
ること、議員が物理的に出席しなくても投票で
きるような安全性の高いソフトウェアの開発な
ど、議会がよりジェンダーに配慮したものにな
るのに役立つ改革を導入しても良いのではない
かと示唆した。自由党と NDP がすでに実施し
た画期的な戦略は、女性によるカナダ政治への
公平な参加と影響力に対していまなお残る障害
を解決しようとする、意思と能力の存在を示唆
している。
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クセスした http://www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/HFER/
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campaign-finance-laws-canada#overview において閲覧
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13	同上。
14	元自由党議員、2009年７月。
15	Jolly,	2007.
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クロアチア共和国：
候補者クオータ制と能力増進研修に対する女性会の支援 1
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キーワード
女性の結集
女性会
党内クオータ制

例となった政党
社会民主党（SDP）

一目でわかる クロアチア共和国

議会の名称 クロアチア議会

議会の構成 一院制

選挙制度の種類 比例代表制

議会選挙 2007年11月

当選した女性の数 153名のうち32名
（20.9％）

背景
クロアチアは過去 20 年で独立を獲得し、北

大西洋条約機構に加盟し、欧州連合の加盟候補
国となった。独立後間もないころは、ユーゴス
ラビアの分裂をめぐる戦争という困難な状況の
中にあった。2000 年以降、クロアチアは複数
政党制度を持ち、クロアチア民主同盟と社会民
主党（SDP）の２大政党が議会における議席を
支配している。クロアチアの一院制議会の議員
は、政党名簿比例代表選挙制によって選出され
る。クロアチアにおいては、他に少なくとも６
つの政党が重要な役割を果たしており、また、
２大政党の１つと連立することが一般的である。

男女共同参画の法制化を強く求める市民団体
と活動家からの圧力は、議会における女性の参
加を高めるのに役立った。1990 年には、女性
が議会の議員に占める割合はわずか 4.6％であ
ったが、この割合は 1995 年には 7.9％、2000 年
には 17.8％に上昇した。2011 年には、女性は議
会の議席の 23.5％を占めた。2　市民団体は指
導的女性政治家と連携して、1990年代中盤以来、
政党の選挙候補者名簿に最低限、女性の代表を
30％含めることを主唱してきた。彼らは、クオ
ータ制の賛否に関する論争も続けてきた。

本ケーススタディでは、女性の参加を促
進するために社会民主党が実行している戦
略のいくつかを提示するが、同党が、クロ
アチアでこのような戦略を実行してきた唯
一の政党だというわけではない。本ケース
スタディは、党内での女性の結集と党内ク
オータ制の採択に焦点を置く。
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クロアチアの議会と政府における政策は、こ
の圧力への対応の一つとして、女性の参加を促
進してきた。2003 年の男女共同参画法は、過
少代表の性が、全人口に占める割合に相当する
代表の選出割合を徐々に達成できるように、公
務員を含めて、立法府、行政府、司法府の各々
における特別措置の利用を通じて男女均衡を促
進することを義務付けている。3　同法は、選
挙候補者の男女均衡を達成するための行動計画
を採択することをも登録政党に義務付けている。

女性の参加を高めるべき論拠
SDP の 民 主 女 性 フ ォ ー ラ ム（SDWF） が

1995 年に党内の内部組織として結成された。
SDP の女性活動家が、主に党内における女性
の参加率の低さに対処するために女性会を設け
ようとしたのである。SDP のある女性党員は、
独立間もないころは、女性が「家にとどまり、
赤ん坊を生むことを期待された」時期であった
と述べた。4　SDWF を設立した女性の数名は、
欧州の他の社会民主主義政党で働いた経験があ
り、クロアチアの SDP に、男女共同参画に関
してこれらの政党を見習わせようとした。

過去 15 年間に、SDWF は SDP がクロアチ
アの女性を政治面で代表する声となるのに手
を貸してきた。女性は党の機構のみならず、全
国の様々な立法機関で指導的な役割を占めてい
る。2010年には、SDPの執行委員会の40％以上、
そして２名いる副総裁の１名が女性である。こ
の成功は、党内クオータ制の導入、党内の著名
な女性からの支持、そして女性にとっての優先
的問題に関する立法計画と方針の作成によるも
のと言える。

採用された戦略

A. 女性会の結成
女性に対する党からの働きかけを高める意欲

をもつ SDP の活動家は、様々なレベルで地方
支部事務所をもつ女性会を党内に設けることを
推進した。1995 年の設立後、SDWF は市民団
体及び労働組合と戦略的関係を発展させ、党内
クオータ制を実施し、女性党員にスキル開発機
会を提供し、女性にとっての政策上の優先課題
に関する地方レベルでの綱領を策定するための

努力を行った。

1990 年代には、SDP は小さな政党であった。
1992 年から 1995 年にかけての議員数は女性２
名を含む６名で、1995 年から 2000 年にかけて
は女性３名を含めて９名であった。当時の党の
規模と女性党員の数の少なさから、女性活動家
たちは、もっと幅を広げてより多くの女性にア
ピールしない限り、女性のための政党フォーラ
ムをつくるという目的は達成できないことを認
識した。このため、SDWF は女性に対して加
入前に党員であることを義務付けず、非政府・
労働部門から党員でない女性が SDWF の活動
に参加することを可能にした。5　このアプロ
ーチは、党の女性会をより多数の女性に開放し、
女性の市民指導者を党に勧誘するのに役立った
だけでなく、SDWF と、女性の市民団体や労
働組合との間の絆の強化をももたらした。こう
した絆が SDWF と市民団体の双方に役立ち、
市民団体は重要な法律を策定する際に、党が頼
ることのできる盟友となってきた。

B. 党内クォータ制
SDWF の初期の取組の１つが、中央議会選

挙や地方議会選挙における候補者名簿を含め
て、党のすべての機構において「過少代表の性」
のために 40％の党内クオータ制を可決するこ
とであった。過少代表の性という言い方がなさ
れたのは、クオータ制が差別的である、又は男
性の参加に影響を及ぼす可能性があることを懸
念しかねない男性からの反対を抑えるためであ
った。SDWF は女性の政治参加に対する保守
的な態度に対抗するため、また、SDP とクロ
アチアの他の政党とを差別化するための手段と
して、精力的にこのクオータ制を促進した。
SDP の女性は、男女共同参画に関して欧州の
多くの社会民主主義政党がすでに確立していた
ベストプラクティスについての認識を向上させ
た。SDWF はこのために、政治的指導者層に
クオータ制の必要性を説得するための努力とし
て、欧州の他の政党の例を利用した。最終的に
1996 年になって、SDP の自主的クオータ制は
党内の派閥からの大きな抵抗もなく受け入れら
れ、党大会において全会一致で可決された。

SDWF は広範囲にわたる女性メンバーのた
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めの研修プログラムを通じて、クオータ制方針
を補強した。これらの研修に際して、SDWFは、
援助を提供し、研修を実施することができる欧
州の政党と政治財団との関係を活用した。研修
プログラムは、候補者とすでに公選職にある者
の双方の女性が有用なスキルを伸ばすのを支援
する上で有効であった。実際的な経験を持つ女
性がほとんどいなかった政治的交流活動の分野
には、特に重点が置かれた。こうしたプログラ
ムとワークショップは、女性政治家の幅広いネ
ットワークの展開を助ける上でも効果的であっ
た。このネットワークの存在により、経験を積
んだ女性でクオータ制で定めた割合を埋めるこ
とが可能になったのである。

2007 年の全国選挙に先立って、SDP はドメ
スティック・バイオレンス、平等賃金、育児や
リプロダクティブ・ライツを含めて、クロアチ
アの女性にとっての優先課題である数々の問題
点に関する党の立場を示した。2009 年 5 月、
SDWF は地方選挙のために男女共同参画に関
する綱領文書を作成することも支持し、これが
全国に配布されて、地方の SDP 候補によって
広く採用された。これら地方版綱領には、すべ
ての地方レベルやその他の党支部が存在する場
所に女性会をつくるという党の戦略から生まれ
た、町、市や郡のレベルの女性会を広範につ
ないだ SDP のネットワークが助けとなった。
SDP には一時、200 もの女性支部事務所があっ
たのである。6

結果
SDP が中央議会の議席に占める割合は近年

増加しており、それとともに、議員団における
女性の数も増加している。党内クオータ制は、
中央議会における女性代表の拡大に貢献し、
2007 年の選挙の後で、女性は SDP の議員グル
ープにおいて 32％を占めた。数名の女性が、
議会の中で SDP 議員団の副団長を含め影響力
のある地位に就いており、農業、家族・青少年、
社会事業や男女共同参画に関する委員会でも力
のある女性が議長や副議長を務めてきた。その
結果、SDP の女性議員は、男女共同参画法、
差別防止法やドメスティック・バイオレンス防
止法などの重要な立法を促進する上でも重要な
役割を果たしてきた。

SDP の数名の活動家によれば、女性は党の
意思決定過程にも実際に関わっている。SDP
の中央役員会（Main Board）のメンバーとな
っている女性は、党の候補者名簿の承認に関与
し、クオータ制の遵守を監督している。地方レ
ベルでは、地方の行政機関に選出された SDP
所属の当選者の 29％を女性が占め、男女共同
参画に関する 2009 年の綱領文書を踏まえて、
医療専門職、言語療法士、心理学者を追加的に
雇用してクロアチアのすべての小学校の正規職
員とすることなど、有意義な社会政策の先陣を
切っている。

課題と今後の展開
SDP のクオータ制は、政党名簿への女性の

掲載という問題を取り上げることで、強化する
ことが可能である。党の指導者層は政党名簿の
最終的な作成について、かなりの裁量を持ち続
けている。SDWF は、候補者選定プロセスに
一般の党員をより直接的に関与させるような、
よりボトムアップ型の候補者選定プロセスを求
めてきた。

SDP には、女性の参加と影響力を高めよう
としている積極的な女性理事会がある。党はこ
のことが、女性と女性にとっての重要問題を最
もよく代表する党として、SDP が有権者の間
で評判を高める上で役立ってきたことを認識し
ている。SDWF が行ってきた立法作業とプロ
グラムの策定も、この認識に貢献してきた。前
進するに当たって SDP と SDWF にとっての課
題は、求めている男女公正へと向かって、さら
に歩を進めることができるよう、女性の政治参
加を妨げる政治的、社会的、経済的要因に対処
してきたこれまでの努力を発展させるため、連
立相手と共働していくこととなろう。
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htmにおいて閲覧可能であった。2008年に行われた修正
により、「過少代表の性」とは、意思決定機関における１つ
の性の参加が40％を下回った場合を意味していることが明
確になっている。

4	 2009年７月に行ったSDWFのメンバーとの面接調査。
5	 Leakovick,	K.	(2004).	“Political	Party	Quotas	in	the	

Croatian	Social	Democrat	Party.”	International	IDEA。
2012年１月にアクセスした http://www.quotaproject.
org/CS/Croatia.pdf において閲覧可能であった。

6	 同上。
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背景
1979 年から 1992 年にかけて行われた内戦が

終結して以来、エルサルバドルは民主主義の確
立へと向けて大きく前進してきたが、近年の選
挙は、不正が起きる可能性があるという脅威の
もとで行われてきた。2009 年の議会選挙では、
ファラブンド・マルティ民族解放戦線（FMLN）
が 43％という相対多数を勝ち取り、国民共和
同盟（ARENA）がそれに迫る第２党となっ
た。キリスト教民主党、国民調和党、民主改革
の３つの少数政党も、国の立法議会に議席を得
た。2009 年の大統領選では、ARENA が過半
数与党として政権の座にあった 20 年間の後に、
FMLN が結党以来初めて勝利した。

エルサルバドルの政治への女性の代表選出と
女性の関与の実績は、成否さまざまである。議
会は 19％の女性議員を含んでおり、女性の代
表という点から見ると、世界的にも地域的にも
同国は中間範囲に属している。2　しかし内閣
は男性が優勢なままで、閣僚 15 名のうち 13 名
が男性である。さらに、地方レベルでは市長に
おける女性の割合は 11％程度である。3

キーワード
党内組織
自主的クオータ制
女性議員団

例となった政党
ファラブンド・マルティ民族解放戦線（FMLN）

その他の例
エルサルバドル現職・元女性議員協会（ASPARLEXSAL）

一目でわかる エルサルバドル共和国

議会の名称 立法議会

議会の構成 一院制

選挙制度の種類 名簿比例代表制

議会選挙 2009年 1月

当選した女性の数 84名のうち16名
（19.1％）

エルサルバドル共和国：
解放後の政治において女性の参加を促進するための戦略 1

エルサルバドルでは、孤立するので
はなく、党を分かつ境界線を越えて協
力すれば、政治分野で女性にとっての
課題に対処するため、より多くのこと
を成し得ることに女性の政治指導者が
気付いた。

本ケーススタディは、党の機構内及び選
挙という状況において女性の参加を促進す
るために FMLNが実行した措置のいくつか
を提示する。また、議会の内外において女
性の政治的発言権を強化するための超党派
組織であるエルサルバドル現職・元女性議
員協会（ASPARLEXSAL）が行ったいく
つかの努力も提示する。
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女性の参加を高めるべき論拠
FMLN における女性の影響力のルーツは、

内戦時のゲリラ運動としての同党の歴史と、男
女共同参画を党の「基本目標」の１つに含ん
でいた当時の同党の政治的基本理念にある。
FMLN の女性の党活動家の１人が述べたよう
に、「内戦の間、女性にはトップになる機会が
あり、私たちは認められた権限を持っていまし
た。私たちは単なる同胞、戦闘員、あるいは看
護師ではなかったのです」。4　内戦を通じて、
女性は FMLN の指導者層にいた。和平協定を
めぐる交渉の最中でさえ、女性は FMLN の代
表団の 35％を占めていた。5　内戦が終結して
FMLN が政党に移行した時には、女性一般、
そして特に一部の個々の女性の役割はすでに確
立しており、それが、党の発展につれて女性
の参加の重要な基準となった。このことは、
FMLN の指導者層に女性の代表が選出され続
けることを保証はしなかったが、同組織内で権
利を主張しようとする女性の出発点にはなっ
た。その一方で、そのスペースを女性に開放し
続けようとする男性指導者の政治的意思が、党
のより幅広いイデオロギー的な公約と相俟っ
て、女性は平和への移行後もある程度のリーダ
ーシップを維持することができた。

戦後間もないころ、孤立するのではなく、党
を分かつ境界線を越えて協力すれば、政治分野
で女性にとっての課題に対処するため、より多
くのことを成し得ることに、女性の政治指導者
が気付いた。女性はまだ立法議会内で最低限必
要な数を持たないことから、彼女らは、様々な
党派の垣根を跨ぎ、また議会のサイクルを越え
て女性の政治指導者を一堂に集めることのでき
る、女性議員と元議員の超党派的な協会を設立
しようとした。

採用された戦略
FMLN は女性党員の提案に基づいて、細則

で男女共同参画を取り上げ、内部クオータ制を
制度化し、女性部、女性の政策諮問委員会及び
女性の年次大会など、女性党員をより良く支援
することを目指す党機構を設けることによっ
て、女性の政治参加の枠組を作り上げた。その
一方で、エルサルバドルの女性は党の境界線を

越えて、次世代の女性政治指導者を研修するこ
とに力を結集した。

A. 党内組織：自主的クォータ制
ゲリラ勢力において女性が行ってきた行動

は、男女共同参画が成文化された FMLN の初
期の綱領と倫理規定に反映され、FMLN は女
性への差別と暴力に対して強い立場をとった。
FMLN はさらに、すべての党活動について女
性の代表を 35％以上とすることを要求する自主
的な党内クオータ制を可決することによって、
女性の役割を制度化した。クオータ制には、す
べての党内役員会、委員会、その他の党機構だ
けでなく、すべての候補者名簿が含まれている。
このクオータ制は 1993 年に提案され、内戦中
に女性が FMLN の武装勢力の 35％を構成して
いたという認識に基づいて、1995 年に合意され
た。FMLN には、女性が有意なやり方で関与し、
参加するという長い歴史があったものの、提案
されたクオータ制は当初、党内の一部の男性か
らの反対にあった。しかし最終的には、党の男
性指導者層の支持を得て押しきられた。

党内クオータ制だけでは、女性による有意義
な参加を保証するに足ることはまれであるが、
FMLN の政治的歴史を背景に、このクオータ
制は、すでに明確に存在していた趨勢を公式な
ものとした。党の機構がクオータに達しなくて
も公式な制裁は行われないが、女性事務局（党
の女性会）と党内のその他の女性指導者がクオ
ータ制の実施を監督している。党の規定が、こ
の執行の役割を正式に女性事務局に与えている。

女性事務局の定款は、党の女性指導者大会を
毎年開催することをも要求している。この大会
は党の最上位の公選職に就いている女性、役員
会のメンバーその他を集めて、党の女性にとっ
て重要な政策課題に関する議論を行い、戦略を
策定するものである。年次大会は女性事務局に
女性のニーズを判断する機会をも提供し、事務
局はこの機会を利用して、女性党員に選挙運動
の研修を行ってきた。FMLN はこういった研
修や、これに類するその他のプログラムの資金
を女性事務局に直接提供し、女性事務局の活動
にある程度の自律性を保証している。
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FMLN は、党の綱領と政策策定プロセスが
どのように女性に影響を及ぼすのかについて関
心を高めるための戦略も実施してきた。党は、
女性とその政策上の優先課題に目を向けて提案
された綱領案を検討する諮問委員会も設立し
た。さらに、その委員会でも女性が委員を務め、
女性事務局の代表が綱領の審議に参加している。

B. 女性議員団：ASPARLEXSAL
FMLN が政治に携わる女性の活躍促進に成功

したことには、エルサルバドルにおける他の超
党派的な努力や、複数政党が協力して行った努
力という支えがあった。エルサルバドルにおけ
る女性の参加を高めるために機能した主な組織
の１つは、エルサルバドル現職・元女性議員協
会（ASPARLEXSAL）である。ASPARLEXSAL
は、議会の内外において女性の政治的発言力を
強化しようとする超党派組織である。女性の政
治指導者の団体を結成するという最初のアイデ
ィアは、エルサルバドルで働き、女性議員にこ
の問題を提起した国際関係者によって導入され
た。そのほとんどが ARENA 所属であることが
目立ったが、このアイディアの可能性を認めた
主な女性政治家が、最初は非公式に、次いで公
式に、主要政党の現職及び元女性議員を一堂に
集めて、政党の境を越えて行動することの利点
を彼らに説得した。6　ASPARLEXSAL の指導
者層は設立時以来、ARENA、FMLN と、規模
のより小さないくつかの政党に所属する女性指
導者によって構成されていた。

ASPARLEXSAL は、女性を政治により関わ
らせることだけでなく、政府において女性によ
り有効性を持たせることも目標にしていた。こ
のため、ASPARLEXSAL はパートナーである
教育発展ビジネス財団（Business Foundation 
for Educational Development）を通じて、女
性が政治的仕事においてより効果を上げられる
ようになるのに役立つコミュニケーションと組
織化のスキル、政府の様々な部門と政策決定の
関係など、統治とより直接的な関連を持つトピ
ックに関する研修とワークショップを提供して
いる。

ASPARLEXSAL は超党派的な資格にこだわ
り、様々な政党にまたがって女性に平等な機会

を提供しようとしている。ASPARLEXSAL の
女性はすべて政党の活動家であるが、初期の頃
は、それぞれの党の指導者層に相談をしたり、
グループを結成することに党の許可を求めたり
しないことを意識した意思決定が行われてい
た。党に何かを求めるのではなく、協会の枠組
の一環として、党のアイデンティティよりも女
性としての自らのアイデンティティを優先する
ことがメンバー全員に求められた。どの政党が
女性にとっての関心事に関して措置を取ったか
とは無関係に、このグループに属する女性のす
べてが、こうした努力から女性全員が利益を得
ることを支持し、認識するようにするためであ
る。ASPARLEXSAL は超党派性を維持するよ
う努力する一方で、プログラムの受益者が研修
を修了した後に党内で自らのスキルを活用でき
ることを確保するために、政党に対して、同協
会の種々のプログラムへの参加者をそれと認識
することを要請している。

結果
FMLN の女性は、最近の選挙での同党の勝

利から利益を得ている。2009 年には、議会選
挙で当選した女性の 75％が FMLN 所属であっ
た。つまり、議会の FMLN 議員 35 名のうち
13 名が女性で、議会に議員を送っている政党
の間で、女性議員の割合が最も高いのである。

その一方で、ASPARLEXSAL の超党派的ア
プローチは、彼女らが関連諸政党のすべてと繋
がり、それを維持することに役立ってきた。
組織にとって目立つことの重要性を認識してい
る ASPARLEXSAL は、立法議会のオフィス
ビルに正式な事務所スペースを確保した。この
立地により、現職議員はオフィスの資源を活
用するために容易に訪れることができ、また
ASPARLEXSAL は立法上の意思決定に、特に
女性に影響を及ぼす場合には、より多く関与で
きるようになった。女性が政党の境界線を越え
て働くことについて ASPARLEXSAL が先例
を示した結果、立法議会内に立法アジェンダに
直接の影響を及ぼすことのできる恒久的な女性
議員団を設けようとする努力が行われた。

ASPARLEXSAL は集中的な６ヵ月間のプ
ログラムで 160 名の女性を研修し、１～２日
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間の講習でさらに数百名を研修してきた。
ASPARLEXSAL のプログラムを修了した多く
の女性が、中央議会や地方自治体政府を含めて
種々の公選職に当選し、プログラムへの女性参
加者は、さらに踏み込んで、複数政党が参加す
る新たな女性ネットワークの創設の先陣を切る
までに至っている。

課題と今後の展開
FMLN とエルサルバドルのその他すべての

政党が、女性の参加に関していまなお直面して
いる課題がいくつかある。FMLN の党候補者
のクオータ制は国政レベルで最も厳格に適用さ
れているため、女性は州や市町村レベルの会議
よりも議会でより良く代表が選出される結果と
なっている。州や市町村のレベルでは、クオ
ータ制の適用にムラがあることが報告で示唆さ
れている。現在、ジェンダーによるクオータ制
の要件を満たさない名簿を提出する州と市町村
は、必ずしも党の指導者層から反撃を受けてい
ない。このことが、これらのレベルで当選する
女性の数の少なさに影響してきた。同国で女性
市長がわずか11％であることがその例である。

エルサルバドルにおける内戦後の移行は、女
性の政治参加をもっと可能にする環境をつくり
出す機会であった。移行期間中に女性は重要な

参加者ではあったが、今日の政治分野、特に政
策が討論され、決定される立法議会において女
性が平等な足場を得ることを確保するために
は、もっと多くのことを成し遂げる必要がある。
新世代の女性政治家は先達とは違って、戦時か
らのリーダーシップの確固とした経歴を携えて
はこない。このことはさらなる課題であり、女
性の参加を促進するためには新たな創意ある戦
略が必要である。ここで取り上げた FMLN と
ASPARLEXSAL の戦略は、女性にとっての政
治的スペースを育む上で重要なステップであっ
た。しかし、エルサルバドルの政治において女
性の平等な参加を確保するためには、さらなる
努力を行う必要がある。

章末注
1	 本ケーススタディは、エルサルバドルにおけるすべての政

党の取組についての包括的な分析を提示するものではなく、
一部の政党と組織のとった具体的な措置を詳細に紹介する
ものである。分析と提言は必ずしも、UNDP又はNDI の見
解を反映してはいない。

2	 Inter-Parliamentary	Union	 (IPU).	 (2010).	 “World	
Average:	Women	in	National	Parliaments”。2012年
１月にアクセスした http://www.ipu.org/wmn-e/world.
htmにおいて閲覧可能であった。

3	 2009年９月に行った FMLNの党活動家との面接調査。
4	 同上。
5	 同上。
6	 2009年７月に行ったASPARLEXSALの創設者との面接

調査。
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世界最大の民主国家としてのステータスを
持っているにもかかわらず、インドは議会に
おける女性の人数に関しては、これまでずっ
と、下から４分の１程度のランキングに位置
してきた。2009年に行われたローク・サ
バー（下院）選挙で当選した議員543名の
うち、女性が独立後最高の58名を占め、議
会における女性議員の割合が10.7％に上昇
するという記録が実現した。2　当選した女
性議員のうち17名は年齢が40歳未満で、
若い女性の有望な可能性を示唆している。さ
らに、プラティバ・デヴィシン・パティル
（Pratibha	Devisingh	Patil） が 2007 年
に当選して女性初の大統領になり、女性が与
党であるインドコングレス党を含めて４つの
政党の党首の席に着くなど、女性が政治指導
者層の最高位に就けるようになった。

こうした数字に現れる進歩は、地方レベル
において法律で義務付けられている議席枠
制度を通じて、女性がより著しい伸長を達成
してきたことの上に築かれた。1993年に
憲法第 73次修正と第 74次修正が行われ
た結果、パンチャイヤト・ラージ（panchayat	
raj）制度―インドの地方政府制度―が強化
され、地方議会（panchayat）の全議席の
３分の１と地方議会（panchayat）の全議
長の３分の１を女性の枠とすることが指定

された。憲法が修正されてからの15年間で、
農村部の200万人を上回る女性がこれら地
方政府の意思決定機関で職務を行ったと推
定されている。3　カルナタカなどの一部の
州は、憲法によって義務付けられる前でも、
女性を農村部の政治に誘導していた。マデ
ィヤ・プラデーシュ、ヒマーチャル・プラ
デーシュ、ビハール、ウッタラーカンドを
含むいくつかの州は、女性について義務付
けられる地方議会（panchayat）の議席の
割合を50％に引き上げている。

政党は、党の機構を女性に開放することと、
女性に働きかけることのもたらす利点も認識
しつつある。2009年６月にインドコング
レス党は、議会の下院初の女性議長にミーラ・
クマール（Meira	Kumar）を指名した。こ
のことは、プラティバ・パティル（Pratibha	
Patil）がインド初の女性大統領になる上で
同党がこれと同等な役割を果たしたことに続

コラム

インドのほとんどの政党の政策は現
在、３分の１が女性というクオータ制
を支持しているように見えるが、候補
者の選定プロセス又は意思決定プロセ
スに意味をもたらすほど女性を含める
ことに関して、政党はさらなる措置を
とる必要がある。

インド：クオータ制、議席枠及び政党 1
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いて、「女性寄りの」政党としての同党のイ
メージを押し上げた。4　さらに、ミーラ・
クマールはダーリット（Dalit）に属してい
るため、このことは同党が下層カーストで
あるダーリット社会の男女双方に関する基
盤を強化するのに役立つ可能性がある。コ
ングレス党はソニア・ガンディー（Sonia	
Gandhi）を党総裁に選出したことに次いで、
すでに2005年という早い段階で、党のす
べてのレベルにおいて女性に33％のクオー
タ制を実施した。

インド人民党（BJP）も、カーストの様々
な階層出身の女性の代表者が党の指導者層
に増えるのを促すための努力を行ってきた。
BJP による女性の活躍促進への努力は、
1981年の党創設に関わり、党における女
性の役割についての初期のビジョンを採用
した１人の女性のリーダーシップから恩恵
を受けている。党における女性の立場を高
めようとするBJPの戦略には、女子学生、
ICTの専門職や農村地域の女性を対象とした
女性のリーダーシップ向上プログラムであ
る「18歳から35歳の若い女性のためのリ
ーダーシップ・アカデミー」及び女性候補
者のための資金援助と資金調達プログラム
の提供が含まれていた。5　2008年、BJP
の全国執行委員会は党の定款も改正して、
党の指導的地位の33％を女性枠とし、全国
女性部の責任者を党の中央選挙委員会のメ
ンバーとした。BJPの女性指導者はさらに
踏み込んで、特に地方レベルにおいて画期
的な政策を導入することに取りかかってい
る。6　ラージャスターン州では BJP の女
性知事が女性有権者を対象とした選挙戦術
を採用して支持基盤を拡大したため、この

知事は州選挙で圧勝することができた。

インドのほとんどの政党の政策は現在、
３分の１という女性のクオータ制を支持し
ているように見えるが、候補者の選定プロ
セス又は意思決定プロセスに意味をもたら
すほど女性を含めることに関して、政党は
さらなる措置をとる必要がある。7　地方議
会（Panchayat）で女性が存在感を高めて
いる地方のレベルでは、男性が地方の政党
機構を支配し続け、党のために選挙で勝て
る候補者として自分を売り込んでいる。中
央議会内部では、男性優位である党の議員
団が、発言者と取り上げられる政策課題を
決定し続けており、国政でのクオータ制そ
の他、女性からのより幅広い貢献のための
1996年女性代表法案の前進を阻んでいる。

章末注
1	 本ケーススタディは、インド国内における全政党の取

組についての包括的な分析を提示するものではなく、
一部の政党の具体的な措置を詳細に紹介するものであ
る。分析と提言は必ずしも、UNDP又はNDI の見解
を反映してはいない。

2	 ローク・サバーとは、直接選挙で選ばれるインド
議会の下院である。（2012 年１月にアクセスした
http://loksabha.nic.in/）

3	 The	Hunger	Project.	 (2009).	 “Two	Million	
Women	Leaders	and	Counting:	 Indian	Women	
Participate	 in	 Their	 Local	 Government.”	
International	Museum	of	Women:	Women,	
Power	and	Politics	Online	Exhibition。2012年
１月にアクセスした http://www.imow.org/wpp/
stories/viewStory?storyId=100 において閲覧可
能であった。

4	 Pasricha,	A.	(2009).	“India’ s	Parliament	Chooses	
First	Woman	Speaker.”	Voice	of	America	News。	
2012年１月にアクセスしたhttp://www1.voanews.com/
english/news/a-13-2009-06-03-voa11-68826467.
htmlにおいて閲覧可能であった。

5	 2009年７月に行ったBJPの党活動家との面接調査。
6	 同上。
7	 2009年７月に行ったインドの女性組織の総裁との面

接 調 査。Nagpal,	S.	(2008).	“BJP	Reserves	33%	
of	Party	Posts	for	Women.”	TopNewsIndia。2012
年 １月にアクセスした http://www.topnews.in/
bjp-reserves-33-partys-posts-women-217313 に
おいて閲覧可能であった。
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コラム

インドネシア共和国：候補者の募集と政党のクォータ制 1

この10年間、インドネシアは民主的移
行において大きな進歩を遂げてきた。女性
は国会の議席の 18.2％を占めている。イ
ンドネシアの女性の党活動家と市民活動家
は議会に対して、政党の国会に向けての候
補者名簿の位置づけの義務を伴う女性30％
クオータ制を主張し、成功したが、結局、
2009年４月の選挙の数ヵ月前に非拘束名
簿式が導入されたため、その努力は水の泡
となった。女性候補者は、候補者名簿の意
義ある位置に掲載を受けるために、党内で
積極的に選挙運動を行うことを強いられた。

インドネシア闘争民主党（PDIP）は、
2009 年に PDIP の国会議員団の 20％
を女性が占め、女性を公選職に就けること
に成功している政党の１つとなっている。
選挙のクオータ制が最初に可決される前の
2000 年の段階で既に、PDIP の女性活動
家は党の細則を改正して、党のすべての機構
において女性を 20%とするクオータ制を
盛り込むよう働きかけることに成功してい
た。PDIP の女性党員は、党内クオータ制が
党の職員や地方レベルにまで拡大されるこ
とを確保するための努力も行った。女性は、
男性で占められることが多かった職員の地
位に女性を就かせることの利点に党内での
注目を引かせた。2009 年には、PDIP で

は女性問題担当の議長、副議長、及び副書
記長を含めて、党内の上級レベルの 47の
地位のうち３つを占めていたが、女性党員
は、女性を指導的地位に置くことだけでは、
女性が重要な意思決定、戦略及び政策に影
響を及ぼすには十分でないという事実につ
いてもより認識した。党内クオータ制の人
気を踏まえ、新たなクオータ制が2014年
の選挙でより多くの女性候補の出馬や、当
選を促すようになることを期待して、PDIP
の指導者層は2010年には細則を改正して
内部クオータ制を30％に引き上げた。

2009 年の選挙の下準備で、PDIP の女
性部門である女性エンパワーメント部は、
政党名簿の勝てる位置への女性の掲載を促
進するため、党の役員会の支援を仰いだ。
インドネシアの有権者の多くはまだ非拘束
名簿式に不慣れで、政党を選ぶ際に名簿の
最初に掲載されている人に投票する傾向が
あるため、非拘束名簿式においても掲載順
はまだ重要であることを女性党員と党指導
者層の双方が認識した。そこで、党の指導

女性候補者は、候補者名簿の意義あ
る位置に掲載を受けるために、党内で
積極的に選挙運動を行うことを強いら
れた。
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者層の女性が、女性候補者を名簿の上位に
掲載することを進める上で重要な役割を果
たした。政党名簿への個々の候補者の記載
順を決定するに当たって、PDIP は、党での
勤続年数、市民活動、賞罰や、受けた研修、
学歴などの点を考慮の対象とする候補者の
採点システムを確立した。このシステムは、
面接調査対象者の一人が「非常に家父長的
な」政治環境と表現した環境の中で、PDIP
の女性がすでに基準を満たしており、考慮
の対象となることを党に立証する上での助
けとなった。2

PDIP 女性エンパワーメント部は、女性候
補者のための研修プログラムを立案、実施
するために党の研修部門にも働きかけを行
い、2003年にこのプログラムが設けられ
た。これらの研修は党内の女性の政治的ス
キルを高めようとするもので、女性が「地
方レベルで彼女ら自身の利益を守ること」
を学ぶのに力を貸す上で成功したと見なさ
れた。3

とは言え、女性活動家はインドネシアの
一部政党が、党の意思決定過程に影響を及
ぼすことのできない地位に女性を配置して
党内クオータ制を達成していることに懸念
を表明し続けている。ある政党の党員は、

ほとんどの女性は「党支部の書記又は党支
部の簿記係、時には党内の在庫係」の地位
に配属されることが多いと述べた。4　多く
の女性政治家も、能力開発の取組は有益で
あるが、女性の新たなリーダーシップ・ス
キルは、カネと利益供与に影響を受け続け
ている政治制度においてはほとんど意味が
ないとコメントした。ある回答者は、選挙
で勝つために最も重要な要素を順に挙げる
と、「カネ、政党名簿での（１位）掲載、家
族のコネ、そして最後に選挙運動」となる、
と述べた。非拘束名簿式は同じ政党の党員
同士を互いに直接競わせるため、女性候補
者にとっての資金調達のハードルをさらに
引き上げると見なされている。

章末注
1	 本コラムは、女性の政治参加を促進することを目指す

インドネシア国内のすべての取組、又はすべての関係
機関についての包括的分析を提示するものではなく、
ある政党の具体的な措置のいくつかを詳細に紹介する
ものである。

2	 インドネシア国内にいる一部の国際観測筋は、2009
年の選挙で名簿が拘束式のままであったとしても違い
は出なかっただろうと示唆した。というのは、１選挙
区当たりの平均議席数が６で、数党がその議席を争っ
たために、どの党も各州で得る議席は１～２議席どま
りだったからである。30％のジッパー型クオータ制
があったとしても、女性は３番目に掲載され、いずれ
にしても当選しなかっただろう。よって、成文化され
た法定クオータ制は、議会における女性代表の増加の
保証にはならなかっただろうというのである。

3	 2009年８月に行った党の活動家との面接調査。
4	 同上。
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背景
メキシコ議会は、上院と下院から成る二院制

である。両院共に、比例代表制と小選挙区制の
並立制度を通じて選ばれる。メキシコでは再選
は認められていないため、忠誠は個々の候補者
に対するよりも政党に対する方が強くなり、１
期の任期内に政治綱領を実施するよう、当選者
にはより大きな圧力がかかることになる。

メキシコには競争が行われる複数政党制度
があって、制度的革命党（PRI）、民主革命党

（PRD）、国民行動党（PAN）が３大政党である。
さらに、あらゆるレベルで政権を争う少数政党
がいくつかあり、親分・子分関係のような要素
はあるものの、党のイデオロギーに基づく政治
綱領を保持している。中南米の近隣諸国のいく
つかと比べると、メキシコは議会における女性
の参加という点では出遅れている傾向がある。
しかし政党は、女性のエンパワーメントを促進
する措置を徐々に取りつつある。

c
o

m
st
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Es

メキシコ合衆国：
クオータ制と研修のための国家資金を通じた、

女性代表の支援 1

キーワード
女性の結集
候補者の資金調達
党内クオータ制

一目でわかる メキシコ合衆国

議会の名称 連邦議会

議会の構成 二院制（上院と下院）

選挙制度の種類 小選挙区比例代表並立制
（下院）

議会選挙 2009年 7月

当選した女性の数 500名のうち141名
（28.2％）

本ケーススタディは、党内及び選挙とい
う状況における女性の参加を促進するため
にPANが実行した戦略のいくつかを提示す
る。PANは、女性に訴えかけることによっ
て有権者基盤を拡大しようとしてきたメキ
シコで唯一の政党ではないが、党内クオー
タ制を採用したごく少数の右傾政党の１つ
である。本ケーススタディは、連邦レベル
における女性の参加に焦点を当てる。
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女性の参加を高めるべき論拠
女性の参加を高めるという圧力は、主要政党

の女性だけでなく、市民団体の関係者や、ジェ
ンダークオータ制をもつ中南米の近隣諸国の成
功を注意深く見守っていた女性団体からも掛け
られた。歴史的なものとなった 2000 年の選挙
と、70 年以上ぶりの PRI からの政権移譲の余
波の中で、政党は、ますます競争の激化するメ
キシコの政治環境を無視することは困難である
と判断した。PAN の場合には、党が新たに得
た支持者の伸びを確固たるものにする上で、女
性有権者が重要性を持つことを政治指導者が認
識したのである。

PAN の女性党員と他政党の女性がクオータ
制法案を一致して支持したことにより、クオ
ータ制法案を支持するよう PAN の党指導者
に説得するのに最低限の必要量が得られた。
政治に携わる女性は、メキシコの選挙法であ
る『選挙の制度及び手続きに関する連邦法

（The Federal Code on Electoral Institutions 
and Procedures）』（略語で COFIPE）に法制
化されたジェンダークオータ制を盛り込むため
に、市民活動家と協力した。このクオータ制は
COFIPE の第 219 条に記載され、政党は女性
が候補者の最低 40％を占めることを保証する
よう義務付けられており、これは比例代表制選
挙の候補者名簿と小選挙区制選挙の候補者の双
方に適用される。2　COFIPE の第 220 条も、
政党名簿の少なくとも５名ごとに２名を女性と
し、男性と女性を交互に掲載することを義務付
けている。

クオータ制は、それまでの法律的政策や政党
方針よりも強力な執行メカニズムをもつ前向き
なステップであったが、メキシコの並立選挙制
度では、クオータ制は、政治における平等を求
める女性が直面する多数の課題に対する唯一の
解決策としては不十分であることが判明してい
る。中道右派の PAN は、国政でのクオータ制
を強く主張し、補完的な党の取組を実施して女
性の政治参加を阻んでいる種々の障害物に対処
しようとしてきた政党の１つである。

採用された戦略

A. 改革のための戦略的提携を構築する
党内における女性の現状改革主義という強力

な基盤の上に立って、PAN の女性は国政レベ
ルでのジェンダークオータ制と、女性候補者の
研修を可能にする政党公的資金提供法に対して
PAN の支持を得るため、また、党内クオータ
制を確立して、こうした国政での改革の機運を
利用し、女性党員をより有利な立場に置くため
に、他の政党や市民運動関係者との戦略的提携
を活用した。

メキシコにおける国政選挙でのクオータ法
は、メキシコの市民団体ならびに女性活動家と
主要政党の議員が 1991 年から 2008 年にかけて
の長期間にわたって行った超党派的キャンペー
ンの成果であった。この連携は、より多くの女
性を議会に選出するという優先課題をめぐって
組まれた。これらの女性のアドボカシーへの努
力は、1992 年、1996 年、そして 1998 年に重大
な岐路に立ち、1993 年と 1996 年にはかすかな
一連の改革が始まるという、それなりの初期的
成果を見た。30％というジェンダークオータ制
は最終的に 2002 年 COFIPE の第 175 条のもと
で効力を獲得し、2007 年には強化されて、現
在の 45％という形になった。

公 正 と ジ ェ ン ダ ー 問 題 に 関 す る 委 員 会
（Parliamentary Commission on Equity and 
Gender Issues）に所属する女性議員は、政党
を分かつ境界線を越えて 2007 年の選挙改革に
関わり、この問題を検討のテーブルに載せる上
で重要な役割を果たした。2007 年 COFIPE の
クオータ制の策定に助力した、この同じ女性党
活動家の多くが、それぞれの所属政党で党内ク
オータ制の提唱に関わり、1996 年法と 2002 年
法で起きたように、女性が政党名簿の最下位
に埋もれるのを防ぐような執行メカニズムを
定めることの必要性を認識していた。その結
果、2007 年法は、女性候補者のクオータ制を
満たしていない政党には、公的なけん責の前
に名簿を是正するための 48 時間が与えられ、
戒告を受けてから 24 時間後に変更が加えられ
ていない場合には、連邦選挙機関（IFE）の総
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会（General Council）が名簿の登録を却下す
る（COFIPE 第 221 条）ことを定めている。

PAN の女性指導者は、党の男性指導者が
2007 年改革を支持するように教育活動とロビ
ー活動を懸命に行い、当時の PAN 総裁で党
全体を一丸にする上で重要な役割を果たした
German Martinez Cázares の支援を求めた。
すでに議会と党の指導部の中で認知度の高い
地位を勝ち取っていた PAN の女性指導者は、
Cázares から耳を傾けてもらえ、党の支援を求
めるロビー活動において信頼性を証明すること
ができる有利な立場にあった。

クオータ制に対する党内の支持を確立するた
めの道ならしをする際に、PAN の女性活動家
は PAN における女性の現状改革主義の長い歴
史を利用した。同党における女性の役割は、長
年の内に大きく発展してきた。党の創設から間
もないころ、PAN の「女性の活躍促進委員会

（Commission for the Promotion of Women）」
には、党の催しでの食事・宿泊の取りまとめや、
様々な政治キャンペーンでのボランティア活動
などの責任が含まれていた。最近では、党の若
い女性党員は「積極的、新鮮で権力のある役割
を引き受けることをためらわない、若い新世代
の PAN 党員」の一部となっている。3

B. 党内クォータ制
PAN は、女性が党の機構全般にわたって代

表されることを確保するのに役立つ方針もい
くつか策定してきた。党で最も力のある意思
決定機関は、全国評議会（National Council）
と 全 国 執 行 委 員 会（National Executive 
Committee）の２つで、その双方に 30％以上
の女性メンバーがいる。PAN は CEN、州委員
会と市町村委員会について 40％の党内クオー
タ制を実施したが、この基準の全面的な達成に
おいては課題に直面してきた。メキシコのその
他の政党も、PRI 及び PRD を含めて党内クオ
ータ制を実施してきた。2001 年に PRI は党の
細則の第 38 条を改正して候補者指名における
男女の均衡を定め、1993 年には PRD が自主的
な党内クオータ制を採択した。

PAN では、市町村委員会の委員を決める地

方党員による直接選挙においても、党の地方レ
ベルの機構により多くの女性が関わることを促
進してきた。所属するコミュニティで指導力が
あることを実証した女性は、地方党員の関心を
集めることにかけては、PAN の州評議会及び
全国評議会によって任命される全国執行委員会
や州委員会のメンバーよりも成功してきた。

クオータ制と直接選挙の実践は、すべての意
思決定過程で女性が平等に代表されることを保
証はしないが、党の方針、政治綱領や意思決定
に影響力をもつ PAN の意思決定機関には女性
が存在している。さらに、党の政治綱領の草案
は党の女性部の書記にも渡されるため、書記は
その最終決定前にジェンダーの視点から草案を
精査し、PAN の女性にとっての関心事項が反
映されることを確保できる。ある党役員によれ
ば、「女性は政治綱領、プロジェクト、政策、
意見や公開協議等において重要であり、物事の
やり方について相談を受けている」。4

C. 政党への公的資金提供
PAN 及びその他の政党は、COFIPE の第 78

条に定められているメキシコの「２％法」の可
決に関わり、これを利用しようとしてきた。こ
の条文は、政党への公的資金の最低２％を、特
に女性の政治的リーダーシップの研修、促進及
び開発を目指すプログラムに使用することを命
じている。その金額は、女性の政治的ニーズの
すべてを賄うには不十分であるが、同法は、政
党が女性の研修と女性が党内での立場を強化す
ることへの支援にある程度の資源を投入するこ
とを強制している。国家資金は、研修のワーク
ショップの実施や女性部のための機器設備の購
入など、広範にわたる女性のニーズのために充
当することができる。この国家資金の使用法に
ついての決定は、最初は党の中央事務所によっ
て行われ、その後は州の政党の女性部によって
行われる。ただし政党の中央事務所は、資金が
適切な方法で割り振られ、使用されることを確
保するために、PAN の州委員会に研修作業計
画の提出を義務付けるなど、追加的な対策を実
施することができる。この資金を適切に使用し
なかった PAN の州の会計責任者の中には、更
迭された者がいた。
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結果
COFIPE のクオータ制条項は、メキシコの

政治に女性を参入させる上で役立ってきた。ク
オータ制が可決される前の 2000 年にメキシコ
議会の両院において女性が占めていた議席は
18％であったが、2009 年の選挙では当選した
議員の 28％が女性となった。5

PAN 内部では、市町村の党事務所における
女性の参加が、女性党員の自信と政治的スキル
の形成にも役立ち、州や国政レベルにおける女
性の参加に徐々に影響を及ぼしている。女性は
現在、PAN の州議員の 24.3％を占めており、
この数字は国政レベルでの平均、21.4％を上回
っている。6　さらに、ある党活動家は、地方
レベルにおいて、より多くの女性ボランティア
活動家が地方の公選職に出馬するようになって
いるが、そのことは、女性が「単なるボランテ
ィアから意思決定方法を学ぶこと」へと移行す
ることの助けになっていると受け取っている。
２％法は、研修を受けた女性が政府の様々な下
位レベルから国政の場へと移行する道を整える
とも期待されている。ただしこれは新しい法律
であるため、その有効性についての完全な判定
が行われるのは、まだこれからである。

課題と今後の展開
COFIPE のクオータ制規則は、選挙の政党

名簿部分にのみ適用され、選挙区における候補
者の指名には適用されない。メキシコ議会には、
女性が就任した後に議席を男性の後任に譲ると
いう新たな傾向が生じている。2009 年７月に
行われた選挙から就任宣誓までの数週間に、11
名の女性が議員を辞任して、その議席を男性が
補充した。公選職に就いた女性についてのこの
補充慣習は、メキシコ全国の女性活動家、学者、
そして党派に属さない公務員によって文書で立
証され、非難されている。これら外部関係者は
クオータ制と２％法の双方について、より厳格
な規制とモニタリングを行うことを要求してい
る。

2009 年現在で、メキシコの 32 の州のうちの
18 州も、州の立法機関についてクオータ制を
制定しており、チワワ、オアハカ、ソノラ、シ

ナロアの各州が 2000 年にその先陣を切ってい
た。しかし、地方のクオータ制には様々な不備
があることが明らかにされ、2006 年にソノラ
州は法律の書かれ方のせいで女性が代表を出す
ことが妨げられていることを認めて、クオータ
制を廃止することまで行った。7　同様に、市
町村の政党の役職に足がかりを得た女性も、地
方の公選職を勝ち取る上で同等の成功を経験し
てはおらず、女性がメキシコの市長に占める割
合は、依然として５％に満たない。

メキシコの党内クオータ制が、女性のために
生み出した成果には、極めて一貫性がない。
PRD はメキシコで初めてクオータ制を採用し
た政党だが、同党がクオータを達成したのは、
1997 年の１度だけである。PAN のメキシコ州
の州委員会の女性は、総数 107 名のうちわずか
７名である。8　このレベルでの女性の欠乏が、
ひいては党の上級レベルにおける女性の機会を
制限している。ある回答者はもう１つの傾向、
すなわち PAN で最も積極的に活動している女
性は「独身、未亡人、又は離婚者」のいずれか
であることにも触れた。9　このことは、主た
る育児・介護の担い手が家庭生活と政治生活を
十分に両立させることのできる、十分にジェン
ダーに配慮したやり方を PAN が実施してはお
らず、ひいては女性が政治的キャリアを追求す
るのを妨げていることを示唆している。

様々なクオータ制は、クオータを満たす供給
源となっている女性要員の多様化をも保証して
いない。メキシコでは、女性政治家のほとんど
が都市部出身で教育程度が高い傾向にある一方
で、資源が乏しく教育程度の低い農村部の女性
は、今なお、正式な政治領域に入る上で大きな
障害に直面している。その結果、地方的、全国
的な問題に対する解決策を練る際に、これらの
女性の能力をほとんど活かせなくなってしまう
のである。

さらに、ジェンダークオータ制に関する現行
の法律と政策を、メキシコに 1,200 万人いる先
住民に合わせる必要がある。先住民人口の多い
メキシコの諸州で定められている「慣習（“Uses 
and Customs”）」法が、先住民の伝統的な統治
機構と慣習を保護し、女性にとってさらに課題
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を突き付けているのは、先住民社会における女
性の役割が、しばしば意思決定機構の外部者と
して定められているからである。

総じて見ると、メキシコの事例は、クオータ
制が女性の代表を出すことに取り組む上での入
口に過ぎないことを実証している。再選が禁止
されていることを考慮すると、特にクオータ制
には意味のある執行メカニズムを持つことと、
女性が、個人としても集合体としても、当選し
て効果的に統治を行うのに必要な人的・資金的
資源の問題に対して党が補完的な対策を行うこ
との双方が必要である。
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1	 本ケーススタディは、メキシコ国内におけるすべての政党の

取組についての包括的な分析を提示するものではなく、い
くつかの政党の具体的な措置を詳細に紹介するものである。
分析と提言は必ずしも、UNDP又はNDI の見解を反映して
はいない。

2	 IDEA,	Stockholm	University	and	IPU.	(2010).	“Mexico.”	
Global	Database	of	Electoral	Quotas	 for	Women。
2012 年にアクセスした http://www.quotaproject.org/
uid/countryview.cfm?country=157において閲覧可能で
あった。

3	 2009年８月に行ったPANの党活動家との面接調査。
4	 2009年８月に行ったPANの党役員との面接調査。
5	 Globalis.	“Mexico:	Seats	in	Parliament	Held	by	Women”。

2012年１月にアクセスしたhttp://globalis.gvu.unu.edu/
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6	 PANのある党活動家によって提供された統計。
7	 IDEA,	Stockholm	University	and	IPU,	2010.
8	 同上。
9	 2009年８月に行ったPANの活動家との面接調査。
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背景
モロッコには、比較的強力な君主制が議会制

と共存する混成的政治制度がある。下院は、比
例代表制を通じて選出され、上院は地方議会、
職能団体及び労働組合から間接的に選ばれてい
る。下院には 18 政党から代表を出しており、
いくつかの院内会派に組織されている。６政党
が、議会に 25 以上の議席をもっている。

2002 年に、諸政党が、下院の 30 議席（議員
総数の 10％）を全国名簿に掲載される女性の
ための議席枠とする憲章に署名した。2　その
結果、女性が 2002 年に当選した議員の 10.7％、
2007 年には 10.5％を占めた。この割合は 2011
年の選挙前に２倍の 60 議席に引き上げられ、
女性は今や議会において 17％の議席に就いて
いる。こうした協定の存在しない上院において
は、女性の割合は２％に過ぎない。

キーワード
女性の結集

候補者クオータ制
党方針

一目でわかる モロッコ王国

議会の名称 モロッコ議会

議会の構成 二院制（参議院と衆議院）

選挙制度の種類 比例代表制（下院）

議会選挙 2011年11月

当選した女性の数
（下院）

395名のうち67名
（17％）

U
N

D
P

モロッコ王国：
党の候補者クオータ制を促進するための党派横断的現状改革主義 1

本ケーススタディは、政党内と選挙とい
う状況において女性の参加を高めるために
市民団体と政党が実行しているいくつかの
取組を提示するが、これらだけが、モロッ
コにおけるそうした取組ではない。本ケー
ススタディは、国政レベルにおける女性の
参加に焦点を絞るが、国政レベルでの参加
の割合は、統治の他のレベルにおけるより
もずっと高い。
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女性の参加を高めるべき論拠
2004 年のアラブ・サミットにおいて、国家

指導者たちは、「政治、経済、社会、文化、教
育の分野における女性の参加の幅を広げ、社会
における女性の権利と地位を強化すること」へ
の取組を表明した。3　モロッコでは、女性の
政治的な地位と政治への参画の展望は、民主主
義国を目指して過去 10 年間にわたって行われ
たモロッコの総合的な制度改革のプロセスと並
行して開けてきた。モロッコ政府は、選挙で選
ばれる組織に女性が代表を出すことを促進し、
ジェンダーに基づくあらゆる形態の差別を防止
することに取り組んだ。4　こうした明確な取
組が存在し、近年は前進してきたものの、政治
生活への女性の参加は相変わらず課題に直面し
ている。5

採用された戦略

A. 女性の結集
モロッコの女性は長年にわたって、政党にお

ける女性部を含めて、また政党とつながりをも
つ独立の団体を通じて、社会や政治への参加の
向上に邁進してきた。彼女らの連携した努力は、
2003 年の家族法（Mudrawana）改正を導きだ
す上で、決定的に重要な要因であった。同法は、
以前の法律で女性の司法上の地位が劣っていた
ために女性が直面した文化上、司法上の差別に
対処するものであった。6　この改正は、女性
の社会経済的・政治的地位に対する他の変更の
参考になると同時に影響も受けたものであった。

女性の市民団体と女性党員が連携して、女性
の政治参加の価値や、モロッコ憲法における女
性の平等な権利の規定についての意識向上に努
めた。実に広範にわたる女性の地方組織や国際
組織が結集して国政でのクオータ制を主唱し、
認識向上キャンペーン、公開のセミナーや講演、
さらには研修活動などを通じて女性が代表を出
すことに対する一般の意識とメディアの関心を
徐々に高めた。女性の排除、女性の参加権、ク
オータ制の役割などの問題をめぐる議論が広く
行われ始めた。7

市民運動や政党の女性指導者は、クオータ制

キャンペーン全般を通じて、主要政党の男性指
導者層や首相、王宮へのロビー活動を行う際に、
女子差別撤廃条約（CEDAW）などの国際協約
や、国際社会におけるモロッコの立場を向上さ
せる機会を梃子として活用した。

B. 選挙クォータ制
女性の政治参加を向上させるための闘いは、

連携した女性組織が協調して実行したアドボカ
シーキャンペーンで融合した。20 の政党の女
性部と女性の権利団体によって構成された全国
委員会が、女性により大きな政治参加を認める
政治的・法的提案に対する支持を高めるために、
政党指導者、閣僚や一般大衆に対して働きかけ
を行った。8　2002 年にはこの組織だったアド
ボカシーの取組が、議会の下院で 30 議席を女
性のために全国名簿から充当する枠として設け
るという政党間での協定に結実した。このクオ
ータ制は、正式に決定されて法律になることは
なく、政党間の「協定」として存在した。

この協定を基礎として、政府は 2008 年に市
町村の選挙のために 12％のジェンダークオー
タ法を導入し、それが翌年の選挙に適用された。
この改正選挙法の一環として、様々な市町村議
会に議席が追加されたため、政党が合意された
基準を達成することが可能になった。公選され
る地方機関で女性の代表の割合を最低 12％と
することを要求するクオータ制が採用された後
の 2009 年６月に行われ、女性の参加が躍進し
た歴史的な選挙で、3,400 名を上回る女性が地
方の公選職に選ばれた。9

2011 年の憲法改正により、国政での女性の
議席枠は倍増して、395 議席のうち 30 議席か
ら 60 議席（15％）へと引き上げられた。選挙
法も、議席数を増やし、候補者名簿の構成を改
革するように修正された。こうした変更と、市
民団体と女性グループが果たした積極的な役割
により、議会における女性議員の割合は 2011
年の選挙で 10％から 17％へと上昇した。10

C. 党の方針
モロッコで展開している政治状況の中にあ

って、人民勢力社会主義同盟（USFP）が 2000
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年の第６回大会中に、地方と国のレベルにある
党のすべての委員会と指導的機関について 20
％という党内クオータ制を定めた初めての政党
であった。同党には、選挙の候補者名簿におけ
る女性代表についても、20％のクオータ制を定
めていた。党の指導者層の支持を得るのに役立
てるため、女性の党活動家は女性の権利拡張キ
ャンペーンと、女性の政治への完全参加を結び
付けて、男女共同参画、民主化、モロッコと国
際社会との対外関係改善などを巡るより幅広い
議論へとつなげた。USFP とは別に、イスティ
クラル党は女性が全国名簿に掲載されることを
確保するために選定基準を採択している。11

モロッコの主要政党のほとんどが、女性の問
題や女性党員のニーズを取り上げる女性部又は
これに類する党内機構を設立している。進歩社
会主義党（PPS）が党の意思決定過程に女性が
代表されることを確保するために、平等評議会
を設けたのがその例である。USFP は党の政策
綱領に女性の権利を反映させるよう努力し、モ
ロッコ人女性と外国人男性の子供に権利を保証
する国籍法などの問題に取り組んでいる。他の
政党は各自の支持者層の声に対応して類似の活
躍促進戦略を実行し、それが女性のエンパワー
メントと見なされることが望ましいと考えてい
る。

結果と今後の展開
憲法改正と選挙改革、そして女性の議席枠の

正式化により、モロッコの女性は政治に参加す
ることができるようになった。女性の議席枠が
合意される前は、議会の下院議員となった女性
は２名だけであった。これに対して 2009 年の
市町村選挙では、地方レベルでのクオータ制に
より、当選した女性地方議員の数が 127 名から
3,400 名以上へと期待を上回る大躍進を見せ、
就任可能な議席の 12.4％を女性が占めている。
総じて見ると、クオータ制はすべての政党にわ
たって 20,000 名以上の女性に、2009 年の選挙
で立候補する動機をもたせた１つの要因であっ
た。12

ただし、クオータ制への依存が強いのは、一
つには、他の方法で女性の政治参加を促進させ
る補完的な戦略又は政策が不足しているためで

ある。さらに、政党の財源の多くは、公的資金
提供制度を通じて提供される。こうした公的資
金の支出方法についての決定権は、相変わらず
党の男性指導者層に集中しており、女性候補者
が、選挙運動を成功裡に実行するのに必要な資
金を必ず受け取れるようにする機構は設けられ
ていない。

政党間の協定を通じての女性の進出は、モロ
ッコのすべての政党で女性指導者層の拠点を築
くのに役立った。モロッコの民主制が進化を続
けるにつれ、これら政党の機構は、政治に携わ
る女性がより幅広い役割を演じ、影響力を発展
させるのを育む上で有効な位置づけを持つだろ
う。すでに地方レベルで選出され、党の境界線
を越えて働こうとしている女性は、クオータ制
や、草の根から生まれる他の政策のより強力な
実行を提唱するための努力をリードすることが
できる。
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メキシコの例で実証されたように、1990
年代には中南米において、女性のためによ
り大きな政治的機会を創り出すことの必要
性についての意識が高まり、その結果、相
次いでクオータ法やクオータ制が可決され
た。1994年には、女性フォーラムという
名のペルーの女性組織の連合体が地域にお
ける新たなクオータ制を梃子に、国政での
クオータ制を提唱し、女性の主要な党活動
家からの支持を得て、フジモリ前大統領を

説得することに成功し、クオータ法に関す
る議会審議で彼が率いる与党に支持させた。

1997年には、市民団体と政党の女性指
導者の協調した努力が、政党名簿の25％ク
オータ法の可決の成功へとつながり、それ
に続いて、国政、市町村、地方の選挙にお
ける法定クオータ制が30％へと引き上げら
れた。このクオータ制を守らないと、政党
は名簿を却下される事態に直面する。この
クオータ制の執行メカニズムはまだ適用さ
れたことがないが、クオータ制の可決は議
会における女性議員の実質的増加への扉を
開き、2006 年の選挙では女性数が 11％
から29％に増えた。

ペルー共和国：女性フォーラムによるクオータ制の提唱

コラム

女性フォーラムは、地域における新
たなクオータ制を梃子に、国政でのク
オータ制を提唱することができた。
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背景
ルワンダは 1990 年代初頭に内戦を、そして

1994 年には集団虐殺を経験した。現在は政党
となっているルワンダ愛国戦線（RPF）がルワ
ンダに安定をもたらし、国の再建という骨の折
れる継続中の課題で指導的役割を担ってきた。
2003 年には、虐殺以降初めて行われた大統領
選挙でカガメ大統領が選ばれ、国家元首として
のこの地位を維持した。

ルワンダは 2008 年に、女性が議席の 56％を
占めて、女性議員が議会の下院で過半数を占め
る世界初の国となった。2　この偉業は、政界
への女性の参加と、憲法で保障されたクオータ
制の実施を奨励しようとする虐殺後の慎重な努
力の結果であった。にもかかわらず、女性の政
治参加という点でルワンダが先頭に立っている
ことは、民主主義を確立する上での同国の幅広
い課題を背景において理解しなければならない。

キーワード
自主的クオータ制と法制化されたクオータ制
女性の結集

一目でわかる ルワンダ共和国

議会の名称 ルワンダ議会

議会の構成 二院制（上院と下院）

選挙制度の種類 比例代表制と議席枠（下院）

議会選挙 2008年 9月

当選した女性の数 80名のうち45名
（56.3％）

U
N

D
P

ルワンダ共和国：
憲法を用いた、紛争後に女性が獲得したものの制度化 1

本ケーススタディは、女性の政治的エン
パワーメントを促進するためにルワンダ愛
国戦線が実行した戦略のいくつかを提示す
るものである。女性活動家の連携した努力
と男性指導者の支持が女性の議席枠の採択
と党内クオータ制にどのように繋がったか
を明らかにする。結果として、ルワンダは
下院における女性の割合が世界で最も高く
なっている。
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女性の参加を高めるべき論拠
女性の政治参加に対する支援は、1994 年か

ら 2003 年にかけての解放期間に遡ることがで
きる。移行期間中、議員は直接選挙によるので
はなく、政党によって任命されていた。RPF は
決まって、割り当てられる議席の 50％近くま
で女性を任命した。3　これら女性党活動家は、
ある評論家によれば、反政府運動が政権の座に
就いた後に女性が政治から疎外された他のアフ
リカ諸国における先例を認識していた。4　こ
のため 2003 年に、女性はルワンダがその轍を
踏むのを防ぐために団結し、ルワンダ憲法に
30％のクオータ制を正式に定めることを主張し
て、そのことに成功した。5

集団虐殺とその余波も、ルワンダ政府が女性
のリーダーシップを促進することに影響を及ぼ
していた。直後の余波として、とてつもない社
会的激変が起き、女性が生存者の過半数を占め
ていた。女性は新たな経済的・社会的な役割を
担い、文字通り家庭と国家を再建した。女性が
公的な役割をも担い、政治的優先課題の方向づ
けに発言権をもつことは必然であった。政府へ
の女性の参加は、集団虐殺後のルワンダで女性
が果たしてきた新たな役割の当然の帰結であっ
た。

集団虐殺で夫を亡くし、事件後に加害者の妻
たちと協力してコミュニティを再建した未亡人
たちが、手本として国民に示された。集団虐殺
の問題を扱うために設けられた連帯と和解委員
会、ガチャチャ裁判などの主要機関は女性によ
って率いられた。国の社会構造を破壊させ得る
戦争、暴力や難民などは、社会変革の機会に通
じる窓口ともなり得る。ルワンダの女性の場合
には、このことが当てはまった。

採用された戦略

A. 女性の結集
平和への移行中に、ルワンダの女性活動家は

政治的指導者が公言した取組を制度化し、女性
が政治機関のあらゆるレベルにおいて代表され
る平等な機会を持ち続けることを確保するため
に働いた。RPF はクオータ制を支持し、女性

の政治的リーダーシップの経験の形成や、有権
者を女性候補者への投票になじませることに取
り組んだ。

ルワンダの政治指導者が女性の政治的平等に
取り組んだため、クオータ制を憲法に盛り込む
こと、女性が政治的権限のある地位に就くこと
が可能になった。RPF が親女性的立場を取っ
たために、他の政党もこれに倣うことが必要と
なり、ルワンダでは有権者の過半数が女性であ
るだけに、それがなおさらであった。他の政党
がこういった改革に反対したり、女性を重要な
地位につけたりすることを拒否していれば、政
治的に疎外されるリスクが大きくなったはずで
ある。

この問題に関するカガメや RPF の政治的指
導力と一致したのが、女性の草の根組織や女性
党員のアドボカシーキャンペーンであった。こ
の女性の運動は、集団虐殺後の国の再建にこれ
ほど重要な役割を果たしてきた女性が、新たな
政治体制の一部となることを確保しようとし
た。女性組織は、カガメの支持は貴重ではある
が、国の指導者層が常に男女共同参画政策を支
持することを前提にはできないことを理解して
おり、そのため、女性の権利を法律的に成文化
することを推し進めた。ルワンダの女性組織は
統括組織である Pro-Femmes/Twese Hamwe
によってよく代表されている。この組織は政府
及び女性指導者と緊密な協力関係にある。女性
の市民団体の指導者は、相続法、強姦や性に基
づく暴力を刑事犯罪とすること、2003 年の憲
法に定められたクオータ制などを含めて、ルワ
ンダにおける女性の法的立場を向上させた最近
の変革の多くを主唱してきた。

B. 女性の参加のための国家機構を設ける
集団虐殺後初の政府は、政府のあらゆるレベ

ルにおける女性の参加の土台を築く機構を設立
した。隣組から国のレベルまで、政府の数多い
レベルのそれぞれに、女性評議会の制度が定め
られた。当初、各レベルの女性評議会の代表１
名が、そのレベルの公共の議会に議席枠１つを
持ち、女性評議会と政府の間のつながりをつく
り出した。女性評議会は女性がリーダーシップ・
スキルを伸ばし、様々なコミュニティにおいて
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支援を築き上げる機会を提供した。憲法に定め
られるクオータ制が採択されて議会の 30％の
議席が女性枠となった 2003 年、これらの議席
は既存の女性評議会制度に属する女性によって
充たされた。

女性評議会に加えて、ルワンダは女性を政治
職に引き入れるための画期的な選挙制度を他に
も採用した。たとえば 2001 年と 2006 年に行わ
れた地方の地区選挙の際に、各有権者は一般票、
青年票、女性票の３票を与えられた。この制度
は、何名かの女性が地区の議会に選出されるこ
とを保証し、女性候補者に投票するという経験
をも有権者に与えて、女性が公的なリーダーと
しての役割を求めないようにしてきた国におい
て、女性に投票することを容認可能な政治的プ
ロセスの一部とした。

C. 憲法におけるクォータ制
ルワンダの憲法は、CEDAW を引用し、女性

代表のクオータ制を定めていることで名高い。
すべての意思決定機関において、30％のレベル
で女性が参加することを憲法が命じているので
ある。このクオータ制は議会だけでなく、大統
領の内閣、司法府や地方政府にも適用される。

憲法の各条項により、議会下院の 80 議席の
うちの 24 議席が女性枠となり、これら議席は、
独立した女性のみの選挙名簿を通して充たされ
ている。議席枠に加えて、政党は各自の自主的
クオータ制を採用して、政党名簿における自党
の候補者の 30％が女性であることを確保して
いる。議席枠と政党の自主的クオータ制が相ま
って劇的な結果を生み、2003 年の選挙では議
席の 48.8％、2008 年の選挙では 56％を女性が
占めた。

結果
ルワンダ女性の影響力は議会に限られず、意

思決定機関全般にも及んでいる。地方議員、市
長と副市長の 30％以上が女性である。商務大
臣、教育大臣、東アフリカ共同体担当大臣、そ
して人権委員会委員長、最高裁の裁判長、ガチ
ャチャ裁判所の責任者や警察長官代理（Acting 
Chief of Police）を含めたその他の官職にも女
性がいる。ある回答者は、「ルワンダは女性の

権限を尊重するようになった。この国の本当に
中心をなしている機構のすべてに女性がいる」
とコメントした。6

RPF はクオータ制を生み出す上で主要な役
割を果たしたが、その他の政党も法律を守り、
女性を指名して議会に女性議員を選出してき
た。少数政党所属の女性は、RPF との連立の
一部として、政府の上級職に就いている。

議会で女性議員の割合が多いことが女性議員
団の活発さに繋がっている。1996 年に設立さ
れたこの議員団は当時、ルワンダの議会におい
て初めての超党派的議員団であった。その設立
者の１人によれば、女性議員フォーラム（Forum 
of Women Parliamentarians）は、「女性の出身
を考えず、人種又は政党に基づく分裂や差別な
しに、女性の利益を守ろう」としてきた。7　
移行期間中は特に、女性議員はルワンダの女性
の利益が脅かされていると感じた時には、たび
たび政党を分かつ境界線を越えた。女性議員の
大半が、立法府において女性の利益が真剣に受
け取られることを保証する役割を果たしたので
ある。

ルワンダのいくつかの重要な立法は、女性の
代表が多いこと、そして女性議員フォーラムの
強さによるものであると考えられる。8　相続・
継承法（1999 年）、児童保護法（2001 年）、ジ
ェンダーに基づく暴力禁止法（2008 年）など
がこれに当たる。女性は、国籍、集団虐殺犯罪
の分類、証人保護に関する法律を含めて、他の
立法がジェンダーに配慮し、子供に優しいもの
であることを確保する上でも影響力があった。

課題と今後の展開
ルワンダの経験は、クオータ制その他の手段

を介しての政治における女性の進出は、憲法の
起草の段階で成文化された場合に特に有効にな
り得ることを実証している。憲法にクオータ制
を含めることが、政党にこの問題を委ねるより
も好ましいのは、こうすればすべての政党が遵
守を強いられるためである。

指導的地位にある女性は、私的な役割と公的
な役割のバランスを取ることをはじめとして、
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いくつかの課題に直面してきた。女性が公人生
活に入ることが期待される一方で、これに対応
して、家族や家庭生活における女性の責任を減
らそうとする運動は行われてきていない。女性
のリーダーシップに対する一般の容認度は大幅
に変化したが、女性の家庭や社会での役割に対
する伝統的な期待は変わっておらず、女性が二
倍の仕事量を担う羽目になることが多い。

同時に、女性議員は男性よりも大いに一般の
批判の対象となってきた。2008 年の選挙で、
ルワンダの主導的な英字紙の社説が、女性は
2003 年の選挙以来、国のために何をしてきた
か、と問うたことがその例である。この社説
は、同じ期間中に男性議員が国のために何をし
てきたか、とは問わなかった。女性は新しい役
割を演じていることが特に目立って、男性の同
僚よりも高い基準を適用されることが時として
ある。先駆的世代のメンバーとして、ルワンダ
で公選職に就いている女性のミスや失敗は入念
に精査される。民主主義の確立と、国の議会に
過半数の女性を選んだ世界初の国であるという
歴史的な偉業の達成は、ルワンダの女性を待ち
受けている政治上の重要なハードルである。
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セルビアは、立法権が政府とセルビア共和
国 議 会（Narodna	skupština	Republike	
Srbije）の双方に付与されている共和国で
ある。女性は2008年の選挙で共和国議会
の議席の21.6％を得た。きわめて多数の政
党が政治権力を争っており、政党は共和国
議会の政策議題に影響を及ぼすために連立
を形成することが必要となる場合が多い。
G17プラスは自由保守主義政党で、17名
の自由市場主義エコノミストのグループに
よって結成された市民団体が母体であった。
セルビアのG17プラス党には強力な女性
会があって、それがセルビア議会における
G17プラス議員団の中での女性の代表を増
やし、影響力をもつ党内の地位に就く女性
の存在感を拡大するのに役立ってきた。女
性は、G17プラスの議員団の29.1％を占
めている。

G17プラスの女性会の起源は、2002年
に同党が設立された当初から女性が党内で
重要な役割を果たせることを確保しようと
した 15名の女性指導者グループにある。
これらの女性は、それまでセルビア人女性
のための研修、ワークショップその他の活
動に財源を提供してきた国際機関との間の
絆を足がかりとした。G17プラスの女性は
これら国際機関に働きかけ、ジェンダーに
ついての認識、広報や交渉を含めた広範な

主題に関して、G17プラスの女性メンバー
のための研修を要請した。

G17プラスの女性100名がこうした研
修を受けた後で、最も活発な女性参加者16
名が地域ネットワークのコーディネーター
に任命され、より多くの女性を募集する任
務を負った。これら女性が、党の女性会の
設立の先頭に立った。この方法は、女性会
にとって強力な草の根的支持者を生み出し、
この支持基盤は党にとって有用であると共
に、女性に対しては、概ね男性である党の
指導者層に対するより強力な交渉上の立場
をも提供した。

女性会が確立された後、この女性会の指
導者層は、党の細則を改正して女性会を党
の正式の機構として認めるようG17プラス
を説得した。その後まもなく、女性会はよ
り多くの女性が公選職に就くのに成功する
ことを確保するための追加的な方策を提唱
し始めた。セルビアにはすべての政党名簿
についての30％クオータ法があるが、同法

より多くの女性を公選職と党の指導
者に就かせることは、これら女性の支
持を確保し、より多くの潜在的有権者
を党に惹き付けるのに役立つだろう。

セルビア共和国：政治的変革のための女性会の結集 1

コラム
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には女性を名簿の勝てる順位に掲載するこ
とを党に要求するという配置の権限がなか
ったため、意味がないと見なされていた。
このため女性会は、女性候補者が名簿で上
位を与えられることを確保するため、党に
直接陳情を行った。

G17プラスの女性会は女性の政治参加を
促進するよう党の指導者層に説得する際に、
主に２つの論拠に依拠した。女性活動家た
ちはG17プラスの親欧州的姿勢を梃子にし
て、G17プラスが「欧州」の政党として認
知されるためには、男女共同参画の促進が必
要であると主張した。そしてさらに、女性
は人口の半数以上、党員の少なくとも40％
を占めているのであるから、より多くの女
性を公選職と党の指導者に就かせることは、
これら女性の支持を確保し、より多くの潜

在的有権者を党に惹き付けるのに役立つだ
ろうと主張した。女性の代表を増やすこと
の提唱に加えて、女性会は、女性の候補者
と活動家のための研修とワークショップの
財源も積極的に求めた。また、女性にとっ
ての優先課題に関する政策に地方レベルで
もっと影響を及ぼせるようにするため、地
方政府がセルビア全土で設けた男女共同参
画委員会をも支持し、女性をそのメンバー	
に指名した。2

章末注
1	 本コラムは、セルビア国内におけるすべての政党の取

組についての包括的な分析を示すものではなく、ある
政党の取った具体的な措置を詳細に紹介するものであ
る。

2	 National	Democratic	 Institute	for	 International	
Affairs	 (NDI).	 (2008).	 “Assessing	Women’s	
Political	Party	Programs:	Best	Practices	and	
Recommendations”。2012年１月にアクセスした
http://www.ndi.org/node/15121；2009年に行っ
た、NDIセルビアの上級プログラム管理者であるLidija	
Prokicとの面接調査。
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背景
南アフリカは、アパルトヘイト制度のもとで

の人種隔離の長い歴史の後、民主主義国へと移
行した。1993 年に議会によって暫定憲法が制定
され、1994 年４月 27 日に施行された。議会の
両院から成る憲法制定会議が共同で 1996 年憲
法を起草した。1994 年に南アフリカ史上初の自
由な総選挙が実施され、同国初の黒人大統領と
してネルソン・マンデラを選出することができ
た。アパルトヘイトが崩壊してからの年月で、
同国は実質的な民主的進歩を遂げた。南アフリ
カの民主主義は、信頼性のある通常選挙、報道
の自由、かなり強力な法の支配が特徴である。

アフリカ民族会議（ANC）とその連立相手
（南アフリカ労働組合会議及び南アフリカ共産
党）が南アフリカの政治を支配している。議員
数 400 名の国民議会は、拘束式政党名簿による
比例代表選挙制で選ばれる。ANC は、国民議
会の議席の 65％を占めている。残りの議席を、
民主同盟、国民会議、独立民主党、インカタ自
由党を含めた 12 の政党が分け合っている。女
性は、議会の議席の 44％を占めている。2
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南アフリカ共和国：
女性の結集と政治課題の転換 1

キーワード
女性の結集
自主的な政党のクオータ制

例となった政党
アフリカ民族会議

一目でわかる 南アフリカ共和国

議会の名称 南アフリカ議会

議会の構成 二院制
（国民議会と全国州評議会）

選挙制度の種類 比例代表制（下院）

議会選挙 2009年 4月

当選した女性の数
（下院）

400名のうち174名
（44％）

本ケーススタディは、党内及び選挙とい
う状況において女性の参加を促進するため
にアフリカ民族会議が実行した戦略のいく
つかを提示する。また、ANC内部での女性
の結集が自主的な党のクオータ制の採択に
どのように影響を及ぼしたかを浮き彫りに
する。ケーススタディは国民議会における
女性の参加に焦点を当てるが、女性の参加
における重要な前進のいくつかは、全国州
評議会や州、地方のレベルでもなされている。
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女性の参加を高めるべき論拠
制度的な人種主義、家父長制社会と抑圧を特

徴とする抑圧的な政府制度との長期にわたる闘
争を経て、1994 年に新たな民主主義国が、民
主的で非人種主義的、非性差別主義的な社会を
目指して国を前進させるという負託をもたらし
た。3　男女共同参画に対する南アフリカの取
組は、権利宣言に基づいて憲法に成文化されて
おり、憲法には、すべての女性と男性の平等で
奪うことのできない権利の確認と、非性差別主
義の原則が盛り込まれている。4

南アフリカの指導者の間に、女性の参加を進
める強力な政治的意思があることが、女性の地
位事務所や男女共同参画委員会などの機構を含
めて、男女共同参画を促進させるための包括的
な国家機構（ナショナル・マシーナリー）を確
立することの主な要因となった。南アフリカ政
府は、男女共同参画を促進する地域協定や国際
文書への加盟、政府の政策やプログラムへの女
性の統合の強化、保健、福祉、住宅、水や教育
の確保などの分野での貧困が障害になっている
女性を含め、女性のエンパワーメントを促進す
るための新たな法律の導入、さらにはより多く
の女性を政府の上級の地位につけることなどに
より、その取組をさらに強化してきた。

採用された戦略
政党の機構の重要な指導的地位に就く女性

が早くから増えたことが、国と党の移行期に
ANC の女性活動家が審議の場に席を確保する
のに役立ち、女性たちはそのことを利用して、
党の重要な文書を通じて男女共同参画の枠組を
制度化した。ANC の女性の結集は、1990 年代
に女性が党の指導部と重要な交渉のプロセスに
参加することを確保する上で最も重要であった。

A. 女性の結集
南アフリカの女性は頻繁に街頭デモを繰り広

げ、アパルトヘイト体制との闘争の中心をなし
た。1956 年８月９日には 20,000 名の女性がプレ
トリアをデモ行進して、彼女たちに通行証の携行
を義務付けようとする新しい法案に抗議した。5 

ANC の女性はいまでも、人種を越えて女性が変
革の触媒としての能力をもつことを証明した重

要な瞬間として、この歴史的なデモ行進を指し
示す。この日は現在、全国女性の日と呼ばれる
国民の祝日として祝われている。その行進から
生まれた歌―「あなたがたは女たちに触った、
あなたがたは岩を打った、あなたがたは巨石を
押しのけた。そしてあなたがたはつぶされるだ
ろう！」―は、いまなお女性運動で用いられて
おり、この歴史が女性とこの国の現在の政治に
とってもつ意義の大きさを強調している。

1992 年から 1994 年にかけての憲法制定の交
渉中に、女性組織は女性のニーズと利益が権利
についての討議の一部になることを確保する上
で不可欠であった。人種やイデオロギーの壁を
越えた女性全国連盟（WNC）が結成されて、
憲法制定プロセスに影響を及ぼした。6　WNC
は 200 万名以上の女性を巻き込んだ２年間の全
国キャンペーンを経て、南アフリカの女性の希
望を明確に表現し、男女共同参画という目的を
追求する「有効な平等のための女性憲章」を作
成した。すべての政党の女性党員が WNC に関
わり、WNC は女性のエンパワーメントと、議
会選挙に女性候補者を含めることを押し進める
という総意に達した。WNC は、新国家に、男
女共同参画を促進し、保護する制度の「パッケ
ージ」、すなわち議会においては女性の議員団
を、国においては女性の地位に関する官庁を、
そして独立した男女共同参画委員会を、含める
ことを提案した。7

活発な抵抗の期間中、女性は ANC の指導的
機構に選出されるか任命され、そのことは運動
内での女性の存在感を生み出すと共に、女性の
関心事と女性が政治において果たす役割につい
ての認識も党の指導者層の間に生み出した。加
えて、民族解放運動は、強力な権利のアジェン
ダに基づく非性差別主義と平等の政策に従って
いた。このことは、1993 年の国際連帯会議に
おける Thabo Mbeki 元大統領による開幕演説
で次のように概説された。「真に非人種差別主
義的、非性差別主義的で民主的な社会という、
我々が共有しているビジョンは、我々が最も十
全な意味での開発の問題に巧みに対処しなけれ
ば、実現することができない」8

移行期間中における女性の組織化は、女性が
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新たなアジェンダと共に準備された民主主義的
時代に入ることができることを意味していた。
女性は、憲法起草機関、新制度のために党の細
則を書き直す機関や初めての政府を含めて、移
行をめぐる機構に参加した。政党や人種の垣根
を越えての女性の平等を呼び掛けた ANC の内
部文書である女性憲章はその後、国の憲法に組
み込まれた。草の根の女性組織は、これらすべ
てのイニシアチブを立案し、実行する上で重要
な役割を演じた。ANC の女性会である ANC
女性同盟（ANCWL）の機構は、国中の草の根
レベルの女性たちが国のレベルで起きている事
態とつながることを確保し、それによって、労
働者階級の女性がより幅広く代表されている、
新しくよりダイナミックな指導者層が党内で前
面に出るための道を切り開いた。草の根レベル
での組織化された討論は、女性の問題を前面に
押し出すのに役立ち、女性のための資金集めを
助けるために新聞が利用された。9

B. 党の自主的クォータ制
女性の党活動家が党に対し強力にアドボカシ

ーの努力を行ったことは、南アフリカの政治に
女性が代表されることを確保するために ANC
がいくつかの自主的なメカニズムと政策を定め
ることへとつながった。ANCWL は一貫して、
党の内部機構における男女共同参画の問題を提
起した。1994 年の選挙前に、ANC の女性たち
は、候補者名簿の少なくとも 30％が女性にな
ることを確保するためにクオータ制を要求し、
これを勝ち取った。法制化されることは決して
なかったものの、クオータ制は 1993 年 10 月
に最終決定された ANC の「国政選挙のための
名簿採択プロセス（Adopted List Process for 
National elections）」に反映された。30％のク
オータ制は 1994 年から 2004 年にかけての選挙
に適用された。2009 年の選挙に間に合うよう
に女性候補者のクオータ制は 50％に引き上げ
られ、その結果、ANC の議員団の 40％が女性
になっている。

これらの努力全般に共通する戦略として、
ANC の女性は国際的な圧力を利用して党内で
の目標を前進させた。ANCWL は南アフリカ
地域の中の市民団体の活動家と協力して、意思
決定を行う地位における女性の同等を定めた南

部アフリカ開発共同体（SADC）の「ジェンダ
ーと開発に関する宣言（1997 年）」と SADC の

「ジェンダーと開発に関する議定書（2008 年）」
に南アフリカが加盟することを求めて精力的な
キャンペーンを行った。ANCWL は社会主義
インターナショナルへの所属を通じて、世界の
157 の政党の女性会を含めて、同様な考えをも
つ政治団体との緊密な絆を保っている。10

結果
ANC のクオータ制が採択される前は、議会に

おける女性の代表が４％を上回ることは決して
なかった。2009 年の選挙により、南アフリカは
議会に 44％の女性議員を選んで、男女同数の達
成に近づき、議会に最も女性の多い国の世界ラ
ンキングで第３位となった。しかし、ANC の女
性の影響力は、議員数だけに基づいているので
はない。彼女らは政府のほぼすべてのレベルに
職を有し、副大統領、閣僚、議会の議長や党の
院内幹事長などの官職に就いている。市町村の
機構や議会における女性代表者の数も増えてい
る。このような実績により、政党に属している
女性は、男女共同参画が ANC のビジョンと原
則に全面的に根付いていることを感じ取ってい
る。女性が重要な官職に就いていることは、扶養・
子ども支援法（Maintenance or Child Support 
Act）、衡平雇用法（Equity Employment Act）、
ドメスティック・バイオレンス防止法や中絶法
を含めて、議会におけるいくつもの立法にも貢
献してきた。

その一方で、他のいくつかの政党も、女性有
権者に対応する必要があることを認識してき
た。民主同盟と独立民主党は、ともに女性指導
者を持ち、ジェンダーに配慮した政治綱領を採
択することに率先して取り組んできた。

民主制への移行における南アフリカの女性運
動の成功は、学者や活動家にはよく知られてい
る。民族主義闘争に続いての民主制への移行は、
民主制の議論の中心に男女共同参画の問題を取
り込むことへと繋がった。女性の政治参加が拡
大されて代議政治の領域となり、政策決定にお
いて女性の利益を擁護するために様々な制度が
設けられた。
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課題と今後の展開
紛争の終結によるものであれ、体制の変革あ

るいはその他の要因によるものであれ、移行の
重要な瞬間が訪れた時には、新たな体制におけ
る女性の役割に正式な形を持たせなければなら
ない、というのが主な教訓である。南アフリカ
では、移行期間中に審議の席についた女性たち
が、男性同僚たちが党内、憲法、そして政治制
度において ANC の女性への取組を確固たるも
のにするような包括的戦略を必ず実施するよう
にするための努力を行った。ある党員が回答し
たように、ジェンダーに配慮した法律は「女性
の政治参加が重要な理由又は背景を理解しない
かもしれない将来の世代からの女性の政治参加
への反動や後退の可能性を防止するために必須
である。憲法にクオータ制が成文化されていな
ければ、あるいは法律で定められていなければ、
そうならないという保証はない」。

女性は特別措置や特別政策の採択により、南
アフリカで具体的な成果を達成してきたが、同
国は依然として、アパルトヘイトという過去か
らの甚大な影響を受けており、アパルトヘイト
廃止後の発展にはムラがある。この国は、世界
で最も大きなものの１つに数えられる貧富の差
を経験している。女性は、ムラのある開発や根
強く残る貧困の被害を正面から受け、相変わ
らず HIV/AIDS の法外な被害を受けている。
男女の不平等は、依然として国家機関や公共
機関の構造や姿勢に深く根をおろしている。
2008 年の ANC の演説で、当時の女性同盟総裁
の Nosiviwe Mapisa-Nqakula は、「南アフリカ
の女性の大半はまだ、解放の果実を十分に味わ
っておらず、労働者階級、農村部、そして貧困
層の女性ではそれが特に著しい」と述べた。南

アフリカは民主主義の強化に目を向けているた
め、あらゆる人種、あらゆる背景をもつ女性が
その政策から平等に利益を得、政治機構の統治
に有効に参加することを確保するよう強く求め
られることになろう。

章末注
1	 本ケーススタディは南アフリカ国内のすべての政党の取組

についての包括的な分析を提示するものではなく、ある政
党がとった具体的な措置を詳細に紹介するものである。分
析と提言は必ずしも、UNDP又はNDI の見解を反映しては
いない。

2	 Inter-Parliamentary	Union	(IPU)	and	UNDAW.	(2010).	
Map	on	Women	in	Politics:	2010。2012年１月にアクセ
スしたhttp://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap10_
en.pdfにおいて閲覧可能であった。

3	 同上。
4	 南アフリカ共和国憲法、権利章典、1996年第 108号法。

2012 年１月にアクセスした http://www.info.gov.za/
documents/constitution/1996/a108-96.pdf におい
て閲覧可能であった。

5	 South	African	History	Online.	“20	000	women	march	
to	the	Union	Buildings	in	protest	of	Pass	Laws”。2012
年１月にアクセスしたhttp://www.sahistory.org.za/dated-
event/20-000-women-march-union-buildings-protest-
pass-lawsにおいて閲覧可能であった。

6	 Meintjes,	S.	(2004).	“South	Africa:	Beyond	Numbers.”	
In	Julie	Ballington	and	Azza	Karam,	eds.	 (2005).	
Women	in	Parliament:Beyond	Numbers,	Stockholm,	
Sweden:	International	 IDEA,	p.230。2012年１月にア
クセスした http://www.idea.int/publications/wip2 にお
いて閲覧可能であった。

7	 同上。
8	 Thabo	Mbeki.	 (1993).	 “Opening	Speech”	delivered	

at	 the	International	Solidarity	Conference	on	 the	
Theme	From	Apartheid	to	Peace,	Democracy	and	
Development ,	19	February,	Johannesburg。2012
年１月にアクセスした http://www.anc.org.za/show.
php?id=4570において閲覧可能であった。

9	 2009年10月に行ったANCの党活動家との面接調査。
10	社会主義女性インターナショナルは、社会主義インターナ

ショナルに加盟している社会主義政党、社会民主主義政
党、労働党の女性会及び女性同盟の国際組織である。現在、
世界のあらゆる地域に157の組織がある。詳細な情報は、
http://www.socintwomen.org.uk/ において閲覧可能で
ある（2012年１月にアクセス）。
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モザンビークとナミビアの政治関係者の
多くは独立のために闘った運動の出身者で
あるが、移行期間を利用して、男女共同参
画を政党の機構とそれぞれの国の憲法の双
方に組み込んだ。両国とも、現在では、女
性が政治的に代表されている程度の高さを
誇り、大々的な政権の移行に由来する機会
をとらえて、政治において女性の参加を促
進させることの重要性を実証している。

モザンビークでは、モザンビーク解放戦線
（FRELIMO）党は1962年に反植民地主義
運動として始まり、この初期においてさえ、
独立闘争に女性を取り込んでいた。1977
年に FRELIMOが政党に転換した時にも、
女性を含めることは党の使命の重要な要素で
あり、女性会の創設を含めて、女性は党の
機構のあらゆるレベルに意図的に組み込まれ
た。FRELIMOは 1992年、政府のすべて
の機関とあらゆるレベルで女性が代表される
ことを確保するためにクオータ制度を実施し
て、党内における男女共同参画を正式に定
めた。2010年１月に女性はモザンビーク
議会の42％を占め、議会は初の女性議長、
Veronica	Macamoを選出した。2

ナミビアでは植民地支配と南アフリカの
アパルトヘイトから独立して、1990年憲
法が採択された。憲法は国の独立闘争を踏
まえて、尊厳、平等及び人権の回復に高い

価値を置いている。3　特に第23条は、「ナ
ミビアの女性が伝統的に特別な差別を受け
てきたという事実、また女性たちはこの国
の政治的、社会的、経済的、文化的生活に
おいて完全かつ平等で有効な役割を果たす
ことを奨励される必要があるという事実」
を是正するために、特別措置政策を認めて
いる。ナミビア議会はこの憲法を踏まえて、
1992 年地方公共団体法を可決した。こ
の法律は、地方選挙では、議員が 10名以
下の議会ごとに最低２名の女性議員、議員
が 11名以上の議会ごとに最低３名の女性
議員の掲載を義務付ける政党名簿制を用い
ることを命じるものであった。この法律は
1997年に強化され、その結果、現在では
ナミビアの地方議員の42％、市長の40％
が女性となっている。4

政党の男女共同参画の実践の制度化

モザンビークとナミビアは、女性の政治
参加を向上させるための進歩的戦略を実行
した政党と政府が、同等の、又は補完的な

モザンビークとナミビアは、女性の
政治参加を向上させるための進歩的戦
略を実行した政党と政府が、同等の又
は補完的な取組を実施するようお互い
に影響を及ぼし合えることを実証して
いる。

南部アフリカ：移行期間の梃子としての活用と党による	
男女共同参画の実践の制度化に関して	

地域が学んだ教訓 1

コラム
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取組を実施するようお互いに影響を及ぼし
合えることを実証している。

1997年にナミビア議会で女性のクオータ
制の強化が立法化された後、政府とナミビア
女性マニフェストネットワーク（Namibian	
Women’s	Manifesto	Network）の政治指導者	
は協力して、南西アフリカ人民機構（SWAPO）
と野党である民主ターンハーレ同盟に対し、
地方レベルでの政党名簿に男性と女性の候
補者を交互に記載するよう党の支部に呼び
かけるよう説得した。5　その後の選挙で、
女性の候補者が占める総割合は47％に上昇
した。

モザンビークでは FRELIMO のクオータ
制政策に促されて、政府のいくつかの省庁
がジェンダーを政策立案の主流に組み込む
ためのプログラムを実施し始めた結果、ジ
ェンダーへの配慮を組み込んだ政府の取組
が増えた。6　FRELIMO党の指導のもと、
行政府は女性委員会や特別委員会の発展を
含めて、女性とその優先課題に基盤を提供
するための新たなメカニズムを設けてきた。
議会でも同様に、社会、ジェンダー、環境
の問題を扱う委員会が設けられた。司法府
も、立法プロセスに女性を含めるための措
置をとってきた。

これらの例は、政党と政府の間の戦略的な
相互関係がより幅広い女性の政治参加の向上
を推進できる、という方法を示している。

ジェンダーと民族性の認知

モーリシャスでは、選挙の議論において、
歴史的に民族の区分が重視され、ジェンダ
ーに関する考慮はなおざりにされてきたた

め、モーリシャスにおける女性の代表状況
はSADC加盟国内で最も低水準の国の１つ
にとどまっており、議会に占める女性の割
合はわずか18％である。

モーリシャスの政党は、すべての民族グル
ープが政治に含まれることを確保するために、
「ベスト・ルーザー・システム」と呼ばれる固
有の制度の開発を進めてきたが、女性に関し
てこれに類する取組は行われたことがない。
モーリシャスにおける民族区分への関心は、
将来性のある横断的な女性組織や、政府に対
して政治における男女の不均衡に対処すべき
ことを主張できる組織的運動の出現を押しと
どめてきた。7　モーリシャスは、包摂を論じ
る政治的取引の余地が限られている民主主義
国では、平等な参加を求める民族グループと
女性が、認知を求めて競争する羽目になり得
ることを実証している。

章末注
1	 本コラムは、ここに言及されている国々のすべての政

党の取組についての包括的分析を提示するものではな
く、いくつかの具体的な措置を紹介するものである。

2	 Sapa.	(2010).	“Mozambique’s	First	Woman	Speaker.”	
Times	Live。2012年１月にアクセスしたhttp://www.
timeslive.co.za/news/africa/article257512.eceに
おいて閲覧可能であった。

3	 Bauer,	G.	 (2004).	 “The	hand	 that	stirs	 the	
pot	can	also	run	the	country:	electing	women	
to	parliament	 in	Namibia.”	Journal	of	Modern	
African	Studies,	42(4):	479-509.

4	 Gender	 Links.	 (2009).	 “Namibia:	Women	 in	
Parliament	 likely	 to	 decline	 despite	 regional	
commitments	(2009)”。2012年１月にアクセスした
http://www.genderlinks.org.za/article/for-immediate-
release-namibia-women-in-parliament-likely-to-
decline-despite-regional-commitments-2009-11-04
において閲覧可能であった。

5	 Bauer,	2004.
6	 Leigh	Disney,	J.	(2008)	“Women’s	activism	and	

feminist	agency	in	Mozambique	and	Nicaragua.”	
Temple	University	Press:	Philadelphia,	PA.

7	 Chiroro,	B.	 (2005).	 “Engendering	Democracy	
Through	the	Ballot	Box	in	the	Mauritius	2005	
Elections.”	EISA	Occasional	Paper,	No.	57。
2012年１月にアクセスした http://www.eisa.org.
za/PDF/OP37.pdf において閲覧可能であった。
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キーワード
男性との協力
党内クオータ制
女性の結集

例となった政党
社会労働者党（PSOE）

一目でわかる スペイン

議会の名称 スペイン議会／コルテス

議会の構成 二院制（下院と上院）

選挙制度の種類 比例代表制（下院）

議会選挙 2008年 3月

当選した女性の数
（下院）

350名のうち127名
（36％）2

背景
スペインは、下院と上院から成る二院制を持

つ。政治を支配している社会労働者党（PSOE）
と民衆党の２大政党がある。さらに、スペイン
の政治領域には統一左翼、集中と統一、バスク
民族主義党、カタルーニャ左翼共和党、ガリシ
ア民族主義ブロック、カナリア諸島連合などを
含めた少数政党も数多くある。3

PSOE の政治的指導者層の最高レベルに女
性が占める割合は高い。2008 年の選挙の後、
PSOE の議会グループの 47.6％は女性であっ
た。さらに、PSOE 内閣の過半数が女性で、閣
僚 17 名のうち、防衛、経済、公共事業や副首相
などの重要官職を含めて、女性は９名である。
防衛大臣であったカルメ・チャコン（Carmen 
Chacon）は、スペインで初の妊娠中の大臣で
もあり、平等大臣であったビビアナ・アイード

（Bibiana Aido）が 31 歳で就任した時には、スペ
イン最年少の閣僚であった。女性の政治への参
加を促進する上での PSOE の実績は、互いに重
複するいくつかの戦略によるものとされている。
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スペイン：
女性にとっての政治環境を変えるための男性との連携した努力 1

本ケーススタディは、政党内と選挙とい
う状況における女性の参加を促進するため
に社会主義政党が実行した戦略のいくつか
を提示するものであるが、この党が、スペ
インでそれを行ってきた唯一の政党だとい
うわけではない。男性指導者の支持が党内
における女性の政治的機会をどのようにし
て大幅に向上させ、進歩主義的なクオータ
制という制度へとつながったかをこのケー
ススタディで検証する。
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女性の参加を高めるべき論拠
2004 年に政権獲得をうかがっていた PSOE

の党指導者層は、PSOE を女性に優しい党とし
てブランド化すれば選挙での勝利に役立つ可能
性があると提案した党の女性活動家の主張を受
け入れた。PSOE は積極的に女性候補者を立て
て、法定クオータ制や男女共同参画政策のキャ
ンペーンを張った。議会選挙で投票を得て、サ
パテロ政権の閣僚に指名された数多くの女性
は、PSOE が選挙公約を果たすのを助けること
ができた。

採用された戦略
PSOE の女性事務局は、女性を指導者として

促進すること及び男女共同参画の綱領を採用す
ることを受け入れる党文化の枠組となるよう
な、一連の漸進的党内クオータ制を導入する上
で重要な役割を果たした。親女性的党指導者が
出現し、内閣にジェンダークオータ制を適用し
たことにより、PSOE は、党内で開発されたも
のと同じ男女共同参画の枠組をスペインの政治
制度へと拡大することのできる有利な立場にあ
り、政治、経済及び社会において女性が直面す
る様々な不平等に対処するいくつかの公共政策
を可決した。

A. 党内クォータ制
党内で女性の活躍を促進しようとする PSOE

の努力は、スペインが独裁主義体制から脱し、
民主主義を目指して動き始めた 1970 年代末期
に始まった。その間に PSOE の女性事務局が
設立され、党内で男女共同参画のアドボカシー
を開始した。クオータ制は常にそのアドボカシ
ーの努力の中心にあったが、当初は男性と女性
の双方から党内クオータ制に対する抵抗があ
り、彼らは、クオータ制は女性に不当な優位を
与え、すべての女性候補者の資格を何らかの形
で疑問視させると主張した。PSOE でジェンダ
ーに基づくクオータ制を主唱した者たちは自分
たちのキャンペーンと、スペインの様々な州
や地域にまたがって幅広い支持基盤を確保し
ようとする PSOE の努力の一環であった地理
的クオータ制の問題とを関連付けた。4　最終
的には女性事務局の主張が奏功し、1988 年に
PsoE はすべての政党名簿について党内クオ

ータ制度を実施した。このクオータ制は当初は
25％に設定されていたが 1997 年には 40％に引
き上げられ、候補者名簿ばかりでなく党の指導
部の役員会や委員会にも適用された。

下院議員と上院議員の選挙には異なる制度が
用いられることから、PSOE の党内クオータ制
は上院（名簿と小選挙区を併用した混合制を
用いている。）に対してよりも、下院（政党名
簿を通じて選ばれる。）に対する方が、影響力
が大きかった。とは言え、党内クオータ制は
PSOE が、自党の女性候補者の能力を増進し、
女性党員に地方や国のレベルで政治経験を得る
機会を開くことを可能にし、さらには必要にさ
えした。

B. 政策改革
クオータ制のおかげで党における女性の存在

感が高まったことは、サパテロ首相による女性
のための強力な権利擁護や 2007 年の平等法の
可決を含めて、他の戦略に貢献した。サパテロ
は政権の座につく前に自らは熱心なフェミニス
トであると公言し、そうすることで、ある調査
回答者の言葉を借りれば、スペイン政治におい
てフェミニズムにまつわる「タブー」を取り除
いた。5　2004 年に同党は、すべての議会のす
べての候補者名簿に 40％のクオータ制を定め
ることも要求する幅広い男女共同参画法を可決
するためのキャンペーンを行った。首相に選出
された後でサパテロが最初にとった政治的な動
きは、内閣と党の議員団を調整して、ある法案
を導入することであった。サパテロは、2008
年にスペインで初めて女性が過半数の内閣を組
閣する上でも、平等省を設けて閣内で女性に数
の上での優位を与えたことと同様に役割を果た
したことが広く知られている。

男女共同参画法が可決された後、PSOE は政
策立案過程の中にジェンダーを主流化するこ
とに目を向けた。PSOE は 2004 年以降、男性
と女性が不動産所有権を共有できるようにす
るための農業改革に関する法案や、行政管理省
が被扶養者への扶養に関連する費用の、最高で
３分の２までを家庭に補助できるようにする
ための被扶養者の扶養に関する法案などを導
入してきた。女性は議会における影響力に加え
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て、PSOE の政策立案、党内討論やその他の意
思決定過程に関与している。面接調査のある対
象者が述べたように、女性は政治における単な
る「ウィンドウの飾り付け」以上のものと見な
されている。6　一部の回答者は、女性は党内
で男性と同じ処遇を受けており、女性の見解は
男性に対するものと同じように考慮されると
述べた。

結果
スペインの民主主義が強固になりつつあっ

た 1980 年代を通じて、議会に代表される女性
の割合は低いままであった。女性が議会議員の
10％を超えることはなく、PSOE が党内クオー
タ制を採択した 1988 年以前の年月においては、
PSOE の議員団においてさえ 10％を超えるこ
とはなかった。PSOE がクオータ制を定めてか
ら初めて行われた 1989 年の選挙で、PSOE の
議員団における女性の割合が７％から 17％に
上昇した。

クオータ制に関する平等法は、PSOE の内部
方針をすべての政党に対する法的義務付けへと
変えた。民衆党は 2008 年の国政選挙で法制化
されたクオータ制に従い、それまでよりも多く
の女性を候補者に指名した。平等法は、スペイ
ンの女性が伝統的に周辺に追いやられてきたも
う１つの部門である民間部門の指導的機関に
も、これに類する男女共同参画の拡大規定を課
した。

スペインは、国内で発揮したジェンダーに関
するリーダーシップを海外でも再現しようと、
EU 内部で、ジェンダーに基づく暴力から保護
する法律と、非差別指令を設けることを主唱し
た。

課題と今後の展開
党内クオータ制、男性指導者の協力を求める

ことや平等法などは党の別々の戦略であると見
なすことができるが、互いに依存関係にもある。
党内クオータ制方針についての 10 年間にわた

る PSOE の経験は、政治に女性を取り込むこ
との価値にその男女双方の指導者層の目を開か
せて、同党の首相候補が男女共同参画の問題に
関するキャンペーンを受け入れる可能性を高め
た。同様に、クオータ制の恩恵を受けて PSOE
の議員のほぼ半分を構成していた PSOE の女
性議員は、サパテロの法案を議会で通過させる
上で重要な役割を果たした。

とは言え、スペインと PSOE にとっての課
題はまだ残っている。国の政治領域において
女性が代表されるのを保証することでの PSOE
の成功は、地方のレベルでは同じようには実現
されていない。PSOE の地方議会議員の 36％
は女性であるが、女性が PSOE 所属の市長に
占める割合はわずか 15％で、名簿式クオータ
制に影響を受けない当選者がまだ男性優位であ
ることを示唆している。さらに国政レベルで見
ると、男性の方が女性よりも再選される頻度が
高く、在任期間が長い。目を将来に転じれば、
スペインと PSOE は自分たちの達成した成功
を維持し、多様な女性グループがスペインの政
治領域に参加するのを妨げかねない要因に対応
し、女性が政治のキャリアを追求するための平
等な機会を得られるように、ジェンダーに配慮
した政治制度を育むことを可能にするような戦
略を検討しなければならないだろう。

章末注
1	 本ケーススタディは、スペイン国内のすべての政党の取組

についての包括的分析を提示するものではなく、いくつか
の党の具体的な措置を詳細に紹介するものである。分析と
提言は必ずしも、UNDP又はNDI の見解を反映してはいな
い。

2	 本ケーススタディは2009年から 2010年にかけて執筆
され、記載されている情報は2008年の選挙についてのも
のである。2011年 5月に選挙が実施され、女性は議席の
36％を勝ち取った。

3	 Inter-Parliamentary	Union	(IPU).	PARLINE	Database。
2012年１月にアクセスしたhttp://www.ipu.org/parline-e/
reports/2293_E.htmにおいて閲覧可能であった。

4	 Dahlerup,	D.	and	L.	Freidenvall.	(2008).	“Electoral	Gender	
Quota	Systems	and	Their	Implementation	in	Europe.”	
Stockholm	University,	International	IDEA,	and	Women	in	
Politics	Research	Center。2012年１月にアクセスした
http://5050campaign.files.wordpress.com/2009/03/
ep-quota-report.pdfにおいて閲覧可能であった。
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5	 2009年９月に行った、PSOEの役員との面接調査。
6	 同上。
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東ティモールは、2002年に独立を獲得
した。新しい国、そして紛争後の国という
両面で、東ティモールで女性を政治生活に
参加させる努力が成功したことは、国の発
展の早い段階で女性の政治参加に取り組む
ことの価値を浮き彫りにした。

国連東ティモール暫定行政機構（UNTAET）
は2001年に、女性を取り込むことと、憲
法に平等を成文化することが果たす重要な役
割を認識して、国が初めて行う制憲議会、
すなわち憲法を起草する責任を負う機関の
選挙に女性が必ず関わるようにしようとし
た。UNTAETは、選挙プロセスの様々な側
面への女性の参加を強化しようと努力した。
2001年に東ティモールは88名の議員を選
出するための小選挙区制と全国名簿式を併用
した混合選挙制度を採用していた。1

UNTAETは、多くが初めて立候補し、有
権者基盤を確立するためにメディアの活用
を必要としていた女性候補者のための、メ
ディアへの働きかけに関する戦略を支援し
た。メディアの時間が、女性候補と、女性
候補を政党名簿の勝てる順位に掲載した政
党の双方に提供されたのである。後者の戦
術は、政党が女性候補者を支援するための
強力なインセンティブを生み出した。メデ
ィアの利用には、テレビやラジオの放送時
間及び新聞の広告スペースが含まれた。

さらに、選挙運動のスタッフや政府の他
のレベルに、女性が必ず代表されるように
するための努力が行われた。選挙法におい
てはクオータ制が適用されなかったが、政
党の選挙運動事務局においては女性に30％
のクオータ制が確立され、行政の官職に就
く女性についてもこれに類するクオータ制
が定められた。UNTAETは、全国選挙委員

会の 15名のメンバーのうち、最低でも 4
名が女性になることを確保するために、全
国選挙委員会のクオータ制を定めることに
貢献した。こうした取組は、女性が2001
年の制憲議会の議席の26％を獲得すること
に貢献した。女性議員はさらに踏み込んで、
「女性と男性は家族、政治、経済、社会及び
文化に関する生活のすべての領域において
同じ権利と義務を有する」2　と定める憲法
第 17条を可決する上で重要な役割を果た
した。2001年以降、同国は政治生活に女
性が代表されるのを確保するための他の政
策を立ち上げている。

直近では、東ティモールは選挙法におい
て女性候補者のクオータ制を採択した。政
党は、女性が政党名簿に掲載される候補者
の25％を構成すること、及び候補者の４名
ごとに１名が女性であることを確保しなけ
ればならない。このクオータを満たさない
政党は、選挙登録を行うためにこの候補者
名簿を改訂しなければならない。3

章末注
1	 その後、2007年の選挙の準備期間中に、地区議席

が廃止され、議会の規模が縮小されたために、65名
の議員は単一の名簿を利用して選出された。

2	 East	Timor	 and	 Indonesia	Action	Network.	
“Constituent	Assembly:	East	Timor”。2012 年
１月にアクセスしたhttp://www.etan.org/etanpdf/
pdf2/constfnen.pdf において閲覧可能であった。

3	 Global	Database	of	Quotas	for	Womenを参照。2012年	
１月にアクセスしたhttp://www.quotaproject.org/uid/
countryview.cfm?country=22において閲覧可能で
あった。

東ティモール民主共和国：女性候補者の募集を進めるための
インセンティブの創設

コラム

選挙運動のスタッフや政府の他のレ
ベルに、女性が必ず代表されるように
するための努力が行われた。
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背景
英国は立憲君主制で、女王が国家元首を務め、

首相が政府の首長を務めている。議会、すなわ
ちウェストミンスターは二院制で、貴族院と庶
民院から成っている。庶民院の議員は小選挙区
で直接選挙され、任期は５年間である。英国は
複数政党制をとっており、保守党と労働党が
1920 年代から議会で優位を占めてきた。庶民
院では女性が選挙によって選ばれた議員の 22
％を占めているが、これは 2005 年に行われた
前回の選挙から見ると 2.5％の増加である。2

女性の政治的エンパワーメントと議会への関
与の進展は緩慢である。多数票主義の選挙制度
で当選する女性の割合を増やすために、複数の
政党が異なる戦略を用いてきた。この選挙制度
は女性の選出に特に有利ではなく、名前の認知
度が高く、選挙運動を成功させるのに必要な財
源もより有利に手に入る現職であることが多い
男性と、女性を直接に競争させている。勝者総
取り方式の選挙制度も候補者クオータ制の実施
を困難にしているため、戦略は勝てる選挙区に
女性を指名することに集中してきた。

キーワード
候補者の指名

政党の政策改革

一目でわかる 英国

議会の名称 ウェストミンスター議会

議会の構成 二院制（庶民院と貴族院）

選挙制度の種類 相対多数／絶対多数（下院）

議会選挙 2010年 5月

当選した女性の数
（下院）

650名のうち143名
（22％）
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英国：
勝てる議席への女性候補者の指名 1

本ケーススタディは、女性の政治参加を
促進するために、保守党を含めた政党が実
行した戦略のいくつかを提示するものであ
る。女性の参加を積極的に促進するために、
候補者選定方法が利用されていることを浮
き彫りにしている。
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女性の政治参加
英国選挙委員会が 2004 年に行った調査で、

投票率では大きな男女差はないことが判明し
た。しかし同じ調査で、政党の遊説、党員とし
ての加盟、寄付などの選挙運動に係る政治活動、
あるいは政治家との単なる接点の確立において
さえ、女性が参加する傾向は男性よりも大幅に
低いことが判明した。3　女性の方が男性より
も、政治組織への信頼と、自分が政治プロセス
に影響を及ぼせる力への信頼が低く、これらは
男性に支配されていると考えていた。女性は女
性議員のいる選挙区の方が選挙運動により多く
関わり、政府の制度を信頼する傾向が高いこと
は、政治的な女性の代表を増やすことの重要性
を示唆している。4

労働党が保守党から政権を奪取した 1997 年
の選挙結果は、一部は女性が保守党から労働党
に鞍替えしたためであるとされた。5　労働党
が独自の特別措置を採用したことが、記録的な
女性当選者の数につながったのである。合計
で 120 名の女性が当選したが、これにより議会
の女性議員の数が倍増した。101 名が労働党所
属で 13 名が保守党、６名は少数政党又は無所
属であった。政党が法的な異議申立てを受け
ることを恐れてクオータ制実施を前回よりも
ためらったために、2001 年の選挙ではこの数
は微減した。6　2005 年の総選挙で女性は議会
の 128 議席（20％）を勝ち取ったが、7　ほと
んどの女性がまたも労働党の所属であった。
2010 年の選挙で、議会は 1974 年以来初めて絶
対多数政党のない議会となったが、保守党と自
由民主党は最終的に連立政権を組織することを
発表した。合計で 143 名の女性が当選した。
当選した保守党の女性の人数は 17 名から 49
名へと大幅に増えたが、8　それは概ね、その
Women2Win のキャンペーンによるものであっ
た。

英国においては政党が率先して、女性が候補
者や政党その他の組織のメンバーになることを
奨励してきた。こうした取組には研修、助言、
女性を対象にした加入推進、組織の刷新を奨励
するための資金的なインセンティブの活用など
がある。9　女性が党の指名を確保する機会を

促進するために、労働党が候補者指名のための
女性だけの最終候補者リストを実施したり、保
守党も候補者選定手続きの改革を実施したりし
たことがその例である。

2005 年にデービッド・キャメロンが保守党
の党首となった。保守党党首の座を勝ち取った
後の演説で、キャメロンは、保守党の未来は、「自
らが統治したいと考える国をより良く反映する
ため、議会における我々の代表性を拡大するこ
とに決定的に依っている。」と宣言した。10　
保守党は候補者の選定プロセスを改定して、よ
り包摂的で多様性のあるものにすることで、女
性、青少年、民族的マイノリティを含め、英国
有権者の伸長する集団ともっと関連性を持つこ
とを望んだのである。

採用された戦略

A. 女性指導者を増やす：Women2Win
2005 年に男女の保守党員のグループが、勝

ち目のある議席と保守党が占めている議席につ
いての指名をより多くの女性が勝ち取るように
するためのキャンペーンを行って、保守党の女
性国会議員を増やすための取組、women2win
を立ち上げた。Women2Win は「保守党全般に
わたって、英国国民の信頼と信任を勝ち取るた
めには、党が常に変化する必要があることを共
に認識するようになった男女党員の幅広い代
表」である。11

同名のウェブサイトを含め、Women2Win は、
新たな女性党員の募集、彼女たちが党内で成功
するのに必要な研修、助言や支援の提供に活発
な役割を果たした。これまでに選ばれた女性候
補者の多くが、Women2Win から支援を受けて
いる。12　Women2Win は「候補者の男女バラ
ンスが現代英国のそれを反映する時に、保守党
に対する選挙での支持は大幅に高まる。つまり、
男女共同参画を実現するために協調した努力を
行うことによって、有権者は積極的な努力が行
われていることを認識し、それが彼らの投票に
反映されることになる」13　と確信しているの
である。
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B. 候補者選定のクォータ制
Women2Win の発足から数週間後に、女性と

民族的マイノリティの保守党議員の数を増やす
ことを目的にした、新たな候補者選定手続きが
発表された。この手続きには、少なくとも半分
が女性、10％が民族的マイノリティの「最も優
秀で最良の」候補者による優先名簿の導入が含
まれていた。保守党が握っていて狙ってもいる
選挙区の連合会は、候補者をこの名簿から選ぶ
ことを期待された。2007 年１月に、この名簿に
掲載されている誰でもが、どの議席にも応募す
ることができるという変更が発表された。さら
に変更が行われて、選挙区民には２つの主な選
択肢が与えられた。１つ目は、「ビッグイベント」
の一環として、その半分は女性である４名の最
終候補者名簿を作成するために、各党員は４票

（２票は女性用、２票は男性用）をもつことが
できるというものである。そして、選挙区の幹
部が徹底的な面接のプロセスを実施して、最終
候補者を選定した。２つ目の選択肢のもとでは、
その選挙区で有権者登録をした誰でもが、ジェ
ンダーの要件を満たす必要のない最終候補者名
簿に投票することができる。その後の改革で、
選挙区民がどのアプローチを選んでも、このプ
ロセスの各段階で検討の対象となる個人を男女
50％とすることが義務付けられた。14

今後の展開
改定された候補者選定方針の提案者は、これ

が最終候補者名簿に掲載されて当選した女性の
人数を増やす上で効果的であることが判明した
だけでなく、保守党の訴求力を拡大するのにも
役立ったと主張している。候補者選定ルールの
変更には、確かに強い影響力があった。2010
年の選挙では、議会の中での保守党グループの
女性国会議員の数が 17 名から 49 名に増えたの
である。

ただし、この割合は保守党議員団総数の 16
％にしか当たらない。Women2Win は、「議員
になることを望む女性に支援、助言と研修を提
供することで保守党の女性国会議員の人数を増
やし続ける」15　必要があることを認めている。

この課題は内閣における官職にも当てはま

る。2010 年の政権における閣僚ポスト 24 のう
ち、女性が占めていたのは４つだけであった。
女性はいまなお、党のリーダーシップを引き受
ける上での障害に直面している。保守党の歴史
で党の指導者となった女性はただ１名であり、
英国では他の政党においてもこれに似た傾向が
見られるのである。

章末注
1	 本ケーススタディは、英国内において女性の政治参加を促

進することを目指すすべての組織のすべての取組について
の包括的分析を提示するものではなく、１つの組織の具体
的な措置を詳細に紹介するものである。分析と提言は必ず
しも、UNDP又はNDI の見解を反映するものではない。

2	 Center	for	Women	and	Democracy.	(2010). “’Derisory’	
Increase	in	Number	of	Women	MPs	(2010)”。2012年１
月にアクセスしたhttp://www.cfwd.org.uk/news/28/61/
Derisory-increase-in-number-of-women-MPsにおいて閲覧
可能であった。

3	 Norris,	P.,	J.	Lovenduski,	and	R.	Campbell.	 (2004).	
Gender	and	Political	Participation .	The	Electoral	
Commission。2012年１月にアクセスしたhttp://www.
hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Electoral%20
Commission%20gender%20report.pdf において閲覧
可能であった。

4	 同上。
5	 The	Fawcett	Society.	 (2010).	 “Fawcett	BBC	News	

27	April	2010”。2012 年１月にアクセスした http://
www.youtube.com/watch?v=HcQaLX4jzGQ において
閲覧可能であった。

6	 The	British	 Council.(2002).	Women’ s	 Political	
Participation	in	the	UK。2012年１月にアクセスしたhttp://	
www.britishcouncil.org/china-society-publication-
lawandgovernance-2002-en.pdfにおいて閲覧可能であった。

7	 Inter-Parliamentary	Union	 (IPU).	 (2010).	 “United	
Kingdom	(House	of	Commons):	Elections	in	2005”。
2012年１月にアクセスしたhttp://www.ipu.org/parline-e/
reports/arc/2335_05.htmにおいて閲覧可能であった。

8	 Women2Win.	 (2011).	 “Our	Organization”。2012 年
１月にアクセスした http://www.women2win.com/text.
aspx?id=5において閲覧可能であった。

9	 Norris,	Lovenduski,	and	Campbell,	2004.
10	Cameron,	D.	(2005)	“Cameron:Until	we’re	represented	

by	men	 and	 women	 in	 the	 country,	 we	 won’ t	
be	half	 the	party	we	could	 be.”	Conservatives。	
2012年１月にアクセスしたhttp://www.conservatives.
com/News/Speeches/2005/12/Cameron_Until_
were_represented_by_men_and_women_in_the_
country_we_wont_be_half_the_party_we_could_
be.aspx において閲覧可能であった。

11	Women2Win,	2011.
12	Ashiagbor,S.(2008).	Political	Parties	and	Democracy	

in	Theoretical	and	Practical	Perspectives:	Selecting	
Candidates	 for	 Legislat ive	 Off ice .	 National	
Democratic	Institute	for	 International	Affairs。2012
年１月にアクセスした http://www.accessdemocracy.
org/files/2406_polpart_report_engpdf_100708.pdf
において閲覧可能であった。

13	Women2Win,	2011.
14	Ashiagbor,	2008.
15	Women2Win,	2011.
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背景
アメリカ合衆国（米国）は立憲的な連邦共和

国であり、1850 年代から２つの政党が米国の
政治で優位を占めてきた。中道左派寄りの民主
党と中道右派寄りの共和党である。他にいくつ
かある第三党が、国及び州のレベルで少数代表
となる場合が時々ある。政治団体を規制する法
律はほとんどなく、その結果、政党は自由に独
自の組織制度を発展させることができた。民主
党にとっても共和党にとっても全国大会が最高
の権限をもつ機関であり、大統領選挙が行われ
る年には、党の大統領・副大統領候補を指名し、
党の綱領を採択するために、党内の代議員が集
まる一連の集会、すなわち指名大会を行う。民
主党と共和党の全国委員会が、指名大会と指名
大会の間のそれぞれの党の業務について総合的
な責任を負う一方で、各州の支部には独自の憲
章と細則がある。

米国には、下院と上院の二院制議会がある。
第 112 回議会において、女性は上院の 17％、
下院の 16％を占めていた。2　民主党員又は共

キーワード
女性の結集
資金調達ネットワーク
党組織

例となった政党
民主党

一目でわかる アメリカ合衆国

議会の名称 議会

議会の構成 二院制（上院と下院）

選挙制度の種類 相対多数／絶対多数

議会選挙 2008年11月

当選した女性の数
（下院）

435名のうち73名
（16.8％）

D
ig

it
aL

 v
is

io
N

アメリカ合衆国：
資金調達ネットワークと党大会のジェンダー衡平方針 1

本ケーススタディは、女性の参加を促進
するために民主党が採用した戦略のいくつ
かを提示するものである。ジェンダークオ
ータ制はその憲章によって禁止されている
が、民主党はいわゆるソフトクオータ制を
党の機構とプロセスに適用し、党内におい
て平等に「実施可能な限り最も近く」代表
を出すことを命じている。本ケーススタデ
ィは、連邦レベルにおける女性の参加に焦
点を置く。
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和党員として公選職に出馬することを望む候補
者は、党への加入を宣言するだけでよく、予備
選で十分な票を集めることができれば、党の正
式候補者になることができる。実際には、州の
党委員会が自ら選ぶ候補者を採用し、支持する
ことが多いが、選挙プロセスは、州により、ま
た州内の地区によっても異なる。3

女性の参加を高めるべき論拠
1848 年という早い時期に、女性活動家がニ

ューヨーク州セネカ・フォールズで米国初の女
性の権利大会を開いて所感宣言を作成し、女性
の参政権を要求した。１世紀にわたって女性の
政治参加への支持が高まったにもかかわらず、
米国の女性活動家が経験してきた民主党内での
伸長には一貫性がない。1953 年、民主党の指
導者は、女性の党活動家をすべての委員会と指
導的役割に統合するために、党の女性部を解散
することを決定した。党の女性からは馬鹿にさ
れたものの、ジェンダーに中立的なこのアプロ
ーチは数十年間根付いて、女性は一般に、有権
者グループとして政策に影響を及ぼそうとする
集団的戦略を放棄した。4　しかし党の内外で
女性が団結した結果、民主党の女性はやがて、
党内で影響力を持つべきことを提唱し始めた。
派閥を越えて女性が結集し始めたため、民主党
は党の選挙成果に女性が影響を及ぼし得ること
を認識して、より多くの代表を出すことを求め
る女性の要求に機敏に対応するようになった。
加えて、1980 年以降女性の投票率が男性を上
回り、浮動票や無党派層も多いため、党指導者
層は女性を重要な有権者の１つと認識するよう
になった。5

採用された戦略

A. 女性の結集
民主党に同調した女性の活動家は、党の内外

で改革時期を梃子として活用して、全国大会に
平等に代表を出すこと、州レベルにおける党の
指導部の役職を平等に分配すること、大統領の
公認候補者に女性を指名することを含めて、党
の指導部が政治に携わる女性のために重要な基
準を達成することを要求した。

その一方で党に属さない女性の組織が現れた。

1960 年代から 1970 年代にかけて、女性の完全
な政治参加を促進することを固有の使命とし、
米国の政治は「OB ネットワーク」に当たると
主張する女性の市民団体や政治活動委員会がい
くつか出現した。6　全米女性機構（NOW）、全
米女性政治連盟（NWPC）、全米民主主義女性
連合（NFDW）、女性選挙運動基金（Women’ s 
Campaign Fund）や EMILY’ s List を含む、こう
した組織のいくつかは、主要政党の内外で卓越
した名声を獲得するまでになった。これらの組
織は、州や国のレベルで女性候補者の募集・研
修や寄付金の提供を通じて、政治的権力への女
性の参入を高めようとした。

これらの組織は会員や支援が増すにつれて、
平等な政治的スペースと機会を女性に保証する
よう、政治機関に圧力をかけ始めた。男女平等
憲法修正条項（ERA）―連邦、州又は地方の
法の下での平等な権利はジェンダーを理由とし
て否定することはできないという合衆国憲法の
修正―の可決をめぐるフェミニスト集会の波に
乗って、NWPC のような女性組織は、1972 年
の党大会で、ERA を支持する民主党の政治綱
領を再確認するよう、民主党の指導者層に戦略
的なロビー活動を行った。

B. 党大会に関する内部規則
1976 年の党大会の（党内）代議員の中で女

性代表が減少した結果、NWPC、NOW 及び女
性議員団が一致して、民主党大会において女性
と男性の代表が半々になることを党憲章の文言
で保証することを主張した。1980 年の党大会
の準備段階で、ジミー・カーター大統領はこの
取組を支持するよう説得された。そうしないと、
民主党の大統領予備選で自分の一番のライバル
に女性が投票するだろうという懸念があったた
めである。7　その結果、1980 年の民主党大会
は米国史上初めて、党の全国指名大会の代議員
に男女同数が含まれた大会となった。この大会
では、NWPC と NOW のメンバーが女性代議
員の 20％以上を占めていた。8

民主党は、今後の全国大会が男女同数の代議
員によって構成されることを確保するために党
憲章を改正するための投票も行った。さらに、
憲章はいまや、DNC（民主党全国大会）、執行



117ケーススタディ：アメリカ合衆国

委員会、地域の党員集会や州の中央委員会を含
めた党のすべての機構を男女同数で分けること
を指示しており、DNC と党の執行委員会の席を
NFDW と女性議員団に与えている。州の民主党
も同様に、男女同数に関する憲章の規定を守る
ために「立証可能な積極的措置」を取ることを
義務付けられており、9　民主党の州の細則のほ
とんどが、州レベルの党の副議長の性は、議長
と反対でなければならないと定めている。10

女性議員団と関連の女性組織は、女性の政治
的指導者層の草の根から全国レベルにつながる
パイプをつくるために努力している。この作業
は、地方レベルで女性指導者を募集し、特に民
主党の現職が出馬していない空き議席に女性が
立候補することを強く求め、11　選挙運動のテ
レビ広告に女性の画像を含めることを候補者に
奨励するという戦略を基本としている。12

1980年代にEMILY’s	List の 25名の「創設の母たち」は、女性候補者が、男性に太刀打ちする候補者として真
剣に受け取られるのに必要な選挙運動の元手資金を得ていないことを明らかにした。1　創設者たちは少額の寄付でも
女性の選挙運動を助けることができると主張し、手近にあった自分たちのネットワークを利用して、新しく創るネットワー
クについての認識を喚起し、女性候補者に資金を提供することを女性たちに促す手紙キャンペーンに乗り出した。2

EMILY’s	List は、米国の選挙運動の資金調達制度と法律についての理解をもとに資金調達戦略を策定した。この
グループは政治活動委員会として、選挙の１サイクルあたり、候補者１名についての寄付は5,000ドルに限定されて
はいるが、会員からの個々の寄付金は総額 3　に制限なく「まとめる」ことができることに気付いた。EMILY’s	List
は厳格な選定プロセスを用いて最良の民主党女性候補者を明らかにし、国中の会員に推薦して、彼女らが情報を踏ま
えた意思決定を行えるように、各候補者の意見、背景や選挙運動についての詳細なプロフィールを提供して、これら
女性の選挙運動に直接に資金を提供することを会員に求めた。女性候補者の資金を膨らませるために、会員の寄付の
100％が選挙運動に入るのである。4

EMILY’s	List の会員と資金調達能力が育っていくと、民主党は、このグループが中絶を支持する女性候補者に肩入
れしていること、また、EMILY’s	List のネットワークに関わっている結果として女性候補が選挙運動にもたらす資金が
大きくなっていることを認識した。党の指導部と女性議員団は、EMILY’s	List が立ち上げた制度を歓迎したが、党も
EMILY’s	List も、党内の機構の中からこれに類する成功が達成できるとは思っていなかった。5

創設以来、EMILY’s	Listは100,000名を上回る会員を擁するまでに成長し、候補者のために何百万ドルをも調達し、
中絶を支持する民主党の女性党員が議会に80名、上院に15名、知事に９名、それに州と地方の公職に数百名当選
するのに力を貸した。6　EMILY’s	List は、テキサス州のAnnie’s	List などのように州レベルの民主党組織によって、
また党の境界を越えて、共和党候補のためのWish	List や Susan	B.	Anthony	List などの創設によって、この戦略
が複製されることを鼓舞し、支援してきた。

注

1	 元手資金とは、党の指名を勝ち得るために選挙運動を始めるのに必要な初期資金である。これにより、パン生地（すな
わち選挙運動資金）を膨らませるということから、EMILY’s	List は、「Early	Money	Is	Like	Yeast」の頭文字を取っ
ている。（2010年１月に行った、EMILY’s	List の創設者との面接調査）。

2	 EMILY’s	List.	“Our	History”。2012年１月にアクセスした http://emilyslist.org/who/history/。
3	 現在、個人が１回の選挙について連邦レベルの公選職の候補者１名について寄付できるのは最高で2,400ドルにすぎ

ない。
4	 EMILY’s	List.	“Our	History”。2012年１月にアクセスした http://emilyslist.org/who/history/。
5	 2012年１月に行った、EMILY’s	List の創設者との面接調査。
6	 同上。

資金調達ネットワーク：
エミリーズ・リスト（EMILY’s	List）
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結果
1980 年代以降、民主党は党の全国大会で男

女のバランスを保ってきた。党大会に出席した
女性には、ある意味で彼女らの政治的キャリア
を左右するネットワークづくりや資金調達を行
う機会があった。初めて公選職を求める女性の
多くはそれまでに党内の代議員を務めており、
そのことにより、党大会への参加を通じて築い
た人間関係を活用することができた。憲章の改
正を通じて党大会における女性の役割を正式な
ものにしようとする民主党の努力に呼応して、
共和党も党大会における女性の割合拡大を促進
するよう努力し、1980 年の大会では女性の割
合は 48％となった。13

課題と今後の展開
民主党において女性の政策的優先課題のため

の代表権と支援が実際に伸長したにもかかわら
ず、より多くの女性を公選職に当選させるとい
う点で、党大会を舞台にした政治が果たす役割
は限定されていると証明された。米国のあらゆ
るレベルで公選職を求める女性は、立候補者支
援の伝統的な王道を迂回することが多く、その
代わりに、金銭的援助、調査、情報及びスタッ
フを提供し、民主党の女性が政治プロセスに積
極的に参加することを全般的に奨励する女性の
政治団体のネットワークから支援を得ていた。14

政党が大統領選挙に重点を置いていたことか
ら、女性の党活動家や市民活動家は引き続いて、
民主党が女性の大統領候補を選ぶことを主唱し
た。しかし、大統領選を舞台にした政治に焦点
が当てられているため、政府の様々なレベルに
女性が同数の代表を出すための勢いを蓄えるた
めの活動家の手腕は制約されてきた。さらに、
EMILY’ s List の成功により、民主党は党内に
より強固な女性会を設立しないことを正当化で
きた。米国の女性は相変わらず、議会で 17％
以上の議席を得る上での障害に直面しており、
2010 年現在で州の執行的地位の 22.9％、15　州
議会の 24％、16　市長の 17.6％ 17 を占めている
にすぎない。
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